
ロ
ッ
ク
ナ
ー
時
代
（
甲
斐
）

（
六
三
一
）

﹇
は
じ
め
に
﹈

（
一
）　

長
官
人
事

フ
ラ
ー
第
八
代
長
官
は
、
一
九
一
〇
年
七
月
四
日
に
死
去
し
た
。

タ
フ
ト
（W

illiam
 H

ow
ard T

aft

）
第
二
七
代
大
統
領
は
、
ホ

ワ
イ
ト
（E

dw
ard D

ouglass W
hite jr.

）
を
第
九
代
長
官
に

任
命
し
た
。

ホ
ワ
イ
ト
は
、
元
連
邦
上
院
議
員
で
あ
っ
た
が
、
基
本
的
に
は

前
二
代
の
長
官
同
様
、
ほ
と
ん
ど
政
治
経
歴
の
な
い
人
物
で
あ
っ

た
。
そ
れ
以
外
に
も
問
題
あ
る
指
名
だ
っ
た
。
第
一
に
タ
フ
ト
は

共
和
党
の
大
統
領
だ
っ
た
の
に
、
ホ
ワ
イ
ト
は
民
主
党
員
で
あ
っ

た
。
政
党
が
確
立
し
た
第
四
代
長
官
マ
ー
シ
ャ
ル
以
降
、
い
ず
れ

も
時
の
政
権
党
に
属
す
る
者
が
最
高
裁
判
所
長
官
と
な
っ
た
。
そ

し
て
、
ホ
ワ
イ
ト
の
後
も
、
今
日
に
至
る
ま
で
一
貫
し
て
政
権
党

員
が
長
官
に
任
命
さ
れ
て
き
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
は
米

国
史
上
唯
一
の
例
外
人
事
な
の
で
あ
る
。
第
二
に
、
第
二
代
長
官

ラ
ト
リ
ッ
ジ
を
除
け
ば
、
は
じ
め
て
の
陪
席
判
事
か
ら
の
長
官
昇

格
で
あ
っ
た
と
い
う
点
で
も
き
わ
め
て
例
外
的
人
事
で
あ
っ
た
。

ロ
ッ
ク
ナ
ー
時
代

│
ホ
ワ
イ
ト
第
九
代
及
び
タ
フ
ト
第
一
〇
代
長
官
の
時
代

│
甲　
　

斐　
　

素　
　

直

研
究
ノ
ー
ト

一
一
三



日
本
法
学　

第
七
十
九
巻
第
三
号
（
二
〇
一
四
年
一
月
）

（
六
三
二
）

い
た
か
ら
、
こ
れ
は
大
変
困
難
な
職
で
あ
っ
た
。

マ
ッ
キ
ン
リ
ー
が
一
九
〇
一
年
九
月
に
暗
殺
さ
れ
る
と
、
ル
ー

ズ
ベ
ル
ト
（T

heodore R
oosevelt

）
が
副
大
統
領
か
ら
昇
格
し

た
。
ル
ー
ズ
ベ
ル
ト
は
、
タ
フ
ト
が
フ
ィ
リ
ピ
ン
統
治
に
優
れ
た

業
績
を
上
げ
た
と
み
た
の
で
あ
ろ
う
、
一
九
〇
四
年
彼
を
陸
軍
長

官
（S

ecretary of W
ar

）
に
抜
擢
し
た
。
さ
ら
に
、
二
度
目
の

任
期
が
終
わ
っ
た
一
九
〇
八
年
に
、
ル
ー
ズ
ベ
ル
ト
は
、
タ
フ
ト

を
自
ら
の
後
任
者
に
指
名
し
、
タ
フ
ト
は
そ
の
年
の
選
挙
で
圧
勝

し
て
大
統
領
と
な
っ
た
。

し
か
し
、
そ
の
後
、
ル
ー
ズ
ベ
ル
ト
と
タ
フ
ト
と
の
間
に
対
立

が
生
じ
た
結
果
、
一
九
一
二
年
の
大
統
領
選
で
は
、
ル
ー
ズ
ベ
ル

ト
は
タ
フ
ト
を
押
し
の
け
て
自
ら
が
共
和
党
候
補
の
指
名
を
得
よ

う
と
し
た
。
タ
フ
ト
が
共
和
党
候
補
に
決
ま
る
と
、
ル
ー
ズ
ベ
ル

ト
は
革
新
党
（P

rogressive P
arty

）
と
い
う
新
し
い
政
党
を

結
成
し
、
そ
れ
を
背
景
に
大
統
領
選
挙
に
立
候
補
し
た
。
そ
の
結

果
、
一
九
一
二
年
の
選
挙
戦
は
、
民
主
党
の
ウ
ィ
ル
ス
ン
と
タ
フ

ト
及
び
ル
ー
ズ
ベ
ル
ト
の
三
つ
巴
の
戦
い
と
な
り
、
ウ
ィ
ル
ス
ン

が
当
選
、
ル
ー
ズ
ベ
ル
ト
が
二
位
、
タ
フ
ト
は
三
位
と
破
れ
る
。

そ
れ
を
期
に
、
タ
フ
ト
は
公
職
を
退
き
、
自
ら
設
立
し
た
平
和
執

行
連
盟
（L

eague to E
nforce P

eace

）
を
通
じ
て
の
世
界
平

タ
フ
ト
が
彼
を
任
命
し
た
理
由
は
、
今
日
も
不
明
で
あ
る
。
ホ

ワ
イ
ト
が
当
時
六
五
歳
で
太
り
す
ぎ
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
タ
フ

ト
は
ホ
ワ
イ
ト
が
長
く
そ
の
地
位
に
い
な
い
で
あ
ろ
う
か
ら
、
自

分
が
そ
の
後
任
と
な
れ
る
日
が
来
る
と
期
待
し
た
た
め
と
考
え
る

者
も
い
る
。
実
際
、
ホ
ワ
イ
ト
が
一
九
二
一
年
五
月
一
九
日
に
現

職
の
ま
ま
死
亡
す
る
と
、
ハ
ー
デ
ィ
ン
グ
（W

arren G
am

aliel 
H
arding

）
第
二
九
代
大
統
領
は
、
タ
フ
ト
を
後
任
の
連
邦
最
高

裁
判
所
長
官
に
任
命
し
た
。
し
か
し
、
こ
れ
は
多
分
に
結
果
論
で

あ
ろ
う
。

タ
フ
ト
第
一
〇
代
長
官
は
、
行
政
、
司
法
両
府
の
ト
ッ
プ
に
就

任
し
た
合
衆
国
史
上
唯
一
の
人
物
で
あ
る
。
タ
フ
ト
の
経
歴
を
簡

単
に
紹
介
す
る
と
、
一
八
八
七
年
に
オ
ハ
イ
オ
州
最
高
裁
判
所
判

事
に
就
任
し
、
一
八
九
〇
年
に
は
合
衆
国
訟
務
長
官

（
1
）

に
任
命
さ

れ
、
一
八
九
一
年
に
は
第
六
連
邦
高
等
裁
判
所
判
事
に
任
命
さ
れ

て
い
る
。
こ
れ
か
ら
見
れ
ば
、
彼
は
確
か
に
連
邦
最
高
裁
判
所
長

官
に
ふ
さ
わ
し
い
司
法
領
域
の
人
間
で
あ
る
。

彼
の
行
政
職
の
経
歴
は
、
司
法
職
に
遅
れ
て
一
九
〇
〇
年
以
降

に
始
ま
っ
て
い
る
。
同
年
マ
ッ
キ
ン
リ
ー
大
統
領
は
彼
を
フ
ィ
リ

ピ
ン
の
民
政
長
官
に
任
命
す
る
。
こ
の
時
点
に
お
い
て
は
、
フ
ィ

リ
ピ
ン
人
民
は
米
国
の
侵
略
に
対
し
て
血
み
ど
ろ
の
抵
抗
を
し
て

一
一
四



ロ
ッ
ク
ナ
ー
時
代
（
甲
斐
）

（
六
三
三
）

力
の
す
べ
て
、
軍
事
力
の
み
な
ら
ず
経
済
力
、
技
術
力
、
科
学
力
、

政
治
力
等
を
、
平
時
の
体
制
と
は
異
な
る
戦
時
の
体
制
で
運
用
し

て
争
う
戦
争
と
な
っ
た
。

南
北
戦
争
に
総
力
戦
の
萌
芽
が
見
ら
れ
る
。
総
力
戦
を
実
施
す

る
手
段
と
し
て
、
リ
ン
カ
ー
ン
大
統
領
は
、
初
期
段
階
に
お
い
て

は
議
会
か
ら
の
授
権
無
し
に
独
裁
権
力
を
行
使
し
た
。
そ
の
た
め

に
、
様
々
な
憲
法
問
題
が
起
こ
っ
た
こ
と
は
、
別
稿
で
紹
介
し
た

（
3
）

。

そ
れ
に
対
し
、
第
一
次
世
界
大
戦
で
は
、
ウ
ィ
ル
ス
ン
大
統
領
に

対
し
て
、
早
い
段
階
か
ら
議
会
か
ら
広
範
な
権
力
の
授
権
が
行
わ

れ
た
。
そ
の
結
果
、
ウ
ィ
ル
ス
ン
の
独
裁
権
力
は
直
接
的
な
憲
法

問
題
は
引
き
起
こ
さ
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
総
力
戦
が
も
た
ら
し

た
社
会
構
造
の
変
化
か
ら
、
様
々
な
憲
法
問
題
が
発
生
す
る
こ
と

に
な
る
。

そ
の
端
的
な
表
れ
が
憲
法
改
正
で
あ
る
。
ホ
ワ
イ
ト
が
長
官
を

務
め
た
一
〇
年
ほ
ど
の
短
い
期
間
に
、
何
と
四
つ
の
憲
法
改
正
が

成
立
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
逐
次
簡
単
に
紹
介
す
る
。

1　

第
一
六
修
正

第
一
六
修
正
は
直
接
税
を
認
め
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
修
正
は

一
九
〇
九
年
に
議
会
を
通
過
し
て
い
た
が

（
4
）

、
そ
の
後
に
お
け
る
各

州
の
批
准
は
か
な
り
難
航
し
た
。
一
九
一
三
年
に
必
要
数
の
批
准

和
の
追
求
に
時
間
を
費
や
し
た
。

そ
の
彼
を
、
ハ
ー
デ
ィ
ン
グ
は
最
高
裁
判
所
長
官
に
任
命
し
た

の
で
あ
る
。
以
後
、
タ
フ
ト
は
、
一
九
三
〇
年
、
す
な
わ
ち
世
界

大
恐
慌
の
直
後
ま
で
の
期
間
を
最
高
裁
判
所
長
官
と
し
て
過
ご
す

こ
と
に
な
る
。

（
二
）　

激
動
の
時
代

一
九
〇
五
年
の
ロ
ッ
ク
ナ
ー
判
決

（
2
）

か
ら
、
一
九
三
七
年
の

ウ
ェ
ス
ト
コ
ー
ス
ト
ホ
テ
ル
判
決
（W

est C
oast H

otel C
o. v. 

P
arrish, 300 U

.S
. 379 

（1937
））
ま
で
の
期
間
を
、
憲
法
判
例

史
で
は
ロ
ッ
ク
ナ
ー
時
代
と
呼
ぶ
。
ホ
ワ
イ
ト
及
び
タ
フ
ト
が
長

官
で
あ
っ
た
時
代
が
ほ
ぼ
そ
の
中
心
と
言
え
る
。

こ
の
時
代
は
、
米
国
社
会
が
史
上
も
っ
と
も
激
し
く
変
動
し
た

時
代
で
あ
っ
た
。

社
会
が
変
動
し
た
最
大
の
原
因
の
一
つ
は
、
第
一
次
世
界
大
戦

が
、
一
九
一
四
年
か
ら
一
九
一
八
年
ま
で
の
間
、
米
国
を
巻
き
込

ん
で
戦
わ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
世
界
大
戦
は
、
そ
れ
ま
で
の

戦
争
の
常
識
を
一
変
さ
せ
た
。
そ
れ
ま
で
の
戦
争
は
、
戦
場
と
呼

ば
れ
る
特
定
の
場
所
で
、
職
業
軍
人
が
戦
う
の
で
あ
っ
て
、
一
般

の
人
び
と
に
は
関
係
が
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
こ
の
戦
争
は
、
人

類
史
上
最
初
の
総
力
戦
（T

otal W
ar

）、
す
な
わ
ち
国
家
が
国

一
一
五



日
本
法
学　

第
七
十
九
巻
第
三
号
（
二
〇
一
四
年
一
月
）

（
六
三
四
）

一
三
年
に
は
早
く
も
必
要
数
の
批
准
を
獲
得
し
て
成
立
し
た
の
で

あ
る
。

3　

第
一
八
修
正

一
九
一
九
年
に
は
第
一
八
修
正
と
し
て
、
悪
名
高
い
禁
酒
法
が

成
立
し
た
。
歴
史
が
ピ
ル
グ
リ
ム
・
フ
ァ
ー
ザ
ー
ズ
に
始
ま
る
米

国
で
は
、
伝
統
的
に
清
教
徒
の
影
響
が
強
く
、
ア
ル
コ
ー
ル
飲
料

に
対
す
る
強
い
批
判
が
一
貫
し
て
存
在
し
て
い
た
。
そ
の
結
果
、

一
八
五
一
年
に
メ
イ
ン
州
で
最
初
の
禁
酒
法
が
制
定
さ
れ
た
の
を

皮
切
り
に
、
二
〇
世
紀
初
頭
ま
で
に
一
八
の
州
で
禁
酒
法
が
実
施

さ
れ
て
い
た
。
そ
こ
に
第
一
次
世
界
大
戦
に
伴
い
、
戦
時
の
穀
物

不
足
を
予
防
す
る
と
い
う
経
済
的
な
動
機
が
出
現
し
、
全
国
的
な

禁
酒
法
制
定
へ
の
機
運
が
盛
り
上
が
っ
た
。
ウ
ィ
ル
ス
ン
大
統
領

は
、
せ
め
て
ア
ル
コ
ー
ル
度
の
低
い
酒
は
除
外
す
る
よ
う
、
議
会

に
働
き
か
け
た
が
、
清
教
徒
的
使
命
感
に
駆
ら
れ
て
い
る
議
会
に

は
通
用
せ
ず
、
一
九
一
七
年
一
二
月
一
八
日
に
第
一
八
修
正
は
議

会
を
通
過
し
た
。
そ
し
て
、
一
九
一
九
年
一
月
一
六
日
に
は
早
く

も
必
要
数
の
批
准
が
完
了
し
、
憲
法
修
正
条
項
が
成
立
し
た
の
で

あ
る
。
そ
の
時
に
は
す
で
に
、
こ
の
憲
法
改
正
の
大
義
名
分
で

あ
っ
た
第
一
次
大
戦
は
終
了
し
て
い
た
が
、
議
会
の
勢
い
は
止
ま

ら
ず
、
そ
の
実
施
法
で
あ
る
全
国
禁
酒
法
（N

ational 

が
得
ら
れ
て
成
立
し
た
。
こ
れ
が
、
第
一
次
世
界
大
戦
で
急
激
に

膨
張
し
た
財
政
費
用
を
支
え
る
こ
と
に
な
る
。

2　

第
一
七
修
正

同
じ
一
九
一
三
年
に
第
一
七
修
正
が
成
立
し
た
。
こ
れ
は
上
院

議
員
の
直
接
選
挙
を
定
め
た
も
の
で
あ
る
。

連
邦
議
会
に
お
い
て
は
、
下
院
議
員
が
全
国
民
の
代
表
で
あ
る

の
に
対
し
、
上
院
議
員
は
、
州
代
表
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
連
邦

憲
法
は
、
上
院
議
員
は
州
議
会
で
選
ば
れ
る
と
し
て
い
た
。
し
か

し
、
徐
々
に
こ
の
制
度
は
問
題
を
露
呈
し
始
め
た
。
州
議
会
と
い

う
狭
い
範
囲
で
行
わ
れ
る
選
挙
で
あ
る
た
め
、
贈
収
賄
そ
の
他
い

か
が
わ
し
い
取
引
が
横
行
す
る
よ
う
に
な
り
、
ま
た
、
多
数
の
州

で
州
議
会
が
上
院
議
員
を
期
限
ま
で
に
指
名
で
き
な
い
と
い
う
事

態
が
頻
繁
に
発
生
し
た
。

そ
こ
で
、
上
院
議
員
を
一
般
選
挙
で
選
ぶ
と
い
う
憲
法
改
正
案

が
連
邦
議
会
に
提
案
さ
れ
た
が
、
な
か
な
か
連
邦
議
会
の
受
け
入

れ
る
と
こ
ろ
と
は
な
ら
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
二
〇
世
紀
に
入
る

と
州
レ
ベ
ル
で
の
改
革
が
急
速
に
進
行
し
、
一
九
一
二
年
ま
で
に

二
九
州
で
、
上
院
議
員
は
実
質
的
に
州
民
の
選
挙
で
選
ば
れ
る
よ

う
に
な
っ
て
い
た
。
そ
の
た
め
一
九
一
一
年
に
は
上
院
で
、

一
九
一
二
年
夏
に
は
下
院
で
可
決
さ
れ
て
議
会
を
通
過
し
、
翌

一
一
六



ロ
ッ
ク
ナ
ー
時
代
（
甲
斐
）

（
六
三
五
）

そ
の
国
は
不
利
な
立
場
に
立
た
さ
れ
る
。
さ
ら
に
各
国
の
労
働
組

合
の
運
動
や
、
ロ
シ
ア
革
命
の
影
響
で
労
働
問
題
が
大
き
な
政
治

問
題
と
な
っ
て
い
た
た
め
、
国
際
的
に
協
調
し
て
労
働
者
の
権
利

を
保
護
す
る
べ
き
と
考
え
ら
れ
、
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
条
約
に
条
項
が

組
み
入
れ
ら
れ
、
国
際
連
盟
の
姉
妹
機
関
と
し
て
国
際
労
働
機
関

（International L
abour O

rganization

＝IL
O

）
が
、
一
九
一
九

年
に
同
時
に
設
立
さ
れ
た
。

米
国
は
、
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
条
約
及
び
国
際
連
盟
の
創
立
に
大
き

な
影
響
を
与
え
た
が
、
そ
れ
と
同
様
に
Ｉ
Ｌ
Ｏ
の
設
立
に
も
大
き

な
影
響
を
与
え
た
。
し
か
し
、
議
会
が
国
際
連
盟
へ
の
加
入
を
承

認
し
な
か
っ
た
た
め
、
自
動
的
に
そ
の
姉
妹
機
関
で
あ
る
Ｉ
Ｌ
Ｏ

に
も
当
初
は
加
盟
し
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
一
九
三
四
年
、
ル
ー

ズ
ベ
ル
ト
政
権
下
に
お
い
て
、
国
際
連
盟
に
は
加
盟
し
な
い
ま
ま

に
Ｉ
Ｌ
Ｏ
に
は
加
盟
し
た
。
そ
れ
に
伴
い
、
Ｉ
Ｌ
Ｏ
条
約
の
批
准

も
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

こ
う
し
た
社
会
変
動
に
対
し
て
、
在
来
型
の
行
政
機
関
で
は
適

切
に
対
応
で
き
な
い
こ
と
が
認
識
さ
れ
、
独
立
行
政
委
員
会
が

次
々
と
設
立
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
、
こ
の
時
代
の
大
き
な
特
徴
で

あ
る
。
最
初
の
独
立
行
政
委
員
会
は
、
一
八
八
七
年
に
設
立
さ
れ

た
州
際
通
商
委
員
会
（Interstate C

om
m
erce C

om
m
ission

＝

P
rohibition A

ct

＝
通
称
ボ
ル
ス
テ
ッ
ド
法
：V

olstead A
ct

）

を
制
定
し
、
一
九
二
〇
年
か
ら
全
米
で
実
施
し
た
。
そ
の
結
果
、

ギ
ャ
ン
グ
を
は
び
こ
ら
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
禁
酒
法
は
、

一
九
三
三
年
に
第
二
一
修
正
に
よ
り
廃
止
さ
れ
る
ま
で
、
米
国
社

会
を
支
配
す
る
こ
と
に
な
る
。

4　

第
一
九
修
正

一
九
二
〇
年
に
成
立
し
た
第
一
九
修
正
は
、
女
性
参
政
権
条
項

で
あ
る
。
南
北
戦
争
の
結
果
、
そ
れ
ま
で
奴
隷
で
あ
っ
た
黒
人
に

さ
え
（
少
な
く
と
も
憲
法
的
建
前
と
し
て
は
）
参
政
権
が
与
え
ら

れ
た
の
に
、
長
ら
く
女
性
に
参
政
権
は
与
え
ら
れ
な
か
っ
た
。
そ

の
流
れ
を
決
定
的
に
変
え
た
の
が
第
一
次
世
界
大
戦
で
あ
る
。
男

性
が
兵
士
と
し
て
欧
州
に
送
ら
れ
た
穴
を
埋
め
る
べ
く
、
女
性
が

社
会
の
あ
ら
ゆ
る
場
面
で
活
動
す
る
よ
う
に
な
っ
た
た
め
、
女
性

参
政
権
に
抗
す
る
の
が
困
難
に
な
っ
た
た
め
で
あ
る

（
5
）

。

第
二
の
大
き
な
変
動
原
因
は
、
資
本
主
義
の
爛
熟
と
産
業
革
命

で
あ
る
。
そ
れ
に
伴
い
、
労
働
者
の
搾
取
が
、
米
国
ば
か
り
で
な

く
世
界
的
に
大
き
な
社
会
問
題
と
な
り
、
労
働
者
保
護
の
必
要
性

は
世
界
各
国
に
共
通
の
も
の
と
な
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
特
定
国

だ
け
が
労
働
者
保
護
を
行
っ
た
場
合
に
は
、
貿
易
競
争
に
お
い
て
、

一
一
七



日
本
法
学　

第
七
十
九
巻
第
三
号
（
二
〇
一
四
年
一
月
）

（
六
三
六
）

of 1925

）
は
、
別
名
サ
ー
シ
オ
レ
ー
ラ
イ
法
（C

ertiorari 
A
ct

）
と
呼
ば
れ
る
。
サ
ー
シ
オ
レ
ー
ラ
イ
と
はcertiorare

と

い
う
ラ
テ
ン
語
の
受
け
身
の
現
在
形
で
、
裁
量
上
訴
と
訳
さ
れ
て

い
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
一
九
二
五
年
法
二
三
七
条
ｂ
項
の
成
立

に
よ
り
、
連
邦
最
高
裁
は
、
連
邦
地
方
裁
判
所
か
ら
の
直
接
上
訴

が
認
め
ら
れ
る
、
州
裁
判
所
が
連
邦
法
や
条
約
を
無
効
と
し
た
事

件
な
ど
ご
く
限
ら
れ
た
事
件
を
除
け
ば
、
上
訴
は
裁
量
上
訴
の
申

立
て
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
た
。

上
訴
の
申
立
て
は
、
慣
行
的
に
、
九
人
中
四
人
以
上
の
判
事
が

賛
成
し
た
場
合
に
認
め
ら
れ
る
。
通
常
、
重
要
な
憲
法
問
題
や
国

家
的
に
重
要
な
論
点
を
含
む
事
件
に
し
か
、
連
邦
最
高
裁
判
所
は

裁
量
上
訴
を
認
め
な
い
。
上
訴
さ
れ
る
事
件
は
、
現
在
で
は
年
間

七
〜
八
、〇
〇
〇
件
あ
る
が
、
そ
の
う
ち
裁
量
上
訴
が
認
め
ら
れ
、

判
決
が
下
さ
れ
る
の
は
一
〇
〇
件
ほ
ど
に
す
ぎ
な
い
。
こ
れ
に
よ

り
、
連
邦
最
高
裁
判
所
の
業
務
負
担
は
大
幅
に
軽
減
さ
れ
、
重
要

な
事
件
に
集
中
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
普
通
の
最
高

裁
判
所
長
官
で
あ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
劇
的
な
法
改
正
は
困
難
で

あ
っ
た
ろ
う
が
、
元
大
統
領
と
い
う
権
威
に
も
の
を
言
わ
せ
て
タ

フ
ト
は
、
同
法
案
を
議
会
に
通
過
さ
せ
る
こ
と
に
成
功
し
た
の
で

あ
る
。

IC
C

）
で
あ
る

（
6
）

。

そ
れ
が
良
く
機
能
し
た
の
で
、
一
九
一
四
年
に
は
連
邦
準
備
制

度
（F

ederal R
eserve S

ystem

＝F
R
S

）
が
設
け
ら
れ
、
そ
の

管
理
に
当
た
る
組
織
と
し
て
連
邦
準
備
制
度
理
事
会
（F

ederal 
R
eserve B

oard
＝F

R
B

）
が
ワ
シ
ン
ト
ン
に
設
置
さ
れ
た

（
7
）

。
こ

れ
が
以
後
、
今
日
ま
で
、
他
国
で
あ
れ
ば
中
央
銀
行
の
果
た
す
機

能
を
果
た
す
こ
と
に
な
る
。

同
じ
一
九
一
四
年
に
設
立
さ
れ
た
の
が
、
連
邦
取
引
委
員
会

（F
ederal T

rade C
om

m
ission

＝F
T
C

）
で
あ
る
。
こ
れ
は
、

連
邦
の
独
占
禁
止
法
と
消
費
者
保
護
法
を
管
轄
す
る
組
織
で
あ
る
。

Ｆ
Ｔ
Ｃ
は
、
国
内
市
場
が
競
争
原
理
に
基
づ
き
運
用
さ
れ
る
こ
と

を
確
保
し
、
活
発
か
つ
有
効
で
、
不
当
な
制
限
か
ら
自
由
な
状
況

を
確
保
す
る
こ
と
を
目
指
し
て
活
動
し
た
。

つ
ま
り
、
戦
争
に
伴
う
行
政
権
力
の
拡
大
に
加
え
、
こ
う
し
た

準
司
法
型
の
行
政
機
関
が
次
々
と
生
ま
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
米
国

が
、
そ
れ
以
前
と
は
異
な
る
行
政
国
家
に
変
身
し
始
め
た
の
で
あ

る
。（

三
）　

一
九
二
五
年
司
法
権
法

タ
フ
ト
が
連
邦
最
高
裁
判
所
に
残
し
た
最
大
の
業
績
は
、
司
法

権
法
の
改
正
で
あ
る
。
一
九
二
五
年
司
法
権
法
（Judiciary A

ct 

一
一
八



ロ
ッ
ク
ナ
ー
時
代
（
甲
斐
）

（
六
三
七
）

と
を
禁
止
し
、
二
条
は
そ
れ
に
違
反
し
た
場
合
に
軽
罪
と
し
て

五
〇
ド
ル
以
上
の
罰
金
も
し
く
は
三
〇
日
以
上
の
拘
留
を
定
め
て

い
た
。

一
九
一
一
年
七
月
一
日
、
ヘ
ッ
ジ
（H

edges

）
が
、
セ
ン
ト

ル
イ
ス
・
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
鉄
道
会
社
に
転
轍
夫
と
し
て
採
用

さ
れ
た
が
、
彼
は
北
米
転
轍
夫
組
合
（S

w
itchm

en ’s U
nion of 

N
orth A

m
erica

）
と
い
う
労
働
組
織
の
メ
ン
バ
ー
だ
っ
た
。

コ
ッ
パ
ー
ズ
（T

. B
. C

oppage

）
は
、
監
督
と
し
て
同
鉄
道
会

社
に
勤
務
し
て
お
り
、
そ
の
職
務
の
一
環
と
し
て
、
彼
は
次
の
契

約
書
を
ヘ
ッ
ジ
に
示
し
、
ヘ
ッ
ジ
が
そ
れ
に
署
名
し
な
い
場
合
に

は
、
会
社
は
彼
を
採
用
し
な
い
と
告
げ
た
。

「
フ
ォ
ー
ト
ス
コ
ッ
ト
、
カ
ン
ザ
ス
、
│
│
│

、
一
九
一
一
年

フ
リ
ス
コ
線
、
フ
ォ
ー
ト
ス
コ
ッ
ト
監
督
Ｔ
．Ｂ
．
コ
ッ
パ
ー

ズ
殿私

、
署
名
者
は
、
あ
な
た
の
要
求
に
従
い
、
フ
リ
ス
コ
社
に
勤

務
中
は
転
轍
夫
組
合
か
ら
脱
退
す
る
こ
と
に
合
意
し
ま
す
。

（
署
名
）
│
│
│
│
│
│

」

ヘ
ッ
ジ
は
こ
の
契
約
書
に
対
す
る
署
名
を
拒
否
し
、
労
働
団
体

か
ら
の
脱
退
を
拒
否
し
た
。
そ
こ
で
、
コ
ッ
パ
ー
ズ
は
、
彼
を
解

雇
し
た
。
こ
の
行
為
が
同
法
違
反
に
問
わ
れ
た
。

一　

コ
ッ
パ
ー
ズ
対
カ
ン
ザ
ス
州
事
件

産
業
革
命
に
伴
う
労
働
者
搾
取
問
題
の
一
つ
の
表
れ
が
、
こ
の

C
oppage v. K

ansas, 236 U
.S

. 1 

（1915

）
事
件
で
あ
る
。
こ

こ
で
は
、
雇
用
者
が
、
労
働
組
合
に
参
加
し
な
い
と
い
う
条
件
の

雇
用
契
約
（
黄
犬
契
約
＝yellow

-dog contracts

）
を
締
結
す

る
自
由
を
州
法
が
制
限
し
て
い
る
こ
と
が
問
題
と
な
っ
た
。
フ

ラ
ー
・
コ
ー
ト
の
時
代
に
、
連
邦
法
で
、
黄
犬
契
約
を
結
ぶ
自
由

を
制
約
し
、
あ
る
い
は
そ
れ
に
基
づ
い
て
処
罰
す
る
規
定
を
設
け

る
こ
と
が
、
第
五
修
正
か
ら
導
か
れ
る
契
約
の
自
由
を
侵
害
し
、

違
憲
に
な
る
事
は
、
ア
デ
ア
事
件
判
決
に
よ
り
確
定
し
て
い
た

（
8
）

。

州
法
で
そ
れ
を
定
め
た
場
合
に
つ
い
て
、
ア
デ
ア
事
件
先
例
に

従
っ
た
の
が
こ
の
事
件
の
判
決
で
あ
る
。

（
一
）　

事
件
の
背
景

カ
ン
ザ
ス
州
で
は
一
九
〇
三
年
に
「
従
業
員
、
召
使
い
、
労
働

者
及
び
雇
用
を
求
め
る
人
の
要
件
に
対
し
強
制
し
た
り
影
響
を
与

え
た
り
も
し
く
は
要
求
し
た
場
合
に
処
罰
す
る
法
律

（
9
）

」
を
制
定
し

た
。同

法
一
条
は
、
個
人
ま
た
は
す
べ
て
の
企
業
、
代
理
人
、
公
務

員
、
会
社
な
ど
が
従
業
員
の
任
用
に
当
た
り
黄
犬
契
約
を
結
ぶ
こ

一
一
九



日
本
法
学　

第
七
十
九
巻
第
三
号
（
二
〇
一
四
年
一
月
）

（
六
三
八
）

こ
こ
で
は
、
明
確
に
自
由
放
任
主
義
の
主
張
が
打
ち
出
さ
れ
て

い
る
。
結
論
と
し
て
交
渉
力
の
不
均
衡
を
も
た
ら
す
こ
と
は
、
州

の
ポ
リ
ス
パ
ワ
ー
に
属
さ
な
い
と
す
る
。

（
三
）　

反
対
意
見

ホ
ー
ム
ズ
（O

liver W
. H

olm
es, Jr.

）、
デ
ィ
（W

illiam
 R

. 
D
ay

）
及
び
ヒ
ュ
ー
ズ
（C

harles E
. H

ughes

）
が
反
対
意
見
を

書
い
た
。

ホ
ー
ム
ズ
の
反
対
意
見
は
、
ロ
ッ
ク
ナ
ー
事
件
に
お
け
る
自
分

の
反
対
意
見
を
引
用
し
、
カ
ン
ザ
ス
州
法
に
違
憲
の
点
は
な
い
と

述
べ
た
簡
単
な
も
の
で
あ
る
。

デ
ィ
が
書
き
、
ヒ
ュ
ー
ズ
が
加
わ
っ
た
反
対
意
見
は
、
通
常
の

立
法
に
お
い
て
は
契
約
の
自
由
を
支
持
す
る
が
、
こ
の
法
律
に
関

し
て
は
公
共
の
福
祉
を
増
進
し
て
い
る
か
ど
う
か
を
問
題
と
す
べ

き
だ
と
し
た
。
ま
た
、
彼
は
多
数
意
見
に
反
対
し
て
、
こ
の
契
約

は
強
制
的
な
も
の
で
あ
り
、
自
由
に
契
約
さ
れ
た
も
の
で
は
無
い

と
し
て
、「
男
は
彼
の
人
生
や
彼
の
自
由
、
ま
た
は
彼
の
本
質
的

な
権
利
を
物
々
交
換
は
で
き
な
い
」
と
し
て
い
る
。

（
四
）　

そ
の
後

こ
の
判
決
に
よ
り
、
州
法
レ
ベ
ル
で
も
、
黄
犬
契
約
を
禁
止
す

る
こ
と
は
で
き
な
く
な
り
、
米
国
の
労
働
運
動
は
冬
の
時
代
に
入

（
二
）　

法
廷
意
見

最
高
裁
判
事
は
六
対
三
に
割
れ
た
。
多
数
意
見
を
ピ
ト
ニ
ー

（M
ahlon P

itney

）
判
事
が
書
い
た
。

ピ
ト
ニ
ー
は
、
冒
頭
で
、
そ
も
そ
も
コ
ッ
パ
ー
ズ
は
契
約
に
サ

イ
ン
す
る
か
ど
う
か
を
尋
ね
た
だ
け
で
、
何
ら
サ
イ
ン
を
強
制
し

て
い
な
い
と
述
べ
た
。
そ
し
て
、
ア
デ
ア
事
件
判
決
を
引
用
し
た

上
で
、
カ
ン
ザ
ス
州
法
は
コ
ッ
パ
ー
ズ
の
デ
ュ
ー
プ
ロ
セ
ス
に
基

づ
く
権
利
を
侵
害
し
て
お
り
、
労
使
双
方
間
に
お
け
る
等
し
い
交

渉
力
を
確
保
す
る
こ
と
は
、
政
府
の
仕
事
で
は
な
い
と
判
示
し
た
。

「
被
用
者
は
、
原
則
と
し
て
、
そ
の
労
働
力
を
売
る
た
め

の
契
約
を
行
う
に
際
し
、
そ
れ
を
買
お
う
と
す
る
雇
用
者
ほ

ど
に
、
財
政
的
に
独
立
し
得
な
い
こ
と
は
常
識
の
問
題
で
あ

る
と
い
わ
れ
る
。
疑
い
も
な
く
、
私
有
財
産
権
が
存
在
す
る

限
り
、
富
の
不
平
等
は
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
存

在
す
る
で
あ
ろ
う
。
あ
る
人
が
他
の
人
よ
り
も
財
産
を
有
し

て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
自
明
で
あ
る
。
財
産
の
不

平
等
は
契
約
の
自
由
と
私
有
財
産
の
権
利
が
存
在
す
る
こ
と

か
ら
も
た
ら
さ
れ
る
必
然
的
な
結
果
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を

認
識
す
る
こ
と
な
く
、
そ
れ
ら
の
権
利
を
維
持
す
る
こ
と
は

不
可
能
で
あ
る
。」

一
二
〇



ロ
ッ
ク
ナ
ー
時
代
（
甲
斐
）

（
六
三
九
）

四
六
番
目
の
州
に
昇
格
さ
せ
た
の
で
あ
る
。

州
に
昇
格
し
た
際
、
そ
の
州
憲
法
は
合
衆
国
憲
法
第
一
五
修
正

に
準
拠
し
て
、
す
べ
て
の
人
種
の
男
性
が
平
等
に
投
票
で
き
る
と

す
る
制
度
を
採
用
し
て
い
た
。
し
か
し
、
州
と
し
て
認
め
ら
れ
る

と
す
ぐ
、
州
議
会
は
次
の
様
に
、
参
政
権
条
項
を
改
正
し
た
。

「
何
人
も
、
オ
ク
ラ
ホ
マ
州
憲
法
の
任
意
の
条
項
を
読
み

書
き
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
限
り
、
こ
の
州
の
選
挙
人
と
し

て
登
録
さ
れ
て
は
な
ら
ず
、
ま
た
こ
の
地
で
行
わ
れ
る
い
か

な
る
選
挙
に
お
い
て
投
票
す
る
こ
と
を
許
可
さ
れ
な
い
。
い

か
な
る
者
も
、
一
八
六
六
年
一
月
一
日
ま
た
は
そ
れ
よ
り
前

の
時
点
に
お
い
て
何
ら
か
の
形
態
の
政
府
に
お
い
て
投
票
権

を
認
め
ら
れ
て
お
ら
ず
、
ま
た
は
何
ら
か
の
外
国
に
居
住
し

て
お
ら
ず
、
ま
た
は
そ
の
者
の
直
系
卑
属
で
な
い
者
は
、
登

録
し
て
投
票
す
る
権
利
を
、
本
憲
法
の
条
項
を
読
み
書
き
す

る
能
力
を
有
し
な
い
場
合
に
は
否
認
さ
れ
る
。
選
挙
区
調
査

官
は
、
登
録
の
際
、
登
録
の
時
点
に
お
け
る
こ
の
条
項
を
構

成
す
る
権
限
を
有
す
る
。
登
録
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
本

条
項
は
選
挙
区
官
吏
に
よ
っ
て
強
制
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。」

持
っ
て
回
っ
た
表
現
で
あ
る
が
、
要
す
る
に
有
権
者
と
な
る
に

は
識
字
テ
ス
ト
に
合
格
す
る
必
要
が
あ
る
と
定
め
た
の
で
あ
る
。

る
こ
と
に
な
る
。
典
型
的
な
ロ
ッ
ク
ナ
ー
時
代
の
判
決
で
あ
る
。

二　

グ
イ
ン
対
合
衆
国
事
件

同
じ
一
九
一
五
年
に
下
さ
れ
たG

uinn v. U
nited S

tates, 
238 U

.S
. 347 

（1915

）
事
件
は
、
オ
ク
ラ
ホ
マ
州
憲
法
の
祖
父

条
項
（grandfather clause

）
の
合
憲
性
が
争
わ
れ
た
事
件
で

あ
る
。

（
一
）　

事
件
の
背
景

オ
ク
ラ
ホ
マ
州
は
、
当
初
は
そ
の
全
体
が
「
涙
の
道
事
件

（
10
）

」
な

ど
で
、
本
来
の
居
住
地
か
ら
追
放
さ
れ
た
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
部
族
を
、

強
制
移
住
さ
せ
る
目
的
で
制
定
さ
れ
た
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
移
住
法

（Indian R
em

oval A
ct

）
に
基
づ
き
作
ら
れ
た
、
イ
ン
デ
ィ
ア

ン
準
州
（Indian T

erritory

）
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
一
八
九
〇

年
五
月
二
日
、
連
邦
議
会
は
オ
ク
ラ
ホ
マ
基
本
法
（O

rganic 
A
ct of 1890

）
を
成
立
さ
せ
、
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
準
州
の
西
半
分

を
オ
ク
ラ
ホ
マ
準
州
（T

erritory of O
klahom

a

）
と
し
て
分

離
し
、
東
半
分
だ
け
を
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
準
州
と
し
て
、
イ
ン
デ
ィ

ア
ン
部
族
の
支
配
下
に
残
し
た
。
さ
ら
に
、
一
九
〇
七
年
一
一
月

一
六
日
に
は
、
こ
の
残
っ
た
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
準
州
さ
え
も
廃
止
し
、

オ
ク
ラ
ホ
マ
準
州
と
合
わ
せ
て
オ
ク
ラ
ホ
マ
州
と
し
、
合
衆
国

一
二
一



日
本
法
学　

第
七
十
九
巻
第
三
号
（
二
〇
一
四
年
一
月
）

（
六
四
〇
）

か
つ
不
正
に
剥
奪
し
た
こ
と
が
、
合
衆
国
刑
法
の
次
の
条
項
に
違

反
し
た
と
し
て
起
訴
さ
れ
た

（
11
）

。

「
二
名
以
上
の
者
が
共
謀
し
て
、
合
衆
国
憲
法
ま
た
は
合

衆
国
法
に
よ
っ
て
市
民
に
与
え
ら
れ
て
い
る
何
ら
か
の
権
利

ま
た
は
特
権
の
自
由
な
行
使
を
、
侵
害
し
、
抑
圧
し
、
脅
か

し
、
も
し
く
は
威
迫
し
た
場
合
、〈
中
略
〉
五
、〇
〇
〇
ド
ル

以
下
の
罰
金
及
び
一
〇
年
以
下
の
懲
役
に
処
す
る
と
共
に
、

将
来
に
向
か
っ
て
公
民
権
が
剥
奪
さ
れ
る
。」

彼
ら
は
有
罪
判
決
を
受
け
た
の
で
、
連
邦
最
高
裁
判
所
に
上
告

し
た
。

（
二
）　

判
決
の
内
容

判
決
は
一
九
一
五
年
六
月
二
一
日
に
、
一
人
の
反
対
意
見
も
無

く
下
さ
れ
、
ホ
ワ
イ
ト
自
身
が
申
し
渡
し
た
。
ホ
ワ
イ
ト
は
、
事

実
の
概
要
及
び
関
係
法
を
紹
介
し
た
後
、
自
ら
に
向
か
っ
て
次
の

様
に
問
を
発
す
る
。

「
第
一
に
、
オ
ク
ラ
ホ
マ
州
の
憲
法
改
正
は
、
有
効
に
行

わ
れ
た
の
か
？

第
二
に
、
憲
法
の
任
意
の
条
項
を
読
み
書
き
で
き
た
場
合

を
除
き
、
オ
ク
ラ
ホ
マ
州
議
会
議
員
候
補
者
に
投
票
す
る
権

利
な
い
し
特
権
を
、
も
し
そ
の
様
な
規
定
が
な
け
れ
ば
有
し

た
だ
し
、
祖
父
が
有
権
者
で
あ
っ
た
か
、
外
国
市
民
で
あ
っ
た
こ

と
を
証
明
す
れ
ば
識
字
テ
ス
ト
を
受
け
る
こ
と
な
く
有
権
者
と
認

め
ら
れ
る
。
こ
れ
が
祖
父
条
項
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
文
盲
の
白

人
は
投
票
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
れ
に
対
し
、
黒
人
の
場
合
、

祖
父
は
ほ
ぼ
す
べ
て
が
奴
隷
だ
っ
た
の
で
当
然
一
八
六
六
年
前
に

は
有
権
者
で
は
な
か
っ
た
た
め
、
識
字
テ
ス
ト
を
受
け
ね
ば
投
票

で
き
な
い
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
識
字
テ
ス
ト
は
非
常

に
恣
意
的
に
行
わ
れ
た
の
で
、
実
際
に
は
文
盲
で
な
く
と
も
、
黒

人
は
識
字
試
験
に
合
格
で
き
な
か
っ
た
。

オ
ク
ラ
ホ
マ
州
は
、
こ
の
よ
う
な
改
正
に
よ
り
、
文
言
的
に
は

第
一
五
修
正
に
抵
触
す
る
こ
と
な
く
、
そ
の
規
制
を
潜
脱
す
る
こ

と
を
目
指
し
た
の
で
あ
る
。
オ
ク
ラ
ホ
マ
州
の
憲
法
改
正
後
、
こ

れ
に
倣
っ
て
南
部
諸
州
の
多
く
が
、
州
憲
法
に
同
様
の
祖
父
条
項

を
設
け
た
。

こ
の
改
正
は
、
一
九
一
〇
年
一
一
月
八
日
に
実
施
さ
れ
た
オ
ク

ラ
ホ
マ
州
議
会
議
員
選
挙
の
前
に
施
行
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
そ
の

選
挙
期
間
中
に
選
挙
区
官
吏
で
あ
っ
た
グ
イ
ン
（F

rank 
G
uinn

）
及
び
ビ
ー
ル
（J. J. B

eal

）
は
、
黒
人
の
投
票
権
を
認

め
る
第
一
五
修
正
及
び
第
一
五
修
正
に
基
づ
く
投
票
権
を
保
障
す

る
と
定
め
て
い
る
オ
ク
ラ
ホ
マ
州
法
に
違
反
し
て
、
故
意
に
違
法

一
二
二



ロ
ッ
ク
ナ
ー
時
代
（
甲
斐
）

（
六
四
一
）

同
様
の
祖
父
条
項
は
す
べ
て
違
憲
と
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
し

か
し
、
こ
の
判
決
の
効
力
は
短
い
時
間
し
か
続
か
な
か
っ
た
。
な

ぜ
な
ら
、
州
議
会
は
直
ち
に
州
法
を
改
正
し
、
次
の
様
に
表
記
し

た
か
ら
で
あ
る
。

「
あ
ら
ゆ
る
人
は
、
一
九
一
四
年
に
投
票
し
た
者
を
除
き
、

一
九
一
六
年
に
投
票
す
る
資
格
を
与
え
ら
れ
る
が
、

一
九
一
六
年
四
月
三
〇
日
か
ら
五
月
一
一
日
ま
で
の
間
に
登

録
を
怠
っ
た
者
は
、
病
気
の
た
め
の
欠
席
の
例
外
を
除
き
、

永
久
に
権
利
を
奪
わ
れ
る
。」

一
九
三
九
年
に
な
っ
て
、
連
邦
最
高
裁
判
所
はL

ane v. 
W

ilson, 307 U
.S

. 268 

（1939

）
に
よ
り
、
こ
の
一
九
一
六
年

オ
ク
ラ
ホ
マ
州
選
挙
法
の
祖
父
条
項
も
第
一
五
修
正
に
違
反
す
る

と
判
決
す
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
い
た
ち
ご
っ
こ
に
よ
り
、

せ
っ
か
く
の
違
憲
判
決
の
効
力
は
削
が
れ
続
け
た
の
で
あ
る
。

三　

ア
ダ
ム
ズ
対
タ
ナ
ー
事
件

A
dam

s v. T
anner, 244 U

.S
. 590 

（1917

）
事
件
は
、
有
料

職
業
紹
介
事
業
に
対
す
る
規
制
を
違
憲
と
し
た
、
典
型
的
な
ロ
ッ

ク
ナ
ー
時
代
判
決
で
あ
る
。

て
い
た
黒
人
合
衆
国
市
民
か
ら
、
一
八
六
六
年
一
月
一
日
あ

る
い
は
そ
れ
以
前
の
時
点
に
お
い
て
、
彼
ら
が
奴
隷
で
あ
っ

た
た
め
に
、
何
ら
か
の
形
態
の
政
府
に
お
い
て
投
票
権
を
認

め
ら
れ
て
お
ら
ず
、
ま
た
は
何
ら
か
の
外
国
に
居
住
し
て
お

ら
ず
、
ま
た
は
そ
の
者
の
直
系
卑
属
で
な
い
と
い
う
理
由
か

ら
剥
奪
す
る
こ
と
を
試
み
た
と
し
て
、
そ
の
改
正
を
無
効
と

で
き
る
か
。」

グ
イ
ン
側
で
は
、
こ
の
点
に
対
し
て
、
各
州
に
は
自
ら
の
参
政

権
を
定
め
る
権
限
が
あ
り
、
こ
の
権
限
は
第
一
五
修
正
に
よ
っ
て

も
奪
う
こ
と
が
で
き
な
い
と
主
張
し
た
。

ホ
ワ
イ
ト
は
、
そ
の
主
張
は
原
則
と
し
て
は
正
し
い
と
い
う
。

し
か
し
、
意
図
的
に
合
衆
国
憲
法
の
定
め
る
参
政
権
の
基
準
を
歪

め
よ
う
と
し
て
い
る
場
合
に
は
問
題
が
違
っ
て
、
州
の
そ
の
権
限

を
行
使
す
る
際
の
判
断
は
、
連
邦
裁
判
所
の
監
督
に
服
す
る
と
し
、

オ
ク
ラ
ホ
マ
州
憲
法
は
違
憲
と
し
た
。
黒
人
の
投
票
権
を
正
面
か

ら
認
め
た
点
で
、
極
め
て
進
歩
的
な
判
例
で
あ
る
。

（
三
）　

そ
の
後

そ
の
判
決
の
結
果
、
単
に
オ
ク
ラ
ホ
マ
州
ば
か
り
で
無
く
、
メ

リ
ー
ラ
ン
ド
州
、
ア
ラ
バ
マ
州
、
ジ
ョ
ー
ジ
ア
州
、
ル
イ
ジ
ア
ナ

州
、
ノ
ー
ス
カ
ロ
ラ
イ
ナ
州
及
び
バ
ー
ジ
ニ
ア
州
憲
法
に
あ
っ
た

一
二
三



日
本
法
学　

第
七
十
九
巻
第
三
号
（
二
〇
一
四
年
一
月
）

（
六
四
二
）

間
職
業
紹
介
所
の
廃
止
勧
告
を
し
た
。

「
規
制
を
行
う
事
に
よ
り
、
民
間
職
業
紹
介
所
に
よ
る
悪

行
を
除
去
す
る
試
み
が
三
一
州
で
行
わ
れ
て
い
る
が
、
少
数

の
例
外
を
除
い
て
、
そ
れ
は
む
な
し
い
も
の
で
あ
る
。
ほ
と

ん
ど
の
場
合
、
そ
の
業
務
に
お
け
る
誠
実
さ
を
よ
り
高
い
水

準
に
向
上
さ
せ
る
た
め
に
努
力
し
て
い
る
が
、
そ
の
制
度
そ

れ
自
体
が
内
包
し
て
い
る
害
悪
を
除
去
で
き
な
い
で
い
る
。

州
や
市
が
監
察
官
や
苦
情
処
理
官
の
た
め
に
多
額
の
費
用
を

投
じ
て
い
る
場
合
に
は
、
民
間
職
業
紹
介
所
の
活
動
に
は
か

な
り
の
改
善
が
み
ら
れ
た
が
、
こ
の
規
制
を
担
当
し
て
い
る

係
官
の
ほ
と
ん
ど
は
、
こ
う
し
た
害
悪
は
こ
の
『
ビ
ジ
ネ
ス

の
本
質
』
で
あ
り
、
問
題
を
完
全
に
排
除
す
る
こ
と
は
決
し

て
で
き
な
い
と
証
言
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
彼
ら
は
民

間
職
業
紹
介
所
の
全
廃
を
適
当
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
ま
た
、

こ
れ
は
労
働
者
間
で
一
般
的
な
意
見
で
あ
り
、
い
く
つ
か
の

州
で
は
、
す
で
に
法
律
で
こ
れ
を
達
成
す
る
た
め
の
試
み
が

な
さ
れ
て
い
る
。」

こ
う
し
た
情
況
の
中
で
、
ワ
シ
ン
ト
ン
州
で
は
ま
ず
間
接
的
な

規
制
策
を
実
施
し
た
。
す
な
わ
ち
、
地
方
自
治
体
レ
ベ
ル
に
お
け

る
職
業
紹
介
所
は
、
シ
ア
ト
ル
で
一
八
九
四
年
に
市
憲
章
を
改
正

（
一
）　

背
景
と
な
る
事
実

民
間
職
業
紹
介
所
に
は
後
述
す
る
大
き
な
問
題
が
あ
る
。
そ
こ

で
、
一
九
一
四
年
以
前
の
一
五
年
間
に
、
民
間
職
業
紹
介
所
を
規

制
し
よ
う
と
す
る
試
み
が
広
範
囲
で
行
わ
れ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、

二
四
州
は
、
法
律
に
よ
り
直
接
的
に
規
制
し
よ
う
と
し
た
。
そ
れ

ら
の
多
く
は
地
方
自
治
体
条
例
に
よ
っ
て
補
完
さ
れ
て
い
た
。

一
九
州
で
は
州
立
の
職
業
紹
介
所
を
作
る
こ
と
で
、
間
接
的
に
規

制
し
よ
う
と
し
た
。
七
州
で
は
地
方
自
治
体
に
よ
る
職
業
紹
介
所

を
作
る
こ
と
で
間
接
規
制
を
し
よ
う
と
し
た
。
そ
の
他
、
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
等
に
よ
る
無
料
の
職
業
紹
介
所
を
作
る
試
み
も
あ
っ
た
。

し
か
し
、
こ
う
し
た
試
み
は
い
ず
れ
も
不
成
功
に
終
わ
っ
た
。
民

間
職
業
紹
介
所
は
、
そ
う
し
た
無
料
の
職
業
紹
介
所
が
存
在
し
て

も
、
し
ぶ
と
く
生
き
残
っ
た
の
で
あ
る
。

一
九
一
四
年
に
公
共
職
業
事
務
所
全
米
会
議
は
そ
の
年
次
総
会

で
、
米
国
内
で
活
動
し
て
い
る
す
べ
て
の
民
間
職
業
紹
介
所
を
可

能
な
限
り
速
や
か
に
撤
廃
す
る
こ
と
が
好
ま
し
い
と
し
、
連
邦
議

会
連
邦
産
業
関
係
委
員
会
（U

nited S
tates C

om
m
ission on 

Industrial R
elations

）
及
び
諸
州
の
立
法
機
関
に
対
し
、
そ
の

廃
止
を
考
慮
す
る
よ
う
勧
告
す
る
旨
決
議
し
た
。
こ
れ
に
応
え
て
、

連
邦
産
業
関
連
委
員
会
は
、
議
会
に
対
し
、
次
の
様
に
述
べ
て
民

一
二
四



ロ
ッ
ク
ナ
ー
時
代
（
甲
斐
）

（
六
四
三
）

（
二
）　

法
廷
意
見

判
決
は
、
五
対
四
の
僅
差
で
、
同
法
を
第
一
四
修
正
の
定
め
る

適
正
手
続
き
に
違
反
し
、
違
憲
と
判
決
し
た
。
判
決
文
は
マ
ク
レ

イ
ノ
ル
ズ
（Jam

es C
. M

cR
eynolds

）
判
事
が
執
筆
し
、
結
論

と
し
て
次
の
様
に
述
べ
た
。

「
人
が
誠
実
な
生
計
を
営
む
た
め
の
職
業
を
見
つ
け
る
た

め
に
有
償
で
代
理
を
務
め
る
行
為
に
は
、
な
ん
ら
本
質
的
に

不
道
徳
な
点
も
、
そ
し
て
公
共
の
福
祉
に
危
険
な
も
の
で
も

無
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
そ
の
よ
う
な
サ
ー
ビ
ス
は
、
有
用

で
あ
り
、
賞
賛
す
べ
き
も
の
で
あ
り
、
そ
し
て
大
い
に
需
要

が
あ
る
。」

（
三
）　

反
対
意
見

こ
の
事
件
で
反
対
意
見
を
述
べ
た
の
は
、
マ
ッ
ケ
ン
ナ

（Joseph M
cK

enna

）、
ホ
ー
ム
ズ
、
ブ
ラ
ン
ダ
イ
ス
（L

ouis 
B
randeis （

13
）

）
及
び
ク
ラ
ー
ク
（John H

. C
larke

）
の
各
判
事
で

あ
る
。
反
対
意
見
は
、
ブ
ラ
ン
ダ
イ
ス
が
執
筆
し
、
他
の
三
判
事

は
こ
れ
に
同
意
し
て
い
る
。

こ
の
立
法
は
、
ワ
シ
ン
ト
ン
州
が
単
独
で
行
っ
た
も
の
で
は
無

く
、
連
邦
労
働
省
（U

S
 L

abor D
epartm

ent

）
の
支
援
の
下
に

行
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
ブ
ラ
ン
ダ
イ
ス
は
、
一
九
一
二
年
に
連

し
て
設
置
さ
れ
た
。
同
様
に
、
タ
コ
マ
で
は
一
九
〇
四
年
に
、
ス

ポ
ケ
ー
ン
で
は
一
九
〇
五
年
に
、
そ
し
て
エ
ヴ
ァ
レ
ッ
ト
で
は

一
九
〇
八
年
に
そ
れ
ぞ
れ
設
置
さ
れ
た
。
こ
う
し
た
公
共
職
業
紹

介
所
の
増
加
は
、
し
か
し
他
州
同
様
に
、
民
間
職
業
紹
介
所
を
抑

制
す
る
効
果
を
示
さ
な
か
っ
た
。
逆
に
ス
ポ
ケ
ー
ン
で
は
、
民
間

職
業
紹
介
所
の
紹
介
料
が
一
ド
ル
か
ら
二
ド
ル
に
値
上
が
り
し
た

ほ
ど
で
あ
る
。
根
本
的
な
問
題
は
、
産
業
革
命
に
伴
う
慢
性
的
な

失
業
の
増
加
の
前
に
、
公
共
職
業
紹
介
所
が
十
分
な
職
を
提
供
で

き
な
い
点
に
あ
っ
た
。

そ
こ
で
、
ワ
シ
ン
ト
ン
州
で
は
、
職
業
紹
介
所
法

（
12
）

を
定
め
、
そ

の
中
で
、
民
間
の
職
業
紹
介
所
が
、
人
び
と
か
ら
手
数
料
を
徴
収

す
る
こ
と
を
禁
じ
、
そ
れ
に
違
反
し
た
場
合
に
は
一
〇
〇
ド
ル
以

下
の
罰
金
か
三
〇
日
以
下
の
拘
留
に
処
す
る
と
し
た
。
同
法
案
は

一
九
一
四
年
に
住
民
投
票
に
掛
け
ら
れ
、
一
六
二
、〇
五
四
票
対

一
四
四
、五
四
四
票
で
可
決
成
立
し
た
。

そ
れ
に
対
し
、
ス
ポ
ケ
ー
ン
市
で
民
間
職
業
紹
介
所
を
所
有
す

る
ア
ダ
ム
ズ
（Joe A

dam
s

）
等
が
、
ワ
シ
ン
ト
ン
州
司
法
長
官

の
タ
ナ
ー
（W

. V
. T

anner

）
等
を
相
手
取
っ
て
、
同
法
は
第

一
四
修
正
の
定
め
る
適
正
手
続
き
条
項
に
違
反
し
、
そ
の
財
産
を

侵
害
し
て
い
る
と
し
て
訴
え
た
。

一
二
五



日
本
法
学　

第
七
十
九
巻
第
三
号
（
二
〇
一
四
年
一
月
）

（
六
四
四
）

う
な
手
数
料
を
支
払
っ
た
申
請
者
に
だ
け
そ
れ
に
見
合
う
職

を
提
供
す
る
。
そ
の
他
、
職
業
紹
介
所
が
行
う
害
悪
と
し
て

は
、
人
び
と
を
集
め
て
博
打
そ
の
他
の
悪
弊
に
誘
導
す
る
こ

と
で
あ
る
。
時
と
し
て
紹
介
所
の
職
員
は
そ
の
た
め
の
サ
ロ

ン
を
施
設
内
に
設
置
し
て
い
る
。〈
中
略
〉

ま
じ
め
に
仕
事
を
し
よ
う
と
し
て
い
る
多
数
の
民
間
職
業

紹
介
所
が
あ
る
が
、
し
か
し
、
彼
ら
は
例
外
で
あ
り
、
規
格

外
で
あ
る
。
こ
の
仕
事
は
詐
欺
の
悪
臭
に
満
ち
て
お
り
、
目

に
余
る
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
虐
待
が
行
わ
れ
て
い
る
。
料
金
は

し
ば
し
ば
提
供
さ
れ
る
職
の
全
額
と
な
っ
て
い
る
。」

ブ
ラ
ン
ダ
イ
ス
に
よ
る
民
間
職
業
紹
介
所
の
弊
害
に
関
す
る
記

述
は
ま
だ
ま
だ
続
く
が
、
以
下
は
省
略
す
る
。
と
に
か
く
、
そ
の

実
態
が
、
マ
ク
レ
イ
ノ
ル
ズ
判
事
の
い
う
よ
う
な
、
賞
賛
す
べ
き

も
の
で
無
か
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
ブ
ラ
ン
ダ
イ
ス
は
、
弁

護
士
時
代
、
法
の
ロ
ビ
ン
・
フ
ッ
ド
と
綽
名
さ
れ
る
ほ
ど
に
経
済

的
弱
者
の
た
め
に
、
報
酬
も
求
め
ず
に
戦
っ
た
人
だ
が
、
こ
の
記

述
に
は
そ
う
し
た
彼
の
態
度
が
顕
著
に
表
れ
て
い
る
。
結
論
と
し

て
彼
は
次
の
様
に
述
べ
た
。

「
事
実
に
照
ら
す
な
ら
ば
、
マ
グ
ナ
カ
ル
タ
が
調
印
さ
れ

た
日
か
ら
今
日
に
至
る
ま
で
、
法
構
造
の
改
革
は
、
た
び
た

邦
議
会
連
邦
産
業
関
係
委
員
会
へ
提
出
さ
れ
た
報
告
書
を
引
用
し

て
次
の
様
に
述
べ
て
い
る
。

「
有
料
の
民
間
職
業
紹
介
所
は
、
今
日
、
全
米
の
あ
ら
ゆ

る
都
市
に
、
あ
ら
ゆ
る
規
模
で
存
在
し
て
い
る
。
そ
の
業
務

の
性
質
は
、
可
能
な
限
り
不
道
徳
な
も
の
で
あ
る
。
そ
の
利

用
者
で
あ
る
男
女
は
ほ
と
ん
ど
の
場
合
、
ほ
ん
の
一
〜
二
ド

ル
を
持
つ
だ
け
で
あ
り
、
そ
れ
以
上
稼
ぐ
機
会
を
求
め
て
い

る
。
彼
ら
は
た
い
て
い
知
的
で
は
無
く
、
容
易
に
騙
さ
れ
る
。

こ
れ
ら
紹
介
所
が
、
そ
う
し
た
求
職
者
を
い
か
に
騙
し
た
か

と
い
う
話
は
あ
り
ふ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
紹
介
所
が
騙
す
の

に
使
っ
て
い
る
も
っ
と
も
普
通
の
方
法
は
次
の
様
な
も
の
で

あ
る
。
第
一
は
、
料
金
は
徴
収
す
る
が
、
申
請
者
に
職
を
探

す
努
力
を
し
な
い
。
第
二
は
、
申
請
者
に
存
在
し
な
い
職
を

通
知
す
る
。
第
三
は
、
申
請
者
に
実
際
に
は
何
の
仕
事
も
無

い
か
、
満
足
な
仕
事
の
な
い
遠
隔
地
を
通
知
す
る
の
で
、
申

請
者
は
苦
情
を
言
う
た
め
に
戻
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
第
四

は
、
紹
介
所
と
使
用
者
の
馴
れ
合
い
で
、
申
請
者
に
は
ほ
ん

の
数
日
の
労
働
だ
け
を
与
え
、
新
し
い
労
働
者
か
ら
新
規
に

料
金
を
徴
収
し
、
紹
介
者
と
使
用
者
の
間
で
そ
の
料
金
を
山

分
け
す
る
。
第
五
は
、
法
外
な
手
数
料
を
徴
収
し
、
そ
の
よ

一
二
六



ロ
ッ
ク
ナ
ー
時
代
（
甲
斐
）

（
六
四
五
）

し
た
の
で
あ
る
。

四　

ハ
マ
ー
対
デ
ィ
ゲ
ン
ハ
ー
ト
事
件

H
am

m
er v. D

agenhart, 247 U
.S

. 251 

（1918

）
事
件
は
、

児
童
の
就
業
規
制
を
違
憲
と
し
た
。

（
一
）　

事
件
の
背
景

産
業
革
命
に
伴
い
、
必
然
的
に
発
生
す
る
問
題
が
、
児
童
の
酷

使
で
あ
る
。
生
産
の
機
械
化
は
、
そ
れ
ま
で
の
生
産
の
中
心
的
担

い
手
で
あ
っ
た
熟
練
工
を
不
要
と
し
た
。
そ
の
結
果
、
使
用
者
は
、

そ
れ
ま
で
徒
弟
と
し
て
熟
練
工
を
補
佐
し
て
い
た
低
賃
金
の
児
童

の
み
を
雇
用
し
、
彼
ら
を
長
時
間
酷
使
す
る
こ
と
で
、
利
潤
の
最

大
化
を
図
ろ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
事
は
、
日
本
で
は
女
工

哀
史
と
い
う
形
で
現
れ
、
わ
が
国
現
行
憲
法
二
七
条
三
項
は
「
児

童
は
こ
れ
を
酷
使
し
て
は
な
ら
な
い
」
と
明
記
し
て
い
る
。

米
国
に
お
い
て
も
、
児
童
が
産
業
で
酷
使
さ
れ
る
情
況
は
日
本

と
一
緒
で
あ
っ
た
。
個
々
の
州
内
の
工
場
に
お
け
る
労
働
時
間
等

の
規
制
は
、
州
法
で
な
け
れ
ば
行
う
事
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、

州
で
規
制
法
を
制
定
す
る
こ
と
は
、
様
々
な
理
由
か
ら
、
当
時
は

困
難
で
あ
っ
た
。

連
邦
議
会
は
、
そ
こ
で
、
州
際
通
商
条
項
を
活
用
し
、
児
童
を

び
行
わ
れ
て
き
て
お
り
、
そ
れ
が
今
後
は
行
わ
れ
な
い
と
仮

定
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
り
、
法
は
そ
れ
自
身
を
社
会
の

新
し
い
条
件
、
特
に
使
用
者
と
被
用
者
の
新
し
い
関
係
が
生

じ
る
に
つ
れ
て
、
そ
れ
に
適
応
す
る
よ
う
強
制
さ
れ
る
の
で

あ
る
。」

ブ
ラ
ン
ダ
イ
ス
は
、
こ
う
述
べ
て
、
法
廷
意
見
の
依
拠
し
て
い

る
古
い
法
的
正
義
（
レ
ッ
セ
・
フ
ェ
ー
ル
）
を
正
面
か
ら
否
定
し

た
の
で
あ
る
。

（
四
）　

そ
の
後

Ｉ
Ｌ
Ｏ
は
二
号
条
約
で
無
料
の
公
共
職
業
紹
介
所
を
要
求
し
て

い
た
が
、
一
九
三
三
年
に
、
三
四
号
条
約
と
し
て
有
料
職
業
紹
介

所
に
関
す
る
条
約
（F

ee-C
harging E

m
ploym

ent A
gencies 

C
onvention 

（N
o.34

））
を
制
定
し
、
そ
の
原
則
禁
止
を
定
め
た
。

前
述
の
通
り
翌
一
九
三
四
年
に
米
国
は
、
国
際
連
盟
非
加
盟
の
ま

ま
で
Ｉ
Ｌ
Ｏ
に
加
盟
し
た
。

連
邦
最
高
裁
判
所
自
身
が
判
例
を
変
更
し
た
の
は
、
そ
れ
よ
り

若
干
早
く
一
九
二
八
年
のIn R

ibnik v. M
cB

ride, 277 U
.S

. 
350 

（1928

）
事
件
に
お
い
て
で
あ
る
。
こ
の
事
件
で
は
、
本
件

と
同
様
の
内
容
の
ニ
ュ
ー
ジ
ャ
ー
ジ
ー
州
法
が
問
題
と
な
り
、
ブ

ラ
ン
ダ
イ
ス
の
反
対
意
見
を
連
邦
最
高
裁
判
所
は
全
面
的
に
支
持

一
二
七



日
本
法
学　

第
七
十
九
巻
第
三
号
（
二
〇
一
四
年
一
月
）

（
六
四
六
）

（
二
）　

判
決
の
内
容

こ
の
事
件
に
お
い
て
も
、
連
邦
最
高
裁
判
所
は
、
五
対
四
の
僅

差
で
、
一
九
一
六
年
児
童
労
働
法
を
違
憲
と
判
決
し
た
。
判
決
を

執
筆
し
た
デ
ィ
判
事
は
、
結
論
と
し
て
次
の
様
に
述
べ
た
。

「
我
々
の
見
る
と
こ
ろ
、
通
常
の
商
品
の
州
際
取
引
に
伴

う
移
送
を
禁
じ
る
と
い
う
方
法
に
依
っ
て
生
ず
る
本
法
に
必

要
な
効
果
は
、
各
州
内
に
お
け
る
工
場
や
鉱
山
で
の
児
童
労

働
時
間
を
規
制
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
純
然
た
る
州
の

権
限
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
法
は
二
重
の
意
味
で
、
憲

法
に
違
反
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
こ
れ
は
、
議
会
に
委
任
さ

れ
た
商
業
上
の
権
限
を
踰
越
し
て
い
る
ば
か
り
で
な
く
、
連

邦
政
府
の
権
限
を
拡
張
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
な
い
純
粋
た
る

地
域
の
問
題
に
、
権
限
を
及
ぼ
し
て
い
る
。」

こ
う
し
て
、
連
邦
議
会
は
児
童
に
よ
っ
て
生
産
さ
れ
た
商
品
の

流
通
を
規
制
す
る
権
限
を
持
た
ず
、
従
っ
て
一
九
一
六
年
児
童
労

働
法
は
違
憲
で
あ
る
と
し
た
。

（
三
）　

反
対
意
見

こ
の
事
件
で
反
対
意
見
は
、
ホ
ー
ム
ズ
が
執
筆
し
、
マ
ッ
ケ
ン

ナ
、
ブ
ラ
ン
ダ
イ
ス
及
び
ク
ラ
ー
ク
判
事
が
こ
れ
に
同
意
し
て
い
る
。

ホ
ー
ム
ズ
は
こ
の
事
件
に
関
す
る
単
純
な
疑
問
は
、
連
邦
議
会

酷
使
し
て
生
産
し
た
製
品
を
、
州
境
を
超
え
て
流
通
さ
せ
る
の
を

禁
じ
る
と
い
う
間
接
的
な
手
段
に
よ
り
、
児
童
労
働
の
規
制
を
行

う
こ
と
を
工
夫
し
た
。
そ
れ
が
一
九
一
六
年
児
童
労
働
法

（C
hild L

abor A
ct of 1916

）
で
あ
る

（
14
）

。
同
法
は
一
四
歳
未
満

の
児
童
が
雇
用
さ
れ
て
い
た
り
、
一
四
歳
以
上
一
六
歳
未
満
の
児

童
が
一
日
八
時
間
以
上
若
し
く
は
一
週
六
日
以
上
労
働
し
て
い
た

り
、
午
後
七
時
過
ぎ
に
、
な
い
し
午
前
六
時
前
に
就
労
し
て
い
る

工
場
の
製
品
の
州
境
を
超
え
た
流
通
を
禁
止
し
た
。

デ
ィ
ゲ
ン
ハ
ー
ト
（R

oland D
agenhart

）
は
ノ
ー
ス
カ
ロ
ラ

イ
ナ
州
シ
ャ
ー
ロ
ッ
ト
の
精
綿
工
場
に
、
そ
の
二
人
の
息
子
（
一

人
は
一
四
歳
未
満
、
一
人
は
一
四
歳
以
上
一
六
歳
未
満
）
と
共
に

雇
用
さ
れ
て
い
た
が
、
こ
の
法
律
は
違
憲
で
あ
る
と
訴
え
た
。
連

邦
地
方
裁
判
所
は
、
同
法
が
違
憲
で
あ
る
と
判
決
し
た
の
で
、
連

邦
地
方
検
事
の
ハ
マ
ー
（W

. C
. H

am
m
er

）
が
、
連
邦
最
高
裁

に
上
告
し
た
。

デ
ィ
ゲ
ン
ハ
ー
ト
の
提
起
し
た
論
点
は
三
つ
あ
っ
た
。
第
一
に
、

こ
れ
は
州
際
通
商
の
規
制
対
象
と
な
る
問
題
で
は
無
い
、
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
第
二
に
、
第
一
〇
修
正
に
違
反
し
て
い
る
、
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
第
三
に
第
五
修
正
に
違
反
し
て
い
る
、
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。

一
二
八



ロ
ッ
ク
ナ
ー
時
代
（
甲
斐
）

（
六
四
七
）

F
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（1922

））。
そ
の
判
決
は
タ
フ
ト

自
身
が
執
筆
し
、
ホ
ー
ム
ズ
や
ブ
ラ
ン
ダ
イ
ス
な
ど
も
賛
同
し
て
、

反
対
意
見
は
ク
ラ
ー
ク
判
事
一
人
で
あ
っ
た
。
タ
フ
ト
が
述
べ
た

こ
と
は
、
こ
の
児
童
労
働
税
は
罰
金
で
あ
っ
て
課
税
で
は
無
く
、

さ
ら
に
同
法
は
租
税
法
で
は
無
く
、
事
業
の
規
制
法
だ
と
い
う
点

で
あ
っ
た
。

こ
う
し
て
児
童
労
働
を
防
止
す
る
た
め
の
二
つ
の
法
律
が
挫
折

し
た
こ
と
か
ら
、
連
邦
議
会
は
、
今
度
は
児
童
労
働
を
規
制
す
る

憲
法
改
正
を
企
て
た
。
し
か
し
、
必
要
期
限
内
に
必
要
数
の
州
の

批
准
が
得
ら
れ
ず
、
こ
れ
も
挫
折
し
た
。
し
か
し
、
多
く
の
州
で

は
児
童
労
働
法
を
州
法
と
し
て
制
定
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
、

結
果
と
し
て
見
れ
ば
、
憲
法
改
正
が
成
功
し
た
の
と
同
じ
よ
う
な

効
果
を
、
あ
る
程
度
ま
で
発
揮
し
た
。

な
お
、
Ｉ
Ｌ
Ｏ
は
、
児
童
の
酷
使
に
対
し
て
は
大
変
早
い
時
点

か
ら
防
止
努
力
を
し
て
き
た
。
す
な
わ
ち
、
一
九
一
九
年
の
最
低

年
齢
（
工
業
）
条
約
（
第
五
号

（
15
）

）、
一
九
一
九
年
の
年
少
者
夜
業

（
工
業
）
条
約
（
第
六
号

（
16
）

）、
一
九
二
一
年
の
最
低
年
齢
（
農
業
）

条
約
（
第
一
〇
号

（
17
）

）、
一
九
二
一
年
の
児
童
及
年
少
者
夜
業
（
農

業
）
勧
告
（
第
一
四
号

（
18
）

）、
一
九
二
一
年
の
最
低
年
齢
（
石
炭
夫

及
火
夫
）
条
約
（
第
一
五
号

（
19
）

）
が
、
こ
の
前
後
の
時
期
に
制
定
さ

が
、
児
童
労
働
法
の
定
め
て
い
る
よ
う
な
規
制
を
行
う
権
限
が
あ

る
か
否
か
で
あ
る
、
と
述
べ
、
法
廷
意
見
に
は
基
本
的
に
同
意
す

る
と
し
た
上
で
、
次
の
様
に
い
う
。

「
し
か
し
、
も
し
法
律
が
、
連
邦
議
会
に
授
与
さ
れ
た
権

限
の
範
囲
に
あ
る
と
し
た
な
ら
ば
、
間
接
的
な
効
果
が
あ
る

と
し
て
も
、
そ
れ
に
よ
り
合
憲
性
が
阻
害
さ
れ
る
こ
と
に
は

な
ら
な
い
。
し
か
し
、
明
白
な
こ
と
は
、
そ
う
し
た
間
接
的

効
果
は
あ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
う
し
た
間
接
的
効
果
の
故
に

無
効
と
す
る
自
由
を
我
々
は
持
た
な
い
。」

そ
の
上
で
、
今
日
で
は
、
連
邦
議
会
が
州
際
通
商
を
規
制
す
る

権
限
自
体
は
も
は
や
疑
い
を
入
れ
な
い
と
し
た
上
で
、
間
接
的
な

効
力
の
故
に
、
本
来
は
合
憲
な
規
制
が
違
憲
に
な
る
事
は
あ
り
得

な
い
、
と
論
じ
る
の
で
あ
る
。

（
四
）　

そ
の
後

こ
の
最
高
裁
判
所
判
決
で
同
法
が
無
効
に
な
っ
た
の
で
、
連
邦

議
会
で
は
、
一
九
一
九
年
二
月
に
今
度
は
児
童
労
働
で
生
産
さ
れ

た
商
品
に
は
一
〇
％
の
課
税
を
行
う
と
い
う
法
律
を
成
立
さ
せ
た

（C
hild L

abor T
ax L

aw
 of 1919

）。
そ
の
事
件
が
最
高
裁
判

所
に
上
告
さ
れ
た
の
は
、
タ
フ
ト
・
コ
ー
ト
の
時
代
に
な
っ
て
か

ら
で
あ
る
が
、
や
は
り
違
憲
と
さ
れ
た
（B

ailey v. D
rexel 

一
二
九



日
本
法
学　

第
七
十
九
巻
第
三
号
（
二
〇
一
四
年
一
月
）

（
六
四
八
）

勤
手
当
の
支
給
を
定
め
た
と
こ
ろ
、
そ
の
合
憲
性
が
問
題
に
さ
れ

た
事
件
で
あ
る
。
こ
の
事
件
で
は
、
ロ
ッ
ク
ナ
ー
時
代
に
も
拘
わ

ら
ず
、
規
制
立
法
に
合
憲
判
断
が
下
っ
た
。

（
一
）　

事
件
の
背
景

一
九
一
三
年
に
制
定
さ
れ
た
問
題
の
オ
レ
ゴ
ン
州
法
は
、
次
の

様
に
定
め
て
い
た
。

「
何
人
も
、
い
か
な
る
製
粉
所
、
工
場
そ
の
他
の
製
造
設

備
に
お
い
て
も
、
必
要
な
修
理
を
行
う
こ
と
に
従
事
す
る
従

業
員
と
警
備
員
を
除
き
、
ま
た
は
生
命
や
財
産
に
差
し
迫
っ

た
危
険
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
緊
急
の
場
合
を
除
き
、
い
か
な

る
日
に
お
い
て
も
一
日
一
〇
時
間
以
上
の
労
働
を
行
う
条
件

で
雇
用
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
被
用
者
は
一
日
に

三
時
間
を
超
え
な
い
残
業
に
お
い
て
正
規
の
賃
金
の
一
・
五

倍
の
割
合
で
手
当
を
支
払
う
と
い
う
条
件
で
働
く
こ
と
が
で

き
る
。」

同
法
違
反
の
行
為
は
軽
犯
罪
を
構
成
す
る
と
さ
れ
て
い
た
。
バ

ン
テ
ィ
ン
グ
（F

ranklin O
. B

unting

）
は
、
製
粉
工
場
に
お
い

て
、
被
用
者
を
一
日
に
一
三
時
間
労
働
さ
せ
、
し
か
も
超
勤
手
当

を
支
払
っ
て
い
な
か
っ
た
た
め
、
起
訴
さ
れ
、
五
〇
ド
ル
の
罰
金

を
科
せ
ら
れ
た
。
そ
こ
で
、
バ
ン
テ
ィ
ン
グ
は
、
同
法
は
第
一
四

れ
て
い
る
。
い
ず
れ
も
、
今
日
の
感
覚
を
基
準
と
す
れ
ば
、
非
常

識
な
ほ
ど
の
長
時
間
労
働
を
許
容
し
て
い
る
が
、
当
時
に
お
い
て

は
、
こ
れ
で
さ
え
も
使
用
者
の
権
利
の
大
幅
制
限
だ
っ
た
の
で
あ

る
。
し
か
し
、
先
に
述
べ
た
と
お
り
、
米
国
は
一
九
三
四
年
ま
で

Ｉ
Ｌ
Ｏ
に
加
盟
し
な
か
っ
た
の
で
、
こ
れ
ら
の
条
約
は
、
当
初
は
、

米
国
の
児
童
労
働
の
抑
圧
と
し
て
は
機
能
し
な
か
っ
た
。

一
九
三
四
年
に
米
国
が
Ｉ
Ｌ
Ｏ
に
加
盟
し
た
こ
と
か
ら
事
態
が

動
き
、
一
九
三
八
年
、
連
邦
議
会
は
公
正
労
働
基
準
法
（F

air 
L
abor S

tandards A
ct

）
を
制
定
し
、
そ
の
二
一
二
条
で
「
抑

圧
的
児
童
労
働
」
で
生
産
さ
れ
た
商
品
の
州
際
流
通
を
禁
止
し
た
。

連
邦
最
高
裁
判
所
は
、
一
九
四
一
年
にU

nited S
tates v. 

D
arby L

um
ber C

o., 312 U
.S

. 100 

（1941
）
に
よ
っ
て
、
デ
ィ

ゲ
ン
ハ
ー
ト
事
件
判
決
を
、
一
人
の
反
対
意
見
も
無
く
変
更
し
、

同
法
を
合
憲
と
し
た
。
同
判
決
は
、
デ
ィ
ゲ
ン
ハ
ー
ト
事
件
に
お

け
る
ホ
ー
ム
ズ
の
少
数
意
見
を
全
面
的
に
支
持
し
、
そ
れ
を
自
明

の
理
で
あ
る
と
し
た
。

五　

バ
ン
テ
ィ
ン
グ
対
オ
レ
ゴ
ン
州
事
件

こ
のB

unting v. O
regon, 243 U

.S
. 426 

（1917

）
事
件
は

オ
レ
ゴ
ン
州
法
が
、
労
働
時
間
の
制
限
と
超
過
勤
務
に
対
す
る
超

一
三
〇



ロ
ッ
ク
ナ
ー
時
代
（
甲
斐
）

（
六
四
九
）

た
。
こ
れ
に
対
し
て
は
、
法
律
は
賃
金
で
は
な
く
、
サ
ー
ビ
ス
の

時
間
を
調
節
し
て
い
る
の
で
、
そ
の
主
張
に
は
理
由
が
無
い
、
と

し
て
退
け
た
。六　

シ
ェ
ン
ク
対
合
衆
国
事
件

こ
のS

chenck v. U
nited S

tates, 249 U
.S

. 47 

（1919

）
事

件
は
、
第
一
次
大
戦
と
い
う
異
常
環
境
下
に
お
い
て
、「
明
白
か

つ
現
在
の
危
険
」
テ
ス
ト
（“clear and present danger ” test

）

を
確
立
し
た
有
名
な
判
決
で
あ
る
。

（
一
）　

事
件
の
概
要

1　

徴
兵
制
度

一
九
一
七
年
五
月
、
ア
メ
リ
カ
議
会
は
、
選
抜
徴
兵
法

（S
elective S

ervice A
ct of 1917

）
を
可
決
し
、
ウ
ィ
ル
ソ
ン

大
統
領
が
署
名
し
て
成
立
し
た
。
こ
れ
に
対
し
、
第
一
三
修
正
の

意
に
反
す
る
苦
役
条
項
な
い
し
第
一
四
修
正
の
適
正
手
続
条
項
に

違
反
す
る
と
主
張
す
る
多
数
の
違
憲
訴
訟
が
提
起
さ
れ
た

（
20
）

。
し
か

し
、
連
邦
最
高
裁
は
一
九
一
八
年
一
月
七
日
、
全
員
一
致
で
、
選

抜
徴
兵
制
の
合
憲
を
宣
言
し
た
。
代
表
例
と
し
てA

rver v. 
U
nited S

tates, 245 U
.S

. 366 

（1918

）
を
紹
介
す
れ
ば
、
合

衆
国
憲
法
一
条
八
節
一
五
項
の
定
め
る
民
兵
条
項

（
21
）

や
、
そ
れ
以
来

修
正
に
違
反
し
て
い
る
と
し
て
上
告
し
た
。

（
二
）　

法
廷
意
見

こ
の
事
件
で
は
、
い
つ
も
は
ホ
ワ
イ
ト
等
と
同
調
し
て
行
動
し

て
い
る
デ
ィ
判
事
や
ピ
ト
ニ
ィ
判
事
が
、
ホ
ー
ム
ズ
等
と
共
に
同

法
を
合
憲
と
判
断
し
た
結
果
、
珍
し
く
合
憲
判
決
が
出
て
い
る
。

法
廷
意
見
は
マ
ッ
ケ
ン
ナ
が
執
筆
し
た
。
マ
ッ
ケ
ン
ナ
は
第
一

に
、
一
日
一
〇
時
間
労
働
は
世
界
の
平
均
的
な
も
の
だ
と
し
た
。

す
な
わ
ち
立
法
府
が
依
拠
し
た
統
計
に
依
れ
ば
、
一
日
の
労
働
時

間
は
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
八
時
間
、
英
国
九
時
間
、
米
国
九
時
間

四
五
分
、
デ
ン
マ
ー
ク
九
時
間
四
五
分
、
ノ
ル
ウ
ェ
ー
一
〇
時
間
、

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
、
フ
ラ
ン
ス
、
ス
イ
ス
で
は
一
〇
時
間
三
〇
分
、

ド
イ
ツ
で
は
、
一
〇
時
間
一
五
分
、
ベ
ル
ギ
ー
、
イ
タ
リ
ア
、

オ
ー
ス
ト
リ
ア
で
は
一
一
時
間
、
ロ
シ
ア
で
は
一
二
時
間
と
な
っ

て
い
る
、
と
し
て
、
不
当
に
短
く
労
働
時
間
を
設
定
し
て
い
る
と

い
う
主
張
を
退
け
た
。

上
告
人
の
主
張
は
、
問
題
の
法
律
は
、
立
法
府
の
恣
意
以
外
の

理
由
無
し
に
、
製
粉
所
や
工
場
、
製
造
所
を
差
別
し
、
市
場
価
値

の
一
・
五
倍
の
対
価
で
商
品
、
す
な
わ
ち
労
働
を
購
入
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
の
に
、
他
の
人
々
は
、
公
開
市
場
で
通
常
価
格
で
労

働
を
購
入
で
き
る
の
で
、
不
利
な
立
場
に
置
か
れ
る
こ
と
で
あ
っ

一
三
一



日
本
法
学　

第
七
十
九
巻
第
三
号
（
二
〇
一
四
年
一
月
）

（
六
五
〇
）

五
年
〜
二
〇
年
の
刑
を
科
す
る
と
し
て
い
た
。
同
法
は
、
ま
た
、

そ
う
し
た
文
書
の
郵
送
を
禁
じ
、
郵
便
局
長
に
対
し
処
罰
さ
れ
る

べ
き
内
容
の
郵
便
物
の
配
達
を
拒
絶
す
る
権
限
を
与
え
て
い
た
。

同
法
は
、
大
戦
中
に
限
っ
て
の
時
限
立
法
で
、
一
九
二
〇
年
一
二

月
一
三
日
に
は
廃
止
さ
れ
た
。

3　

シ
ェ
ン
ク
事
件

米
国
社
会
党
（S

ocialist P
arty of A

m
erica

）
は
、
一
九
〇
一

年
に
設
立
さ
れ
た
。
同
党
は
、
第
一
次
大
戦
中
、
戦
争
に
反
対
す

る
方
針
を
打
ち
出
し
、
党
総
書
記
で
あ
る
シ
ェ
ン
ク
（C

harles 
S
chenck

）
は
、
徴
兵
資
格
の
あ
る
者
に
向
け
て
一
五
、〇
〇
〇

枚
の
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
を
印
刷
・
配
布
し
、
徴
兵
制
度
へ
の
反
対
を

訴
え
た
。
こ
の
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
は
、
基
本
的
に
兵
役
は
、
第
一
三

修
正
の
禁
止
す
る
意
に
反
す
る
苦
役
に
該
当
す
る
と
の
見
地
か
ら
、

「
脅
迫
に
屈
す
る
な
」「
貴
方
の
権
利
を
主
張
せ
よ
」「
も
し
貴
方

が
権
利
を
主
張
し
支
持
し
な
け
れ
ば
、
合
衆
国
の
全
て
の
市
民
と

住
民
が
保
持
す
る
厳
粛
な
義
務
で
あ
る
権
利
を
否
定
し
、
軽
ん
じ

る
こ
と
に
手
を
貸
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
」
と
呼
び
か
け
る
声
明

が
入
っ
て
い
た
。

こ
れ
が
合
衆
国
の
徴
兵
業
務
を
妨
害
し
た
点
及
び
郵
送
を
禁
じ

ら
れ
て
い
る
文
書
を
郵
送
し
た
点
に
お
い
て
、
防
諜
法
に
違
反
す

の
合
衆
国
を
守
る
た
め
の
様
々
な
戦
い
の
歴
史
を
述
べ
た
上
で
、

最
後
に
次
の
様
に
述
べ
て
、
選
抜
徴
兵
法
は
第
一
三
修
正
に
違
反

し
な
い
と
判
決
し
た
。

「
結
論
と
し
て
、
我
々
は
人
民
の
偉
大
な
代
表
機
関
が
宣

言
し
た
戦
争
に
起
因
し
て
生
じ
る
、
国
家
の
防
衛
に
寄
与
す

る
と
い
う
市
民
の
権
利
と
名
誉
と
い
う
崇
高
に
し
て
高
貴
な

義
務
の
遂
行
を
、
第
一
三
修
正
の
禁
止
に
違
反
す
る
意
に
反

す
る
苦
役
で
あ
り
、
政
府
に
よ
る
強
制
と
す
る
い
か
な
る
理

論
も
想
像
で
き
ず
、
我
々
は
、
そ
の
主
張
は
、
単
に
そ
の
文

言
に
基
づ
い
て
論
破
さ
れ
て
い
る
と
い
う
結
論
に
至
ら
ざ
る

を
得
な
い
。」

2　

防
諜
法

防
諜
法
は
、
米
国
が
第
一
次
世
界
大
戦
に
参
戦
し
た
直
後
、

一
九
一
七
年
六
月
に
発
効
し
た
法
律
で
、
そ
の
後
、
多
く
の
改
正

を
さ
れ
て
き
た
が
今
日
も
有
効
で
あ
る
。

同
法
の
最
初
の
改
正
は
一
九
一
八
年
五
月
に
行
わ
れ
た
「
扇
動

法
（T

he S
edition A

ct of 1918

）」
と
呼
ば
れ
る
法
律
に
よ
る

も
の
で
、
合
衆
国
政
府
、
国
旗
な
い
し
軍
隊
に
対
し
て
「
不
忠
誠
、

不
敬
、
下
品
な
い
し
誹
謗
的
言
語
（disloyal, profane, 

scurrilous, or abusive language

）」
を
用
い
る
こ
と
に
対
し
、

一
三
二



ロ
ッ
ク
ナ
ー
時
代
（
甲
斐
）

（
六
五
一
）

そ
の
上
で
、
そ
の
劇
場
内
で
偽
っ
て
火
事
と
叫
ぶ
の
に
比
す
べ

き
状
況
と
し
て
、
第
一
次
世
界
大
戦
と
い
う
総
力
戦
の
最
中
で
あ

る
と
い
う
こ
と
を
指
摘
し
、
次
の
様
に
述
べ
る
。

「
国
家
は
、
戦
時
に
お
い
て
は
、
平
和
時
と
異
な
り
、
そ

の
戦
争
の
た
め
の
努
力
を
妨
害
さ
れ
る
こ
と
に
耐
え
ら
れ
な

い
の
で
、
人
が
戦
っ
て
い
る
限
り
、
い
か
な
る
法
廷
も
あ
ら

ゆ
る
憲
法
上
の
権
利
が
保
護
さ
れ
る
と
言
う
こ
と
は
で
き
な

い
。」

（
三
）　

そ
の
後

九
対
〇
と
い
う
判
決
の
結
果
と
し
て
シ
ェ
ン
ク
は
監
獄
に
六
ヶ

月
間
収
監
さ
れ
た
。

明
白
か
つ
現
在
の
危
険
テ
ス
ト
は
、
こ
の
後
、
様
々
な
紆
余
曲

折
を
経
な
が
ら
も
長
期
に
わ
た
っ
て
絶
対
的
な
も
の
と
し
て
維
持

さ
れ
、
そ
れ
に
対
す
る
疑
問
の
提
起
は
、
ウ
ォ
ー
レ
ン
コ
ー
ト
に

お
け
るB

randenburg v. O
hio, 395 U

.S
. 444

ま
で
待
た
ね
ば

な
ら
な
い
。

七　

バ
ル
ザ
ッ
ク
対
プ
エ
ル
ト
リ
コ
事
件

こ
こ
か
ら
は
タ
フ
ト
・
コ
ー
ト
の
判
例
で
あ
る
。

プ
エ
ル
ト
リ
コ
島
は
、
カ
リ
ブ
海
で
、
イ
ス
パ
ニ
ョ
ー
ラ
島

る
と
し
て
起
訴
さ
れ
た
。
こ
れ
に
対
し
、
シ
ェ
ン
ク
は
、
防
諜
法

が
第
一
修
正
の
保
障
す
る
表
現
の
自
由
を
侵
害
し
て
い
る
と
主
張

し
て
争
っ
た
。

（
二
）　

判
決
の
内
容

判
決
は
全
会
一
致
で
下
さ
れ
た
。
ホ
ー
ム
ズ
判
事
が
執
筆
し
た
。

「
我
々
は
、
多
く
の
場
所
で
、
そ
し
て
通
常
の
時
で
あ
れ

ば
、
被
告
人
が
回
状
で
主
張
す
る
こ
と
は
、
彼
の
憲
法
上
の

権
利
に
含
ま
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
承
認
す
る
。
し
か
し
、

す
べ
て
の
行
為
の
性
格
は
、
そ
れ
が
行
わ
れ
る
事
情
に
依
存

す
る
（
判
例
引
用
略
）。
言
論
の
自
由
を
も
っ
と
も
厳
格
に

保
護
し
た
と
し
て
も
、
劇
場
内
で
偽
っ
て
火
事
だ
と
叫
ん
で

パ
ニ
ッ
ク
を
ひ
き
お
こ
す
よ
う
な
人
を
保
護
し
な
い
だ
ろ
う
。

そ
れ
は
、
あ
ら
ゆ
る
強
制
力
あ
る
差
し
止
め
命
令
に
違
反
し

て
発
言
す
る
人
を
保
護
す
る
こ
と
も
な
い
（
判
例
引
用
略
）。

問
題
は
、
使
用
さ
れ
る
言
葉
が
、
議
会
が
防
止
す
る
権
限
を

有
す
る
実
質
的
害
悪
を
も
た
ら
す
明
白
か
つ
現
在
の
危
険

（clear and present danger

）
を
つ
く
り
出
す
よ
う
な
状

態
で
述
べ
ら
れ
た
か
ど
う
か
、
か
つ
そ
の
よ
う
な
性
質
の
も

の
で
あ
る
か
ど
う
か
で
あ
る
。
そ
れ
は
近
接
と
程
度
の
問
題

（question of proxim
ity and degree

）
で
あ
る
。」

一
三
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日
本
法
学　

第
七
十
九
巻
第
三
号
（
二
〇
一
四
年
一
月
）

（
六
五
二
）

の
対
象
と
す
る
た
め
の
手
段
で
あ
り
、
第
一
次
世
界
大
戦
で
は
二

万
人
の
プ
エ
ル
ト
リ
コ
人
が
徴
兵
さ
れ
、
米
軍
兵
士
と
し
て
戦
っ
た
。

つ
ま
り
、
こ
の
時
代
に
は
、
プ
エ
ル
ト
リ
コ
は
米
国
領
土
で
あ

り
、
そ
の
住
民
は
米
国
市
民
で
は
あ
る
が
、
連
邦
に
編
入
さ
れ
て

い
な
い
と
い
う
奇
妙
な
地
位
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
結
果
、

プ
エ
ル
ト
リ
コ
の
他
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
や
グ
ア
ム
島
な
ど
、
米
西
戦

争
の
結
果
、
米
国
が
新
た
に
獲
得
し
た
島
々
の
住
民
に
は
、
ど
の

範
囲
で
合
衆
国
憲
法
が
適
用
に
な
る
か
が
問
題
に
な
っ
た
。D

e 
L
im

a v. B
idw

ell, 182 U
.S

. 1 

（1901

）
事
件
判
決
を
嚆
矢
と

し
た
一
連
の
島
嶼
事
件
（Insular C

ases

）
と
呼
ば
れ
る
判
例

に
お
い
て
、
連
邦
最
高
裁
判
所
は
、
合
衆
国
憲
法
中
の
特
定
条
項

は
、
連
邦
に
編
入
さ
れ
て
い
な
い
地
域
に
は
適
用
に
な
ら
な
い
と

判
決
し
続
け
た
。
こ
のB

alzac v. P
orto R

ico, 258 U
.S

. 298 

（1922

）
事
件
は
、
そ
う
し
た
島
嶼
事
件
判
例
の
締
め
く
く
り
と

も
言
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。

（
一
）　

事
件
の
背
景

バ
ル
ザ
ッ
ク
（Jesús M

. B
alzac

）
は
プ
エ
ル
ト
リ
コ
で
発

行
さ
れ
る
新
聞E

l B
aluarte

（
堡
塁
）
の
編
集
者
で
あ
っ
た
。

彼
は
、
同
紙
に
書
い
た
記
事
の
中
で
そ
の
当
時
の
植
民
地
知
事
で

あ
っ
た
イ
ェ
ー
ガ
ー
（A

rthur Y
ager

）
に
間
接
的
に
言
及
し
た
。

（
現
在
、
ハ
イ
チ
共
和
国
及
び
ド
ミ

ニ
カ
共
和
国
に
分
か
れ
て
い
る
）
の

東
方
に
浮
か
ぶ
島
で
あ
る
。
ス
ペ
イ

ン
の
植
民
地
で
あ
っ
た
が
、

一
八
九
八
年
四
月
に
勃
発
し
た
米
西

戦
争
で
米
軍
に
占
領
さ
れ
、
そ
の
戦

争
を
終
結
さ
せ
た
パ
リ
条
約
に
よ
り

米
国
の
領
土
と
な
っ
た
。
一
九
〇
〇

年
に
フ
ォ
ラ
カ
ー
法
（F

oraker 
A
ct

）
が
制
定
さ
れ
、
プ
エ
ル
ト
リ

コ
に
自
治
政
府
設
立
と
一
定
の
自
治

権
を
認
め
た
。
し
か
し
、
米
国
連
邦

法
の
す
べ
て
が
こ
の
島
に
も
適
用
さ

れ
る
と
し
つ
つ
、
島
民
は
プ
エ
ル
ト
リ
コ
の
市
民
権
を
持
つ
が
、

こ
れ
は
米
国
市
民
権
と
は
異
な
る
と
さ
れ
る
な
ど
の
差
別
規
定
が

設
け
ら
れ
た
。

そ
の
後
、
一
九
一
七
年
に
制
定
さ
れ
た
ジ
ョ
ー
ン
ズ
法

（Jones A
ct

）
に
よ
っ
て
島
民
は
米
国
市
民
権
を
得
た
が
、
合
衆

国
大
統
領
選
挙
へ
の
選
挙
権
は
、
依
然
と
し
て
与
え
ら
れ
な
か
っ

た
。
制
定
時
期
で
判
る
と
お
り
、
ジ
ョ
ー
ン
ズ
法
は
島
民
を
徴
兵

一
三
四



ロ
ッ
ク
ナ
ー
時
代
（
甲
斐
）

（
六
五
三
）

に
わ
た
っ
て
ス
ペ
イ
ン
法
の
下
に
あ
っ
た
の
で
、
そ
の
住
民
は
陪

審
裁
判
に
な
じ
ん
で
い
な
い
。
そ
の
結
果
、
地
方
政
府
は
、
自
ら

の
法
を
決
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

「
議
会
は
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
人
や
プ
エ
ル
ト
リ
コ
人
の
よ
う

な
、
陪
審
制
度
を
持
た
な
い
司
法
制
度
の
下
で
、
簡
素
で
昔

な
が
ら
の
社
会
に
暮
ら
し
、
明
確
に
自
ら
の
習
慣
と
政
治
概

念
を
持
つ
人
び
と
は
、
ど
の
程
度
ま
で
、
そ
し
て
何
時
、
ア

ン
グ
ロ
サ
ク
ソ
ン
流
の
制
度
を
適
用
し
た
い
と
考
え
る
か
を

自
ら
決
定
す
る
こ
と
を
許
容
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

〈
中
略
〉
憲
法
中
の
基
本
的
な
人
権
に
対
す
る
保
障
、
例
え

ば
何
人
も
、
法
の
適
正
な
過
程
に
よ
ら
ず
に
、
生
命
、
自
由

ま
た
は
財
産
を
奪
わ
れ
る
こ
と
は
な
い
と
い
う
保
障
は
、
あ

ら
ゆ
る
フ
ィ
リ
ピ
ン
人
や
プ
エ
ル
ト
リ
コ
人
に
完
全
に
適
用

に
な
る
。
そ
し
て
、
我
々
の
司
法
制
度
で
も
っ
と
も
実
り
豊

か
な
こ
の
条
項
は
、
当
然
に
プ
エ
ル
ト
リ
コ
に
お
け
る
同
様

の
争
訟
に
適
用
に
な
る
。」

（
三
）　

そ
の
後

こ
の
判
決
に
よ
り
、
島
嶼
事
件
に
関
し
て
は
、
必
ず
し
も
合
衆

国
憲
法
の
人
権
条
項
が
適
用
に
な
ら
な
い
こ
と
が
完
全
に
確
定
し

た
。
た
だ
し
、
裁
判
所
は
こ
の
判
決
中
で
、
人
権
を
、
基
本
的
な

こ
れ
が
当
局
に
よ
り
イ
ェ
ー
ガ
ー
に
対
す
る
名
誉
毀
損
に
な
る
と

し
て
判
断
さ
れ
て
起
訴
さ
れ
た
。
プ
エ
ル
ト
リ
コ
の
刑
法
は
軽
犯

罪
に
関
し
て
は
陪
審
を
保
障
し
て
い
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
バ
ル

ザ
ッ
ク
は
、
ジ
ョ
ー
ン
ズ
法
に
よ
り
米
国
市
民
と
し
て
認
め
ら
れ

て
い
る
に
も
拘
わ
ら
ず
、
陪
審
裁
判
を
受
け
る
権
利
を
保
障
し
た

第
六
修
正
に
基
づ
く
彼
の
権
利
が
侵
害
さ
れ
た
と
主
張
し
て
争
っ

た
。
プ
エ
ル
ト
リ
コ
最
高
裁
判
所
は
、
権
利
章
典
の
規
定
は
、

ジ
ョ
ー
ン
ズ
法
の
成
立
後
で
あ
っ
て
も
プ
エ
ル
ト
リ
コ
に
は
適
用

で
き
な
い
と
判
示
し
て
、
彼
の
主
張
を
退
け
た
。
そ
こ
で
彼
は
連

邦
最
高
裁
判
所
に
上
告
し
た
。

（
二
）　

法
廷
意
見

連
邦
最
高
裁
判
所
は
全
判
事
の
一
致
に
よ
り
、
訴
え
を
退
け
た
。

判
決
は
タ
フ
ト
長
官
自
身
が
申
し
渡
し
た
。
タ
フ
ト
の
判
決
文
を

要
約
す
る
と
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
八
九
八
年
の
米
西
戦
争
終
結
後
、
プ
エ
ル
ト
リ
コ
は
米
国
の

統
治
下
に
あ
る
が
、
そ
の
領
域
は
州
と
し
て
の
地
位
を
有
し
て
は

お
ら
ず
、
連
邦
議
会
は
合
衆
国
憲
法
の
ど
の
条
項
が
適
用
に
な
る

か
を
決
定
す
る
権
限
を
有
す
る
。
一
部
の
憲
法
条
項
は
、
市
民
権

に
基
づ
い
て
で
は
無
く
、
そ
の
所
在
地
に
基
づ
い
て
適
用
さ
れ
る
。

プ
エ
ル
ト
リ
コ
は
、
米
国
に
占
領
さ
れ
る
以
前
、
四
〇
〇
年
以
上

一
三
五



日
本
法
学　

第
七
十
九
巻
第
三
号
（
二
〇
一
四
年
一
月
）

（
六
五
四
）

正
手
続
き
に
違
反
し
て
無
効
で
あ
る
と
主
張
し
て
プ
エ
ル
ト
リ
コ

最
高
裁
判
所
に
上
告
し
た
が
、
同
裁
判
所
は
上
告
を
退
け
、
下
級

審
判
決
が
確
定
し
た
。
そ
こ
で
、
ト
レ
ス
は
さ
ら
に
連
邦
最
高
裁

判
所
に
上
告
し
た
。
連
邦
最
高
裁
判
所
は
、
プ
エ
ル
ト
リ
コ
法
を

第
四
修
正
に
違
反
し
、
違
憲
と
判
決
し
た
。
判
決
文
の
中
で
、

バ
ー
ガ
ー
長
官
は
第
四
修
正
が
直
接
適
用
に
な
る
の
か
、
第
一
四

修
正
を
通
し
て
適
用
に
な
る
の
か
は
明
確
に
し
な
か
っ
た
。
こ
れ

に
対
し
、
ブ
レ
ナ
ン
（W

illiam
 J. B

rennan

）
判
事
は
、
補
足

意
見
中
で
、
島
嶼
事
件
判
例
は
、
一
九
七
〇
年
代
に
は
既
に
時
代

錯
誤
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
と
述
べ
た
。

八　

ア
ト
キ
ン
ス
対
児
童
病
院
事
件

こ
のA

dkins v. C
hildren ’s H

ospital, 261 U
.S

. 525 

（1923

）

は
、
女
性
及
び
年
少
労
働
者
に
限
定
し
て
最
低
賃
金
を
定
め
る
法

律
を
違
憲
と
し
た
も
の
で
、
ロ
ッ
ク
ナ
ー
時
代
の
典
型
判
決
の
一

つ
で
あ
る
。

（
一
）　

事
件
の
背
景

一
九
一
八
年
、
連
邦
議
会
は
、
ワ
シ
ン
ト
ン
Ｄ
．Ｃ
．に
お
け
る

女
性
及
び
子
供
の
最
低
賃
金
を
定
め
る
法
律
を
制
定
し
た
。
同
法

は
、
使
用
者
、
被
用
者
及
び
公
益
代
表
の
三
人
か
ら
な
る
ワ
シ
ン

も
の
と
そ
う
で
な
い
も
の
と
に
分
け
た
が
、
何
が
基
本
的
人
権
と

し
て
プ
エ
ル
ト
リ
コ
人
に
も
適
用
に
な
る
か
に
つ
い
て
は
明
確
に

し
な
か
っ
た
。
そ
の
結
果
、
米
国
の
海
外
植
民
地
に
お
け
る
人
権

は
、
極
め
て
流
動
的
な
状
態
に
置
か
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

プ
エ
ル
ト
リ
コ
で
は
一
九
三
〇
年
代
以
降
、
独
立
運
動
が
激
化

し
、
島
内
の
様
々
な
町
で
蜂
起
や
反
乱
事
件
が
続
い
た
。
こ
う
し

た
事
態
を
重
く
見
た
連
邦
政
府
は
一
九
五
二
年
に
は
米
国
の
コ
モ

ン
ウ
ェ
ル
ス
と
し
て
内
政
自
治
権
を
付
与
し
、
今
日
に
至
っ
て
い
る
。

一
九
七
九
年
、
バ
ー
ガ
ー
・
コ
ー
ト
に
お
い
て
、
ト
レ
ス

（T
orres v. P

uerto R
ico, 442 U

.S
. 465 

（1979

））
事
件
判
決

が
下
さ
れ
た
。
こ
の
事
件
は
、
プ
エ
ル
ト
リ
コ
政
府
が
一
九
七
五

年
に
、
プ
エ
ル
ト
リ
コ
警
察
に
米
本
土
か
ら
来
る
者
の
荷
物
を
検

査
す
る
権
限
を
与
え
た
法
律
を
制
定
し
た
こ
と
が
問
題
と
な
っ
た
。

ト
レ
ス
（T

erry T
orres

）
は
フ
ロ
リ
ダ
州
の
住
民
で
あ
る
が
、

マ
イ
ア
ミ
か
ら
空
路
プ
エ
ル
ト
リ
コ
の
首
都
サ
ン
・
フ
ア
ン
に
降

り
立
っ
た
際
、
ト
レ
ス
の
挙
動
に
不
審
な
点
が
あ
る
と
し
て
警
察

が
荷
物
を
検
査
し
た
結
果
、
一
オ
ン
ス
の
マ
リ
フ
ァ
ナ
と
二
五
万

ド
ル
の
現
金
を
所
持
し
て
い
る
の
が
発
見
さ
れ
、
三
年
間
の
懲
役

が
宣
告
さ
れ
た
。

ト
レ
ス
は
、
プ
エ
ル
ト
リ
コ
法
は
、
第
一
四
修
正
の
定
め
る
適

一
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ロ
ッ
ク
ナ
ー
時
代
（
甲
斐
）

（
六
五
五
）

権
限
を
与
え
て
い
た
。
勧
告
を
受
け
て
委
員
会
は
適
正
賃
金
額
を

決
定
す
る
。
そ
の
決
定
に
対
し
て
は
当
事
者
に
異
議
申
し
立
て
権

が
あ
る
。
最
終
的
に
決
定
さ
れ
た
賃
金
を
支
払
わ
な
い
場
合
に
は
、

軽
犯
罪
と
し
て
罰
金
ま
た
は
拘
留
に
処
せ
ら
れ
た
。

（
二
）　

事
件
の
内
容

最
高
裁
判
所
に
上
告
さ
れ
た
事
件
は
二
つ
あ
っ
て
、
一
括
し
て

判
決
が
下
さ
れ
た
が
、
こ
こ
で
は
便
宜
上
児
童
病
院
に
つ
い
て
の

み
紹
介
す
る
。
上
告
人
は
、
ワ
シ
ン
ト
ン
Ｄ
．Ｃ
．の
子
ど
も
た
ち

の
た
め
に
病
院
を
経
営
す
る
企
業
で
あ
っ
た
。
同
病
院
は
、
様
々

な
職
種
に
極
め
て
多
数
の
女
性
を
雇
用
し
て
お
り
、
彼
女
た
ち
は

病
院
と
賃
金
や
手
当
が
十
分
な
も
の
で
あ
る
こ
と
に
合
意
し
て
い

た
が
、
い
く
つ
か
の
職
種
で
は
、
同
法
に
基
づ
き
委
員
会
の
制
定

し
た
規
則
に
定
め
ら
れ
た
最
低
賃
金
未
満
に
な
っ
て
い
た
。
同
病

院
が
雇
用
し
て
い
る
女
性
は
す
べ
て
成
年
で
、
何
ら
法
的
無
能
力

状
態
に
は
無
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
同
法
が
第
五
修
正
の
保
障
す
る

適
正
手
続
き
に
違
反
し
て
い
る
か
ど
う
か
が
問
題
と
な
っ
た
。

こ
う
し
た
理
由
か
ら
、
児
童
病
院
は
、
委
員
会
を
構
成
す
る
ア

ト
キ
ン
ス
（Jesse C

. A
dkins

）
そ
の
他
の
委
員
を
被
告
と
し

て
訴
え
を
提
起
し
た
。

ト
ン
Ｄ
．Ｃ
．最
低
賃
金
委
員
会
（the M

inim
um

 W
age B

oard 
of the D

istrict of C
olum

bia

）
を
設
置
し
た
。

同
法
は
、
委
員
会
に
「
⑴
ワ
シ
ン
ト
ン
Ｄ
．Ｃ
．内
の
雇
用
場
所

の
相
違
に
応
じ
、
女
性
及
び
年
少
者
の
賃
金
を
査
察
し
、
⑵
女
性

及
び
年
少
者
で
あ
る
被
用
者
の
賃
金
問
題
に
何
ら
か
の
形
で
属
す

る
か
、
関
係
す
る
あ
ら
ゆ
る
書
類
、
支
払
い
帳
、
な
い
し
記
録
を

委
員
会
委
員
な
い
し
そ
の
代
理
人
が
調
査
し
、
⑶
雇
用
者
に
そ
の

雇
用
す
る
女
性
及
び
年
少
者
に
対
し
て
支
払
わ
れ
た
賃
金
の
完
全

か
つ
真
実
の
記
録
を
要
求
す
る
」
権
限
を
与
え
て
い
た
。

そ
れ
に
基
づ
き
、
委
員
会
に
「
⒜
ワ
シ
ン
ト
ン
Ｄ
．Ｃ
．内
の
任

意
の
職
場
に
お
け
る
女
性
の
た
め
の
最
低
賃
金
の
標
準
、
及
び
そ

れ
を
下
回
る
賃
金
は
、
そ
の
よ
う
な
女
性
労
働
者
に
、
良
好
な
健

康
状
態
を
維
持
し
、
そ
の
道
徳
を
守
る
た
め
に
生
活
に
必
要
な
費

用
を
供
給
す
る
に
は
不
十
分
で
あ
る
こ
と
。
⒝
ワ
シ
ン
ト
ン
Ｄ
．

Ｃ
．内
の
任
意
の
職
場
に
お
け
る
年
少
者
の
た
め
の
最
低
賃
金
の

標
準
、
及
び
そ
れ
を
下
回
る
賃
金
が
年
少
労
働
者
に
不
合
理
に
低

額
で
あ
る
こ
と
」
を
定
め
る
権
限
を
与
え
て
い
た
。

そ
し
て
、
上
記
標
準
を
下
回
る
賃
金
し
か
支
払
わ
れ
て
い
な
い

場
合
に
は
、
委
員
会
に
雇
用
者
及
び
被
用
者
の
代
表
か
ら
な
る
会

議
を
招
集
し
、
そ
の
賃
金
が
妥
当
な
も
の
か
ど
う
か
勧
告
さ
せ
る

一
三
七



日
本
法
学　

第
七
十
九
巻
第
三
号
（
二
〇
一
四
年
一
月
）

（
六
五
六
）

約
上
、
政
治
上
の
、
そ
し
て
、
市
民
の
地
位
の
変
更
は
、
そ
う
し

た
男
女
差
が
ほ
と
ん
ど
消
滅
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
し
た
。

こ
う
し
て
ミ
ュ
ラ
ー
事
件
の
先
例
性
を
否
定
し
、
ロ
ッ
ク
ナ
ー

事
件
に
従
っ
て
、
同
法
を
違
憲
と
し
た
の
で
あ
る
。

（
四
）　

反
対
意
見

タ
フ
ト
長
官
、
ホ
ー
ム
ズ
及
び
サ
ン
フ
ォ
ー
ド
（E

dw
ard T

. 
S
anford

）
両
判
事
は
反
対
意
見
を
執
筆
し
た
。
こ
こ
で
は
、
普

段
は
ロ
ッ
ク
ナ
ー
時
代
判
決
の
支
持
者
で
あ
る
タ
フ
ト
が
、
ど
の

よ
う
に
反
対
意
見
を
述
べ
た
の
か
を
見
て
お
こ
う
。
タ
フ
ト
は
、

最
低
賃
金
法
と
最
長
労
働
時
間
制
限
法
に
は
、
両
者
が
共
に
契
約

に
制
約
を
加
え
て
い
る
と
い
う
点
に
お
い
て
、
な
ん
ら
法
的
差
異

は
な
い
と
す
る
。
そ
し
て
、
彼
は
ロ
ッ
ク
ナ
ー
事
件
の
先
例
性
は

ミ
ュ
ラ
ー
事
件
及
び
バ
ン
テ
ィ
ン
グ
事
件
に
よ
っ
て
覆
さ
れ
て
い

る
と
主
張
し
て
い
る
。

（
五
）　

そ
の
後

こ
の
判
例
は
、
そ
の
後
、
ウ
ェ
ス
ト
コ
ー
ス
ト
ホ
テ
ル
事
件

（W
est C

oast H
otel C

o. v. P
arrish, 300 U

.S
. 379 

（1937

））

に
よ
っ
て
覆
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
通
常
、
こ
の
ウ
ェ
ス
ト
コ
ー

ス
ト
ホ
テ
ル
事
件
判
決
が
、
ロ
ッ
ク
ナ
ー
時
代
の
終
わ
り
を
告
げ

る
判
決
と
さ
れ
る
。

（
三
）　

法
廷
意
見

こ
の
事
件
で
は
、
ブ
ラ
ン
ダ
イ
ス
は
審
理
に
加
わ
っ
て
お
ら
ず
、

八
人
の
判
事
に
よ
り
審
理
さ
れ
た
。
評
決
は
五
対
三
で
、
同
法
を

違
憲
と
判
決
し
た
。
判
決
は
サ
ザ
ラ
ン
ド
（G

eorge S
utherland

）

判
事
が
執
筆
し
た
。
サ
ザ
ラ
ン
ド
判
事
の
判
決
は
、
ミ
ュ
ラ
ー
対

オ
レ
ゴ
ン
州
事
件

（
22
）

及
び
バ
ン
テ
ィ
ン
グ
対
オ
レ
ゴ
ン
州
事
件
、

ロ
ッ
ク
ナ
ー
事
件
を
前
例
と
し
て
引
用
し
て
い
る
。

サ
ザ
ラ
ン
ド
は
、
こ
の
ミ
ュ
ラ
ー
事
件
は
、
女
性
の
労
働
時
間

の
上
限
を
定
め
た
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
、
本
件
法
律
は
最
低
賃

金
を
問
題
に
し
て
い
る
と
し
て
、
先
例
性
を
否
定
し
た
。
最
長
労

働
時
間
に
つ
い
て
は
、
本
件
法
律
と
は
異
な
り
、
賃
金
と
は
無
関

係
に
交
渉
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
さ
ら
に
最
低
賃
金
は
、
人

為
的
に
雇
用
者
の
側
だ
け
を
制
約
し
て
い
る
。
も
し
、
立
法
者
が

最
低
賃
金
法
を
定
め
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
な
ら
ば
、
彼
ら
は
最
高

賃
金
法
を
定
め
る
こ
と
も
許
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
と
し
た
。

さ
ら
に
サ
ザ
ラ
ン
ド
は
、
ミ
ュ
ラ
ー
判
決
以
降
の
大
き
な
客
観

情
勢
の
変
更
点
と
し
て
、
憲
法
第
一
九
修
正
の
存
在
を
指
摘
し
て

い
る
。
彼
は
ミ
ュ
ラ
ー
事
件
等
で
は
、
男
性
と
女
性
の
た
め
の
特

別
な
保
護
を
正
当
化
す
る
よ
う
な
女
性
と
の
違
い
を
強
調
し
て
い

た
と
指
摘
し
て
い
る
。
第
一
九
修
正
に
よ
っ
て
生
じ
た
女
性
の
契

一
三
八



ロ
ッ
ク
ナ
ー
時
代
（
甲
斐
）

（
六
五
七
）

で
は
無
く
、
罰
金
で
あ
る
と
し
た
。
そ
し
て
こ
の
罰
金
で
、
⑴
証

券
取
引
所
の
メ
ン
バ
ー
に
な
る
こ
と
を
適
正
手
続
き
に
依
ら
ず
に

強
制
し
て
お
り
、
こ
れ
は
法
の
適
正
手
続
き
に
よ
ら
ず
に
個
人
の

財
産
を
奪
う
行
為
で
あ
っ
て
、
第
五
修
正
に
違
反
し
、
⑵
そ
れ
は
、

外
国
な
い
し
州
際
通
商
で
は
な
く
、
完
全
に
イ
リ
ノ
イ
州
内
部
の

穀
物
取
引
を
規
制
し
て
い
る
点
で
、
州
際
通
商
規
制
権
限
を
逸
脱

し
て
お
り
、
⑶
イ
リ
ノ
イ
州
の
権
利
を
侵
害
し
て
い
る
点
に
お
い

て
第
一
修
正
に
違
反
し
て
い
る
と
し
た
の
で
あ
る
。

（
二
）　

事
件
の
背
景

先
物
取
引
法
に
対
す
る
違
憲
判
決
か
ら
わ
ず
か
二
週
間
後
に
、

連
邦
議
会
は
穀
物
先
物
法
（G

rain F
utures A

ct

）
を
成
立
さ

せ
た
。
連
邦
議
会
は
、
前
法
に
対
し
て
違
憲
判
決
が
下
っ
た
の
は
、

前
法
の
段
階
で
は
先
物
取
引
の
機
能
を
連
邦
最
高
裁
判
所
が
正
確

に
理
解
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
に
原
因
が
あ
る
と
考
え
た
ら
し
く
、

こ
の
法
律
で
は
実
際
の
機
能
に
つ
い
て
詳
し
く
説
明
を
盛
り
込
ん

で
い
る
。

判
決
文
か
ら
そ
の
要
点
を
紹
介
す
る
と
、
シ
カ
ゴ
商
品
取
引
所

は
一
八
五
九
年
に
制
定
さ
れ
た
イ
リ
ノ
イ
州
法
に
よ
っ
て
設
立
さ

れ
た
機
関
で
、
一
、六
〇
〇
人
の
会
員
が
お
り
、
理
事
会
は
一
八

名
で
構
成
さ
れ
、
理
事
の
う
ち
一
名
が
総
裁
（president

）
で

九　

シ
カ
ゴ
市
商
品
取
引
所
対
オ
ル
セ
ン
事
件

こ
のB

oard of T
rade of C

ity of C
hicago v. O

lsen, 262 
U
.S

. 1 

（1923
）
は
、
そ
の
前
年
、
一
九
二
二
年
に
下
さ
れ
た
ヒ

ル
対
ウ
ォ
ー
レ
ス
（H

ill v. W
allace, 259 U

.S
. 44 

（1922

））

事
件
判
決
を
事
実
上
覆
し
た
判
決
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
判
決
は
、

い
ず
れ
も
シ
カ
ゴ
商
品
取
引
所
に
お
け
る
穀
物
先
物
取
引
に
課
税

す
る
二
つ
の
法
律
の
合
憲
性
が
問
題
と
な
っ
た
事
件
で
あ
る
。

（
一
）　

ヒ
ル
対
ウ
ォ
ー
レ
ス
事
件

こ
の
事
件
で
は
、
穀
物
の
先
物
契
約
（F

uture C
ontract （

23
）

）

に
対
し
、
課
税
を
行
う
こ
と
を
定
め
た
先
物
取
引
法
（F

uture 
T
rading A

ct of 1921 （
24
）

）
の
合
憲
性
が
問
題
と
な
っ
た
。
こ
の
当

時
、
小
麦
は
一
ブ
ッ
シ
ェ
ル

（
25
）

あ
た
り
一
ド
ル
以
下
で
取
引
さ
れ
て

い
た
が
、
先
物
取
引
法
は
、
先
物
取
引
さ
れ
る
穀
物
一
ブ
ッ
シ
ェ

ル
あ
た
り
二
〇
セ
ン
ト
の
課
税
を
行
う
事
を
定
め
て
い
た
。
た
だ

し
、
シ
カ
ゴ
市
商
品
取
引
所
会
員
の
場
合
に
は
課
税
対
象
外
と
さ

れ
た
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
課
税
は
事
実
上
、
シ
カ
ゴ
市
商
品
取

引
所
会
員
以
外
の
者
に
よ
る
取
引
を
禁
止
す
る
機
能
を
果
た
し
て

い
た
。

こ
こ
か
ら
、
連
邦
最
高
裁
判
所
は
全
会
一
致
で
、
こ
れ
は
課
税

一
三
九
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法
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七
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九
巻
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〇
一
四
年
一
月
）

（
六
五
八
）

い
る
の
で
、
領
収
書
保
有
者
は
領
収
書
が
発
行
さ
れ
た
と
き
に
保

管
さ
れ
て
い
る
穀
物
を
取
得
し
た
の
で
は
な
い
こ
と
、
等
を
定
め

て
い
る
。

先
物
取
引
の
大
半
は
、
穀
物
商
人
、
製
粉
業
者
な
ど
に
よ
っ
て

穀
物
の
価
格
変
動
に
対
し
て
自
身
を
守
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
行

わ
れ
、
そ
の
販
売
、
出
荷
、
ま
た
は
製
造
の
た
め
の
出
荷
と
相
殺

取
引
す
る
こ
と
で
決
済
さ
れ
る
。
し
か
し
、
同
法
の
述
べ
る
と
こ

ろ
に
よ
れ
ば
、
先
物
取
引
の
別
の
大
き
な
部
分
は
、
価
格
に
影
響

を
与
え
る
市
場
環
境
を
研
究
し
、
将
来
価
格
を
予
想
し
て
財
産
上

の
利
益
を
得
よ
う
と
試
み
る
、
い
わ
ゆ
る
投
機
家
に
よ
っ
て
行
わ

れ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
投
機
家
の
一
部
は
市
場
に
有
意
的
な
影

響
を
与
え
ら
れ
る
ほ
ど
の
資
本
を
持
ち
、
大
規
模
な
単
一
の
購
入

を
行
う
。
国
内
の
先
物
取
引
の
七
分
の
六
は
シ
カ
ゴ
で
行
わ
れ
て

い
る
が
、
過
去
一
五
年
間
、
同
取
引
交
換
所
規
則
の
強
制
及
び

シ
ャ
ー
マ
ン
反
ト
ラ
ス
ト
法
の
効
果
に
よ
り
買
い
占
め
は
実
行
さ

れ
て
い
な
い
こ
と
等
を
述
べ
て
い
る
。

こ
の
法
律
で
も
、
交
換
所
の
会
員
で
無
い
も
の
や
、
現
物
を
有

し
な
い
者
の
取
引
に
は
、
一
九
二
一
年
先
物
取
引
法
と
同
様
に
、

や
は
り
一
ブ
ッ
シ
ェ
ル
あ
た
り
二
〇
セ
ン
ト
の
課
税
を
行
っ
て
い
た
。

あ
る
。
取
引
所
法
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
商
品
交
換
所
そ
の

も
の
は
、
穀
物
の
売
り
買
い
を
す
る
こ
と
は
無
く
、
商
品
の
交
換

を
仲
介
す
る
事
務
所
で
あ
る
に
過
ぎ
な
い
。
そ
の
会
員
は
州
際
取

引
に
従
事
し
て
い
る
が
、
取
引
所
自
体
と
し
て
は
、
い
か
な
る
意

味
で
も
州
際
取
引
機
関
で
は
な
い
。
た
だ
し
、
通
常
の
業
務
時
間

中
に
、
取
引
場
内
に
お
い
て
、
現
金
あ
る
い
は
先
物
取
引
で
そ
の

初
値
を
付
け
、
あ
る
い
は
価
格
の
変
更
を
行
い
、
そ
う
し
た
価
格

情
報
を
、
電
報
会
社
を
通
じ
て
会
員
等
に
伝
達
す
る
業
務
を
行
っ

て
い
る
。

同
じ
く
、
商
品
取
引
所
は
、
会
員
の
入
会
金
二
万
五
、〇
〇
〇

ド
ル
と
年
会
費
に
よ
っ
て
維
持
さ
れ
て
い
る
。
年
会
費
は
、
毎
年

度
、
そ
の
業
績
評
価
に
応
じ
て
変
動
す
る
。
取
引
所
は
こ
れ
ら
の

資
金
を
蓄
積
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
取
引
場
の
為
の
巨
大
な
施
設
と

事
務
所
を
運
営
し
て
い
る
。

同
法
は
、
先
物
契
約
に
関
わ
る
一
切
の
取
引
は
、
取
引
所
理
事

会
の
定
め
る
規
則
に
従
い
、
シ
カ
ゴ
に
あ
る
イ
リ
ノ
イ
州
か
ら
公

共
倉
庫
業
務
を
行
う
許
可
を
得
て
い
る
計
一
、三
〇
〇
万
ブ
ッ

シ
ェ
ル
の
容
量
を
有
す
る
一
二
の
倉
庫
か
ら
発
行
さ
れ
た
穀
物
倉

庫
領
収
書
を
交
付
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
行
う
こ
と
が
可
能
な

こ
と
、
穀
物
は
他
者
の
所
有
に
属
す
る
穀
物
と
混
合
保
管
さ
れ
て

一
四
〇



ロ
ッ
ク
ナ
ー
時
代
（
甲
斐
）

（
六
五
九
）

（
四
）　

そ
の
後

一
九
三
六
年
に
同
法
は
、
穀
物
以
外
の
先
物
取
引
も
対
象
と
し

た
商
品
取
引
法
（C

om
m
odity E

xchange A
ct

）
に
改
正
さ
れ

た
。
さ
ら
に
一
九
七
四
年
に
商
品
先
物
取
引
委
員
会
（C

om
m
odity 

F
utures T

rading C
om

m
ission

）
が
設
置
さ
れ
た
。
一
九
八
二

年
に
は
業
界
の
自
治
機
関
で
あ
る
全
米
先
物
協
会
（N

ational 
F
utures A

ssociation

）
が
設
置
さ
れ
た
。

一
○　

キ
ャ
ロ
ル
対
合
衆
国
事
件

こ
のC

arroll v. U
nited S

tates, 267 U
.S

. 132 

（1925

）
は
、

警
察
が
、
令
状
無
し
に
自
動
車
の
捜
索
を
行
う
こ
と
の
合
憲
性
が

第
四
修
正
と
の
関
係
で
問
題
と
な
っ
た
事
件
で
あ
る
。

（
一
）　

事
件
の
内
容

連
邦
覆
面
捜
査
官
は
、
密
造
酒
取
扱
業
者
で
あ
る
キ
ャ
ロ
ル

（G
eorge C

arroll

）
を
騙
し
て
酒
を
買
う
契
約
を
結
ん
だ
が
、

酒
を
受
領
で
き
な
か
っ
た
。
捜
査
官
は
そ
の
後
に
、
定
期
パ
ト

ロ
ー
ル
の
途
上
、
キ
ャ
ロ
ル
と
キ
ロ
（John K

iro

）
が
ハ
イ

ウ
ェ
イ
で
車
を
走
ら
せ
て
い
る
の
を
発
見
し
た
。
捜
査
官
は
こ
れ

を
追
跡
し
た
。
そ
し
て
、
令
状
無
し
に
、
キ
ャ
ロ
ル
の
自
動
車
を

捜
索
し
た
結
果
、
後
部
座
席
の
後
ろ
に
違
法
な
酒
が
隠
匿
さ
れ
て

（
三
）　

法
廷
意
見

連
邦
最
高
裁
判
所
は
、
八
対
二
で
同
法
を
合
憲
と
し
た
。
法
廷

意
見
は
タ
フ
ト
が
執
筆
し
た
。

そ
の
要
点
を
紹
介
す
る
と
、

①　

穀
物
先
物
法
は
、
州
際
取
引
に
対
す
る
規
制
で
あ
る
の
で
、

先
物
取
引
を
課
税
権
の
行
使
に
よ
り
規
制
す
る
こ
と
は
合
憲
で

は
な
い
と
す
る
ヒ
ル
対
ウ
ォ
ー
レ
ス
判
決
の
効
力
は
及
ば
な
い
。

②　

す
な
わ
ち
、
穀
物
の
流
通
経
路
は
、
ま
ず
シ
カ
ゴ
市
場
に
他

州
か
ら
搬
入
さ
れ
、
暫
定
的
に
保
管
さ
れ
、
シ
カ
ゴ
商
品
取
引

所
で
売
却
さ
れ
、
再
び
そ
の
大
半
は
他
州
な
い
し
外
国
に
搬
出

さ
れ
る
の
で
、
こ
れ
は
連
邦
議
会
の
有
す
る
州
際
取
引
事
項
で

あ
る
。

③　

穀
物
が
西
部
諸
州
か
ら
東
部
諸
州
に
搬
送
さ
れ
、
そ
の
過
程

で
シ
カ
ゴ
に
お
い
て
、
そ
れ
を
保
管
し
、
検
査
し
、
計
量
し
、

等
級
付
け
し
、
混
合
し
、
所
有
者
・
荷
受
人
若
し
く
は
方
向
を

変
更
し
、
し
か
る
後
に
同
一
契
約
、
同
一
料
率
の
下
に
搬
出
さ

れ
る
こ
と
は
、
シ
カ
ゴ
に
あ
る
間
に
地
方
が
課
税
を
行
う
事
を

妨
げ
る
も
の
で
は
無
い
の
で
、
連
邦
議
会
が
権
限
を
有
す
る
州

際
取
引
規
制
権
の
外
に
あ
る
と
す
る
必
要
は
無
い
。

一
四
一



日
本
法
学　

第
七
十
九
巻
第
三
号
（
二
〇
一
四
年
一
月
）

（
六
六
〇
）

て
、
令
状
の
有
無
を
定
め
て
い
る
点
に
注
目
し
た
。
す
な
わ
ち
、

同
法
二
五
条
は
、
酒
の
違
法
な
販
売
の
た
め
に
使
用
さ
れ
て
い
る

民
間
住
居
（private dw

elling

）
に
限
り
、
捜
索
令
状
の
発
行

を
認
め
て
い
た
。
こ
の
違
い
は
、
自
動
車
等
は
速
や
か
に
捜
査
官

の
管
轄
区
域
の
外
に
移
動
す
る
こ
と
が
で
き
る
た
め
、
そ
の
よ
う

な
状
況
下
で
は
、
捜
索
令
状
の
発
給
を
強
制
す
る
の
は
実
用
的
で

は
な
い
と
し
た
の
で
あ
る
。
同
時
に
タ
フ
ト
は
、
そ
の
権
限
の
限

界
を
次
の
様
に
述
べ
た
。

「
禁
酒
法
取
締
官
が
、
仮
に
酒
を
発
見
す
る
た
め
に
、
ハ

イ
ウ
ェ
イ
を
合
法
的
に
使
用
し
て
い
る
あ
ら
ゆ
る
車
両
を
停

止
さ
せ
、
捜
索
す
る
権
限
を
付
与
さ
れ
て
い
る
と
解
釈
し
た

場
合
に
は
、
そ
れ
は
耐
え
が
た
く
、
又
不
合
理
で
あ
る
。

〈
中
略
〉
仮
に
官
憲
が
令
状
な
し
に
自
動
車
を
捜
索
し
、
ま

た
は
酒
を
押
収
し
、
そ
の
後
そ
の
事
実
が
非
難
と
没
収
の
判

決
と
し
て
正
当
化
さ
れ
な
い
場
合
に
は
、
官
憲
は
、
そ
の
押

収
が
合
理
的
可
能
性
を
有
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
こ
と
に

よ
っ
て
、
押
収
に
よ
っ
て
与
え
た
損
害
賠
償
を
免
れ
る
こ
と

が
で
き
る
。
そ
の
押
収
の
適
法
性
の
基
準
は
、
捜
索
官
憲
が

停
止
し
、
押
収
し
た
自
動
車
が
違
法
に
酒
を
輸
送
し
て
い
る

と
信
じ
る
た
め
の
合
理
的
な
、
ま
た
は
可
能
性
の
あ
る
原
因

い
る
の
を
発
見
し
、
禁
酒
法
違
反
で
起
訴
し
た
。

令
状
無
し
に
捜
索
し
た
の
は
、
全
国
禁
酒
法
が
次
の
様
に
定
め

て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

「
二
六
条
：
禁
酒
法
委
員
、
助
力
者
、
捜
査
官
そ
の
他
の
官

憲
が
、
法
に
違
反
し
て
、
酒
を
何
ら
か
の
ワ
ゴ
ン
、
バ
ギ
ー
、

自
動
車
、
船
舶
、
航
空
機
そ
の
他
の
乗
り
物
で
輸
送
し
て
い

る
と
こ
ろ
を
発
見
し
た
場
合
に
は
、
法
律
に
反
し
て
輸
送
さ

れ
て
い
る
す
べ
て
の
酒
を
発
見
す
る
こ
と
は
、
そ
の
義
務
で

あ
る
。
不
法
に
酒
を
輸
送
し
、
ま
た
は
所
有
し
て
い
た
場
合

に
は
何
時
で
も
官
憲
に
よ
っ
て
押
収
さ
れ
る
。
官
憲
は
、
自

動
車
、
ボ
ー
ト
、
船
、
航
空
機
そ
の
他
い
か
な
る
手
段
を
問

わ
ず
搬
送
に
使
用
さ
れ
る
物
を
押
収
し
、
そ
の
任
に
当
た
っ

て
い
た
者
を
逮
捕
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」

そ
こ
で
、
キ
ャ
ロ
ル
達
は
、
禁
酒
法
が
令
状
に
依
ら
な
い
逮

捕
・
捜
索
を
禁
じ
た
第
四
修
正
に
違
反
し
て
い
る
と
、
連
邦
最
高

裁
に
上
告
し
た
。

（
二
）　

法
廷
意
見

連
邦
最
高
裁
は
八
対
二
で
、
禁
酒
法
の
同
条
項
を
合
憲
と
し
た
。

法
廷
意
見
は
タ
フ
ト
が
執
筆
し
た
。

裁
判
所
は
、
禁
酒
法
が
建
物
と
自
動
車
等
の
乗
り
物
を
区
別
し

一
四
二



ロ
ッ
ク
ナ
ー
時
代
（
甲
斐
）

（
六
六
一
）

じ
ら
れ
る
場
合
に
の
み
、
警
察
は
令
状
な
し
で
、
そ
の
逮
捕
者
の

乗
っ
て
い
た
自
動
車
を
捜
索
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
た
。
ガ
ン

ト
事
件
の
場
合
に
は
、
上
述
の
よ
う
に
、
彼
の
自
動
車
で
容
疑
者

が
移
動
す
る
チ
ャ
ン
ス
は
無
か
っ
た
の
で
、
車
両
を
捜
索
す
る
に

は
令
状
が
必
要
な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
新
し
い
条
件
が
付

加
さ
れ
て
い
る
が
、
キ
ャ
ロ
ル
・
ド
ク
ト
リ
ン
は
今
も
有
効
な
基

準
で
あ
る
。

一
一　

マ
イ
ヤ
ー
ズ
対
合
衆
国
事
件

こ
のM

yers v. U
nited S

tates, 272 U
.S

. 52 

（1926

）
事

件
に
お
い
て
は
、
大
統
領
が
、
上
院
の
助
言
と
承
認
に
基
づ
き
任

命
し
た
合
衆
国
行
政
府
の
官
僚
を
、
任
意
に
罷
免
す
る
権
力
が
あ

る
か
ど
う
か
が
問
題
と
な
っ
た
。
こ
の
事
件
で
問
題
と
な
っ
た
の

は
、
合
衆
国
憲
法
二
条
二
節
の
次
の
条
項
で
あ
る
。

「
大
統
領
は
、
大
使
そ
の
他
の
外
交
使
節
お
よ
び
領
事
、

最
高
裁
判
所
の
裁
判
官
、
な
ら
び
に
、
こ
の
憲
法
に
そ
の
任

命
に
関
し
て
特
段
の
規
定
の
な
い
官
吏
で
あ
っ
て
、
法
律
に

よ
っ
て
設
置
さ
れ
る
他
の
す
べ
て
の
合
衆
国
官
吏
を
指
名
し
、

上
院
の
助
言
と
承
認
を
得
て
、
こ
れ
を
任
命
す
る
。」

を
持
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。」

こ
れ
は
、
キ
ャ
ロ
ル
・
ド
ク
ト
リ
ン
と
し
て
知
ら
れ
る
。

（
三
）　

そ
の
後

一
九
四
八
年
、
連
邦
裁
判
所
はU

nited S
tates v. D

i R
e, 

332 U
.S

. 581, 68 S
.C

t. 222, 92 L
.E

d. 210

に
お
い
て
、
明
ら

か
に
合
法
的
に
停
車
し
て
い
た
車
両
内
の
乗
客
を
調
べ
る
場
合
に

は
、
こ
の
キ
ャ
ロ
ル
・
ド
ク
ト
リ
ン
を
拡
大
す
る
こ
と
は
拒
否
し
た
。

キ
ャ
ロ
ル
・
ド
ク
ト
リ
ン
が
争
わ
れ
た
最
近
時
の
事
件
と
し
て

二
〇
〇
九
年
のA

rizona v. G
ant, 556 U

.S
. 332 

（2009

）
事

件
が
あ
る
。

ガ
ン
ト
（R

odney J. G
ant

）
は
、
彼
が
自
分
の
車
を
友
人
宅

の
裏
庭
に
駐
車
さ
せ
、
そ
こ
か
ら
歩
み
去
っ
た
後
に
、
一
時
停
止

違
反
及
び
運
転
免
許
証
の
不
所
持
で
逮
捕
さ
れ
た
。
ガ
ン
ト
は
、

そ
の
後
、
パ
ト
ロ
ー
ル
カ
ー
内
に
身
柄
を
拘
束
さ
れ
た
。
そ
の
状

態
に
お
い
て
警
官
は
ガ
ン
ト
の
車
を
捜
索
し
、
武
器
及
び
コ
カ
イ

ン
の
袋
を
見
つ
け
た
の
で
、
ガ
ン
ト
を
改
め
て
武
器
及
び
麻
薬
の

所
持
で
起
訴
し
た
。

こ
の
事
件
に
お
い
て
、
連
邦
最
高
裁
の
ス
テ
ィ
ブ
ン
ス
（John 

P
aul S

tevens

）
判
事
に
よ
っ
て
述
べ
ら
れ
た
法
廷
意
見
に
よ
れ

ば
、
逮
捕
者
が
自
ら
の
車
両
に
接
近
で
き
る
可
能
性
が
あ
る
と
信

一
四
三



日
本
法
学　

第
七
十
九
巻
第
三
号
（
二
〇
一
四
年
一
月
）

（
六
六
二
）

（
二
）　

法
廷
意
見

こ
の
事
件
で
は
、
最
高
裁
は
五
対
三
に
分
か
れ
た
。
法
廷
意
見

は
タ
フ
ト
が
書
い
た
。

タ
フ
ト
は
、
憲
法
は
、
職
員
の
任
用
に
つ
い
て
は
明
言
し
て
い

る
が
、
そ
の
解
任
に
つ
い
て
は
沈
黙
し
て
い
る
と
指
摘
し
た
。
タ

フ
ト
の
文
章
は
非
常
に
長
い
も
の
で
あ
る
が
、
要
点
の
み
を
紹
介

す
れ
ば
、
憲
法
制
定
会
議
の
記
録
を
調
べ
た
と
こ
ろ
、
こ
の
沈
黙

は
意
図
的
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
た
と
す
る
。
す
な
わ
ち
、
制
憲

会
議
は
幹
部
職
員
の
解
任
に
つ
い
て
議
論
し
た
が
、
そ
の
結
果
、

行
政
府
の
幹
部
職
員
は
大
統
領
の
固
有
の
権
力
の
延
長
と
し
て
の

存
在
で
あ
る
が
故
に
、
大
統
領
が
幹
部
職
員
を
罷
免
す
る
排
他
的

な
権
力
を
有
す
る
こ
と
を
、
憲
法
は
暗
黙
の
う
ち
に
承
認
し
て
い

る
と
信
じ
ら
れ
た
。
し
た
が
っ
て
、
上
述
し
た
連
邦
法
が
、
解
任

に
も
上
院
の
助
言
と
承
認
を
必
要
と
し
て
い
る
と
定
め
て
い
る
こ

と
は
、
行
政
お
よ
び
立
法
部
門
間
の
権
力
分
立
制
に
違
反
す
る
た

め
、
同
法
は
、
違
憲
で
あ
る
と
し
た
。

（
三
）　

反
対
意
見

三
人
の
反
対
意
見
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
興
味
深
い
の
で
、
簡
単
に

紹
介
す
る
。

（
一
）　

事
件
の
内
容

マ
イ
ヤ
ー
ズ
（F

rank S
. M

yers

）
は
、
一
九
一
七
年
七
月

二
一
日
に
、
上
院
の
助
言
と
承
認
を
得
て
ウ
ィ
ル
ソ
ン
大
統
領
に

よ
り
オ
レ
ゴ
ン
州
ポ
ー
ト
ラ
ン
ド
第
一
級
郵
便
局
長
に
四
年
の
任

期
で
任
命
さ
れ
た
。

一
八
七
六
年
連
邦
法
（19 S

tat. 80, 81, c. 179 

（C
om

p. S
t. 

7190

））
は
、
次
の
様
に
規
定
し
て
い
た
。

「
第
一
級
、
第
二
級
及
び
第
三
級
の
郵
便
局
長
は
大
統
領

が
、
上
院
の
助
言
と
同
意
を
得
て
、
任
命
し
、
及
び
解
任
さ

れ
る
も
の
と
し
、
そ
れ
以
前
に
法
に
従
い
解
任
若
し
く
は
停

職
さ
れ
な
い
限
り
、
四
年
間
そ
の
職
に
あ
る
。」

一
九
二
〇
年
一
月
二
〇
日
、
マ
イ
ヤ
ー
ズ
は
ウ
ィ
ル
ソ
ン
大
統

領
に
よ
っ
て
解
任
さ
れ
た
。
し
か
し
、
上
院
は
マ
イ
ヤ
ー
ズ
の
解

任
に
あ
た
り
、
助
言
と
承
認
の
決
議
を
行
っ
て
い
な
か
っ
た
。
そ

こ
で
、
彼
は
解
任
を
受
け
入
れ
る
の
を
拒
ん
だ
。
同
年
二
月
二
日
、

マ
イ
ヤ
ー
ズ
は
、
大
統
領
の
代
理
と
し
て
の
郵
政
長
官
に
よ
り
、

郵
便
局
か
ら
排
除
さ
れ
た
。
そ
こ
で
、
一
九
二
一
年
四
月
二
一
日
、

マ
イ
ヤ
ー
ズ
は
、
大
統
領
に
は
自
由
な
解
任
権
は
な
い
と
し
て
、

解
任
さ
れ
て
か
ら
任
期
満
了
ま
で
の
間
の
彼
の
俸
給
八
、八
三
八

ド
ル
七
一
セ
ン
ト
の
支
払
い
を
求
め
て
訴
え
を
提
起
し
た
。

一
四
四



ロ
ッ
ク
ナ
ー
時
代
（
甲
斐
）

（
六
六
三
）

一
二 　

合
衆
国
対
ゼ
ネ
ラ
ル
・
エ
レ
ク
ト
リ
ッ

ク
社
事
件

こ
のU

nited S
tates v. G

eneral E
lectric C

o., 272 U
.S

. 
476 

（1926

）
は
、
企
業
が
特
許
を
取
得
し
た
製
品
を
製
造
す
る

た
め
に
競
合
他
社
へ
、
価
格
拘
束
等
の
条
件
付
き
で
の
ラ
イ
セ
ン

ス
を
付
与
し
た
場
合
の
契
約
が
、
反
ト
ラ
ス
ト
法
違
反
に
問
わ
れ

た
際
の
判
断
を
示
し
た
判
例
で
あ
る
。
タ
フ
ト
と
い
う
と
こ
の
判

例
が
思
い
出
さ
れ
る
ほ
ど
に
有
名
な
事
件
で
あ
る
。

合
衆
国
憲
法
は
、
そ
の
条
文
で
明
確
に
特
許
権
の
保
護
を
行
っ

て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
一
条
八
節
八
項
は
、
連
邦
議
会
の
立
法
事

項
の
一
つ
と
し
て
次
の
様
に
定
め
て
い
る
。

「
著
作
者
お
よ
び
発
明
者
に
対
し
、
一
定
期
間
そ
の
著
作

お
よ
び
発
明
に
関
す
る
独
占
的
権
利
を
保
障
す
る
こ
と
に
よ

り
、
学
術
お
よ
び
有
益
な
技
芸
の
進
歩
を
促
進
す
る
権
限
。」

こ
れ
に
よ
り
、
合
衆
国
は
特
許
権
を
保
護
す
る
義
務
を
負
う
と

同
時
に
、
特
許
権
は
、
決
し
て
特
許
権
者
に
私
的
利
益
を
与
え
る

制
度
で
は
無
く
、
第
一
の
目
的
は
「
学
術
お
よ
び
有
益
な
技
芸
の

進
歩
を
促
進
す
る
」
こ
と
に
あ
る
こ
と
も
明
確
に
し
て
い
る
。
す

な
わ
ち
特
許
制
度
は
、
産
業
上
有
益
な
技
術
の
発
明
者
に
対
し
て
、

1　

ホ
ー
ム
ズ
判
事
の
反
対
意
見

ホ
ー
ム
ズ
判
事
は
、
議
会
の
権
力
に
は
、
郵
便
局
長
の
職
を
完

全
に
廃
止
す
る
こ
と
も
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
、
そ
の
職

の
給
与
と
職
務
を
設
定
す
る
こ
と
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
は
言
う

に
及
ば
な
い
と
し
、
彼
は
、
議
会
は
ま
た
そ
の
地
位
に
と
ど
ま
る

条
件
を
設
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
は
問
題
が
無
い
と
し
た
。

2　

マ
ク
レ
イ
ノ
ル
ズ
判
事
の
反
対
意
見

マ
ク
レ
イ
ノ
ル
ズ
判
事
は
、
同
様
に
制
憲
会
議
の
メ
ン
バ
ー
の

文
書
の
徹
底
的
な
分
析
に
よ
り
、
彼
は
、
大
統
領
に
す
べ
て
の
任

命
さ
れ
た
官
僚
を
解
雇
す
る
〝
無
限
の
権
力
（illim

itable 
pow

er

）〞
を
付
与
さ
れ
て
い
る
と
す
る
文
言
を
発
見
す
る
こ
と

は
で
き
な
か
っ
た
と
し
て
い
る
。

3　

ブ
ラ
ン
ダ
イ
ス
判
事
の
反
対
意
見

ブ
ラ
ン
ダ
イ
ス
判
事
は
最
高
裁
判
所
の
権
力
の
根
本
で
あ
る
、

マ
ー
ベ
リ
ー
対
マ
デ
ィ
ソ
ン
事
件
の
次
の
言
葉
を
引
用
し
て
反
対

し
て
い
る
。

「
決
定
の
基
礎
と
し
て
、
大
統
領
は
、
単
独
で
活
動
し
、

上
院
の
同
意
に
よ
り
、
固
定
的
な
任
期
で
任
命
さ
れ
た
下
位

の
文
官
を
罷
免
す
る
権
力
を
持
た
ず
、
本
事
件
は
、
以
前
に

既
に
そ
の
様
に
決
定
さ
れ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
て
い
る
。」

一
四
五



日
本
法
学　

第
七
十
九
巻
第
三
号
（
二
〇
一
四
年
一
月
）

（
六
六
四
）

独
占
の
企
図
と
い
う
目
的
を
実
現
す
る
た
め
の
も
の
だ
と
い
う
点

で
あ
っ
た
。

（
二
）　

法
廷
意
見

全
員
一
致
で
、
政
府
側
の
主
張
を
棄
却
し
た
。
判
決
文
は
タ
フ

ト
が
執
筆
し
て
い
る
。
タ
フ
ト
は
、
ま
ず
、
特
許
実
施
許
諾
契
約

上
の
制
限
条
項
一
般
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。

「
特
許
権
者
は
、
特
許
製
品
の
製
造
・
販
売
に
か
か
わ
る

実
施
許
諾
に
、
い
か
な
る
使
用
料
や
条
件
を
そ
れ
が
特
許
権

に
よ
り
与
え
ら
れ
た
特
許
権
者
の
報
償
を
合
理
的
に
確
保
す

る
範
囲
内
に
あ
れ
ば
課
し
て
も
よ
い
」

そ
の
理
由
と
し
て
、
次
の
様
に
述
べ
て
い
る
。

「
特
許
権
者
は
、
特
許
製
品
の
製
造
に
従
事
し
つ
つ
、
同

製
品
の
製
造
・
使
用
の
実
施
権
を
、
販
売
の
実
施
権
は
留
保

し
つ
つ
、
他
者
に
譲
与
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
場
合
、

特
許
実
施
権
者
は
そ
の
製
品
の
長
所
を
享
受
で
き
る
。
彼
は

そ
の
製
品
を
所
有
し
、
使
用
で
き
る
。
し
か
し
、
彼
が
そ
の

製
品
を
販
売
す
れ
ば
、
特
許
権
者
の
権
利
を
侵
害
す
る
こ
と

に
な
る
。
彼
は
損
害
賠
償
を
請
求
さ
れ
、
侵
害
行
為
を
差
止

め
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
も
し
特
許
権
者
が
一
歩
進
ん
で
そ
の
製

品
の
販
売
権
を
も
与
え
た
場
合
、
特
許
権
者
は
販
売
条
件
や

一
定
期
間
そ
の
独
占
を
認
め
、
そ
の
期
間
経
過
後
は
、
そ
の
発
明

を
広
く
一
般
に
使
用
さ
せ
よ
う
と
す
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ

の
意
味
で
、
一
般
国
民
の
利
益
を
追
求
し
よ
う
と
す
る
反
ト
ラ
ス

ト
制
度
と
本
質
的
に
は
同
一
の
政
策
で
あ
る
。
し
か
し
、
現
代
企

業
は
、
そ
の
特
許
権
と
い
う
排
他
的
な
権
利
を
、
他
社
と
の
競
争

回
避
の
合
法
的
手
段
と
し
て
利
用
す
る
場
合
が
あ
る
。
そ
れ
に
ど

の
よ
う
に
対
処
す
る
か
が
問
題
と
な
る
。

（
一
）　

事
件
の
内
容

ゼ
ネ
ラ
ル
・
エ
レ
ク
ト
リ
ッ
ク
社
（
Ｇ
Ｅ
）
は
、
タ
ン
グ
ス
テ

ン
・
フ
ィ
ラ
メ
ン
ト
を
用
い
て
近
代
的
電
灯
を
作
成
す
る
た
め
の

あ
ら
ゆ
る
面
に
関
す
る
特
許
を
所
有
し
て
い
た
。
Ｇ
Ｅ
社
は
、
白

熱
電
球
の
製
造
・
販
売
の
市
場
シ
ェ
ア
の
六
九
％
を
占
め
て
お
り
、

ウ
ェ
ス
テ
ィ
ン
グ
ハ
ウ
ス
社
（
Ｗ
Ｈ
）
は
一
六
％
を
占
め
て
い
た
。

Ｇ
Ｅ
社
は
、
Ｗ
Ｈ
社
が
Ｇ
Ｅ
社
の
裁
量
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
価

格
で
販
売
す
る
と
い
う
条
件
の
下
に
、
Ｗ
Ｈ
社
に
対
し
、
電
球
を

製
造
・
販
売
す
る
た
め
の
ラ
イ
セ
ン
ス
を
提
供
し
て
い
た
。

連
邦
政
府
は
、
Ｇ
Ｅ
社
と
Ｗ
Ｈ
社
を
反
ト
ラ
ス
ト
法
違
反
で
起

訴
し
た
。
政
府
側
の
主
張
は
大
き
く
二
つ
あ
る
が
、
憲
法
問
題
と

な
る
の
は
、
Ｇ
Ｅ
社
の
Ｗ
Ｈ
社
に
対
す
る
特
許
権
実
施
許
諾
上
の

販
売
条
件
お
よ
び
価
格
の
制
限
が
電
灯
の
取
引
制
限
お
よ
び
販
先

一
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ロ
ッ
ク
ナ
ー
時
代
（
甲
斐
）

（
六
六
五
）

諾
契
約
の
価
格
拘
束
に
対
し
て
は
、
反
ト
ラ
ス
ト
法
は
適
用
に
な

ら
な
い
と
し
た
の
で
あ
る
。

（
三
）　

そ
の
後

次
稿
に
お
い
て
詳
し
く
は
紹
介
す
る
憲
法
革
命
の
結
果
、
特
許

実
施
許
諾
契
約
上
の
価
格
拘
束
条
項
に
対
す
る
反
ト
ラ
ス
ト
法
の

適
用
と
い
う
問
題
は
、
よ
り
厳
し
く
審
査
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

そ
の
結
果
、
こ
の
判
決
は
、
連
邦
最
高
裁
判
所
の
一
連
の
判
決
に

よ
っ
て
、
そ
の
適
用
範
囲
を
限
定
さ
れ
て
行
く
。
し
か
し
、
こ
の

判
決
の
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
ケ
ー
ス
と
し
て
の
先
例
性
は
、
司
法
省
反

ト
ラ
ス
ト
部
の
精
力
的
な
廃
棄
提
唱
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
辛
く
も

で
は
あ
る
が
、
今
日
も
維
持
さ
れ
て
い
る
。

一
三　

ラ
ム
対
ラ
イ
ス
事
件

こ
れ
ま
で
、
米
国
判
例
で
問
題
と
な
っ
た
人
種
差
別
と
言
え
ば

専
ら
黒
人
差
別
で
、
若
干
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
差
別
事
件
が
あ
っ
た
程

度
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
、
こ
のL

um
 v. R

ice, 275 U
.S

. 
78 

（1927

）
事
件
で
は
、
中
国
人
に
対
す
る
差
別
が
問
題
に
な
っ

た
事
件
で
あ
る
。

（
一
）　

事
件
の
内
容

マ
ー
サ
・
ラ
ム
（M

artha L
um

）
は
、
九
歳
の
中
国
系
米
国

価
格
に
制
限
を
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
我
々
は
、

も
し
そ
の
販
売
条
件
が
、
特
許
権
者
の
独
占
の
金
銭
的
報
償

を
確
保
す
る
た
め
に
正
常
か
つ
合
理
的
に
用
い
ら
れ
て
い
る

な
ら
ば
、
そ
う
し
て
も
よ
い
と
考
え
る
。
特
許
権
者
の
排
他

的
権
利
の
価
値
的
要
素
の
ひ
と
つ
は
、
特
許
製
品
の
販
売
価

格
設
定
か
ら
収
益
を
得
る
こ
と
で
あ
る
。
法
外
な
価
格
で
な

い
限
り
、
価
格
が
高
い
ほ
ど
収
益
も
大
き
く
な
る
。
も
し
、

特
許
権
者
が
他
者
に
製
造
・
販
売
の
実
施
権
を
与
え
、
ま
た
、

自
ら
も
同
様
の
権
利
を
留
保
し
て
、
自
己
の
た
め
に
製
造
・

販
売
し
て
い
る
場
合
、
特
許
実
施
権
者
の
特
許
製
品
の
販
売

価
格
は
、
特
許
権
者
自
ら
が
販
売
す
る
同
様
の
製
品
の
販
売

価
格
に
必
ず
影
響
を
与
え
る
だ
ろ
う
。
特
許
権
者
が
自
己
の

実
施
権
者
に
次
の
よ
う
に
い
う
こ
と
は
全
く
妥
当
で
あ
る
と

考
え
る
。『
貴
社
は
我
が
社
の
特
許
を
利
用
し
て
特
許
製
品

を
製
造
販
売
し
て
よ
ろ
し
い
。
し
か
し
、
そ
れ
は
我
が
社
が

自
ら
製
造
販
売
し
て
得
ら
れ
る
収
益
を
損
わ
な
い
限
り
に
お

い
て
で
あ
る
』
と
」

要
す
る
に
、
タ
フ
ト
は
、
Ｇ
Ｅ
社
の
Ｗ
Ｈ
社
に
対
す
る
価
格
拘

束
を
、
特
許
権
者
の
通
常
で
合
理
的
な
報
償
に
不
可
欠
で
あ
る
と

い
う
論
理
を
展
開
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
正
当
化
し
、
特
許
実
施
許

一
四
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日
本
法
学　

第
七
十
九
巻
第
三
号
（
二
〇
一
四
年
一
月
）

（
六
六
六
）

フ
ト
が
執
筆
し
た
。
タ
フ
ト
は
、
プ
レ
ッ
シ
ー
事
件
の
先
例
に
忠

実
に
従
い
、
次
の
様
に
論
じ
た
。

「
ほ
と
ん
ど
の
分
離
教
育
は
、
白
人
生
徒
と
黒
人
生
徒
の

そ
れ
ぞ
れ
に
独
立
し
た
学
校
を
設
立
す
る
こ
と
を
介
し
て
行

わ
れ
て
い
る
こ
と
は
真
実
で
あ
る
。
し
か
し
、
我
々
は
、
こ

の
問
題
で
何
ら
か
の
差
異
が
あ
る
と
か
、
何
ら
か
の
違
う
結

果
に
達
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

〈
中
略
〉
問
題
は
白
人
生
徒
や
黄
色
人
種
の
生
徒
の
間
で
も

当
然
、
同
様
に
決
定
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
決
定
は
、

そ
の
公
立
学
校
の
調
節
状
態
に
関
す
る
裁
量
の
範
囲
内
で
あ

り
、
憲
法
第
一
四
修
正
に
抵
触
す
る
も
の
で
は
無
い
。」

（
三
）　

そ
の
後

こ
の
判
決
が
覆
さ
れ
る
の
は
、
一
九
五
四
年
の
ブ
ラ
ウ
ン
事
件

（B
row

n v. B
oard of E

ducation, 347 U
.S

. 483

）
判
決
ま
で

待
た
ね
ば
な
ら
な
い
。

一
四　

オ
ル
ム
ス
テ
ッ
ド
対
合
衆
国
事
件

こ
のO

lm
stead v. U

nited S
tates, 277 U

.S
. 438 

（1928

）

事
件
は
、
電
話
の
盗
聴
に
関
す
る
米
国
で
最
初
の
判
例
で
あ
る
。

人
で
あ
る
。
彼
女
の
住
む
ミ
シ
シ
ッ
ピ
州
ボ
リ
バ
ー
ル
学
区
に
は

中
国
系
生
徒
の
た
め
の
学
校
は
な
く
、
し
か
も
ミ
シ
シ
ッ
ピ
州
義

務
教
育
法
（com

pulsory attendance law
s

）
の
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
り
、
彼
女
は
通
学
を
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
た
。
そ
れ
に
も

関
わ
ら
ず
、
同
学
区
の
ロ
ー
ズ
デ
ー
ル
中
等
学
校
（R

osedale 
C
onsolidated H

igh S
chool

）
は
、
一
九
二
四
年
、
彼
女
が
中

国
系
で
あ
る
と
い
う
理
由
か
ら
入
学
を
拒
否
し
た
。

下
級
裁
判
所
は
、
原
告
で
あ
る
彼
女
の
父
ゴ
ン
・
ラ
ム

（G
ong L

um

）
の
請
求
を
認
め
、
学
校
の
理
事
会
に
対
し
、
彼
女

の
受
け
入
れ
を
強
制
す
る
職
務
執
行
令
状
（w
rit of m

andam
us

）

を
発
行
し
た
。

そ
こ
で
、
今
度
は
学
校
理
事
長
で
あ
る
ラ
イ
ス
（R

ice

）
等
の

理
事
会
メ
ン
バ
ー
が
、
ゴ
ン
・
ラ
ム
を
相
手
取
っ
て
訴
え
を
提
起

し
た
。
州
最
高
裁
判
所
は
、
下
級
審
決
定
を
覆
し
、
マ
ー
サ
・
ラ

ム
を
白
人
校
か
ら
除
外
す
る
こ
と
を
認
め
た
。
白
人
と
有
色
人
種

の
児
童
を
分
離
し
た
学
校
を
維
持
す
る
こ
と
が
ミ
シ
シ
ッ
ピ
州
憲

法
の
要
求
す
る
と
こ
ろ
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
ゴ
ン
・
ラ
ム

は
連
邦
最
高
裁
に
上
告
し
た
。

（
二
）　

法
廷
意
見

連
邦
最
高
裁
は
、
全
員
一
致
で
上
告
を
棄
却
し
た
。
判
決
は
タ

一
四
八



ロ
ッ
ク
ナ
ー
時
代
（
甲
斐
）

（
六
六
七
）

に
計
七
二
人
が
起
訴
さ
れ
た
、
と
い
う
大
規
模
な
事
件
で
あ
っ
た
。

酒
の
輸
送
に
は
海
上
船
舶
を
使
用
し
、
シ
ア
ト
ル
に
は
地
下
倉
庫

を
備
え
、
中
央
事
務
所
に
は
幹
部
の
他
、
簿
記
係
、
セ
ー
ル
ス
マ

ン
及
び
弁
護
士
ま
で
が
常
駐
し
て
い
た
。
記
録
に
依
れ
ば
、
売
り

上
げ
は
悪
い
月
で
も
一
七
万
六
、〇
〇
〇
ド
ル
、
全
体
を
平
均
す

れ
ば
一
年
間
に
約
二
〇
〇
万
ド
ル
に
達
し
て
い
た
。
オ
ル
ム
ス

テ
ッ
ド
は
、
こ
の
事
業
の
総
支
配
人
で
、
利
益
の
五
〇
％
を
受
け

取
っ
て
い
た
。

こ
の
犯
罪
の
証
拠
は
電
話
の
盗
聴
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
。
盗
聴

器
は
事
務
所
の
あ
る
建
物
の
そ
ば
の
道
路
や
建
物
の
基
礎
に
設
置

さ
れ
て
お
り
、
禁
酒
法
事
務
局
が
オ
ル
ム
ス
テ
ッ
ド
そ
の
他
の
電

話
の
盗
聴
設
備
を
設
置
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
い
か
な
る
法
律
に

も
違
反
し
て
い
な
か
っ
た
。
盗
聴
は
数
ヶ
月
に
わ
た
っ
て
続
け
ら

れ
、
そ
の
記
録
は
明
白
に
オ
ル
ム
ス
テ
ッ
ド
及
び
そ
の
被
傭
者
達

の
犯
行
を
証
明
し
て
い
た
。
会
話
に
関
し
て
速
記
録
が
作
成
さ
れ
、

そ
の
正
確
さ
は
政
府
官
僚
の
証
言
に
よ
っ
て
基
礎
づ
け
ら
れ
た
。

オ
ル
ム
ス
テ
ッ
ド
は
、
電
話
の
盗
聴
を
証
拠
と
し
て
採
用
す
る

こ
と
は
、
第
四
修
正
及
び
第
五
修
正
に
違
反
し
て
い
る
と
し
て
、

連
邦
最
高
裁
判
所
に
上
告
し
た
。

（
一
）　

事
件
の
背
景

一
九
一
四
年
ま
で
、
米
国
の
司
法
制
度
で
は
、
刑
事
裁
判
に
お

け
る
証
拠
の
妥
当
性
の
問
題
に
関
し
て
は
、
ほ
と
ん
ど
問
題
に
さ

れ
ず
、
証
拠
が
得
ら
れ
れ
ば
、
法
廷
で
そ
れ
が
得
ら
れ
た
プ
ロ
セ

ス
が
問
題
に
な
る
こ
と
は
先
ず
無
か
っ
た
。
唯
一
の
制
限
要
因
は
、

警
察
官
が
、
証
拠
を
得
る
た
め
に
法
律
を
破
る
こ
と
は
で
き
な
い

と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
結
果
、
今
日
、
違
法
な
押
収
と
さ

れ
る
も
の
は
、
当
時
は
普
通
に
認
め
ら
れ
て
い
た
。

そ
れ
を
変
え
た
の
が
、
一
九
一
四
年
に
連
邦
最
高
裁
判
事
が
全

員
一
致
で
下
し
た
ウ
ィ
ー
ク
ス
（W

eeks v. U
nited S

tates, 232 
U
.S

. 383 

（1914

））
事
件
判
決
で
あ
っ
た
。
こ
の
事
件
で
、
連

邦
最
高
裁
は
捜
索
令
状
無
し
に
民
間
住
宅
を
捜
索
し
て
得
ら
れ
た

証
拠
は
、
第
四
修
正
に
違
反
す
る
と
判
決
し
た
。
そ
し
て
、
違
法

に
得
ら
れ
た
証
拠
を
連
邦
裁
判
所
で
証
拠
と
し
て
採
用
し
て
は
な

ら
な
い
と
し
た
。
そ
の
先
例
が
存
在
す
る
状
況
下
で
電
話
盗
聴
の

証
拠
能
力
性
が
問
題
に
な
っ
た
の
が
本
事
件
で
あ
る
。

（
二
）　

事
件
の
内
容

オ
ル
ム
ス
テ
ッ
ド
（R

oy O
lm

stead

）
は
、
禁
酒
法
に
違
反

し
、
違
法
に
ア
ル
コ
ー
ル
を
所
有
し
、
輸
送
し
、
販
売
し
た
か
ど

で
有
罪
判
決
を
受
け
た
。
こ
の
事
件
で
は
オ
ル
ム
ス
テ
ッ
ド
の
他

一
四
九
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る
。〈
中
略
〉
第
四
修
正
の
よ
く
知
ら
れ
た
歴
史
的
な
目
的

は
、
一
般
令
状
な
い
し
援
助
令
状
に
対
し
て
向
け
ら
れ
て
お

り
、
そ
れ
は
政
府
の
武
力
が
、
個
人
の
住
宅
、
身
体
、
書
類

及
び
所
持
品
を
捜
索
す
る
た
め
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
を
防
ぎ
、

そ
の
意
に
反
し
て
押
収
さ
れ
る
こ
と
を
防
ぐ
こ
と
に
あ
る
。」

こ
う
述
べ
て
、
ウ
ィ
ー
ク
ス
事
件
を
含
む
い
く
つ
か
の
判
例
を

引
用
す
る
。
そ
の
上
で
、
次
の
様
に
結
論
を
下
し
た
。

「
米
国
は
郵
送
さ
れ
た
封
書
の
よ
う
に
は
、
電
報
や
電
話

に
よ
る
メ
ッ
セ
ー
ジ
に
は
配
意
し
て
い
な
い
。
修
正
条
項
は
、

今
回
の
行
為
は
禁
止
し
て
い
な
い
。
捜
索
は
全
く
行
わ
れ
て

い
な
い
。
証
拠
は
聴
覚
の
使
用
に
よ
っ
て
、
そ
し
て
そ
れ
の

み
に
よ
っ
て
獲
得
さ
れ
て
い
る
。
被
告
人
の
住
居
な
い
し
事

務
所
へ
の
侵
入
は
行
わ
れ
て
い
な
い
。
五
〇
年
前
に
電
話
が

発
明
さ
れ
、
そ
し
て
会
話
を
拡
大
す
る
目
的
で
そ
れ
を
利
用

す
る
こ
と
に
よ
り
、
人
は
離
れ
た
場
所
の
人
と
会
話
で
き
る
。

修
正
条
項
の
文
言
を
、
被
告
人
の
家
や
事
務
所
か
ら
到
達

で
き
る
全
世
界
に
つ
な
が
る
電
話
線
を
含
む
よ
う
に
拡
大
解

釈
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
電
話
の
盗
聴
は
、
彼
の
家
ま
た

は
事
務
所
が
ハ
イ
ウ
ェ
イ
に
沿
っ
て
伸
び
て
い
る
も
の
で
な

い
以
上
、
家
や
事
務
所
の
一
部
で
は
な
い
。」

（
三
）　

法
廷
意
見

連
邦
最
高
裁
判
所
の
意
見
は
五
対
四
に
分
か
れ
た
。
タ
フ
ト
が

判
決
を
執
筆
し
た
。
ま
ず
、
次
の
様
に
指
摘
す
る
。

「
こ
の
事
件
に
関
し
て
は
第
四
修
正
が
ま
ず
侵
害
さ
れ
な

い
限
り
、
第
五
修
正
が
適
用
さ
れ
る
余
地
は
な
い
。
被
告
人

等
が
電
話
を
通
じ
て
会
話
す
る
よ
う
誘
導
す
る
よ
う
強
制
さ

れ
た
証
拠
は
な
い
。
彼
ら
は
継
続
的
か
つ
自
主
的
に
、
盗
聴

さ
れ
て
い
る
こ
と
を
知
ら
ず
に
、
ビ
ジ
ネ
ス
を
行
っ
て
い
た
。

し
た
が
っ
て
、
我
々
の
検
討
対
象
は
第
四
修
正
に
限
定
さ
れ

ね
ば
な
ら
な
い
。」

そ
の
上
で
、
上
述
の
ウ
ィ
ー
ク
ス
事
件
判
例
に
言
及
す
る
。

「
ウ
ィ
ー
ク
ス
事
件
の
顕
著
な
結
論
及
び
そ
れ
か
ら
導
か

れ
る
こ
と
は
、
そ
れ
が
第
四
修
正
に
関
す
る
広
範
な
宣
言
で

あ
る
が
、
し
か
し
そ
れ
は
証
拠
を
参
照
し
た
り
、
法
廷
で
証

拠
を
利
用
し
た
り
す
る
こ
と
を
制
限
し
て
い
る
も
の
で
は
な

く
、
実
際
に
は
、
官
憲
が
修
正
条
項
を
侵
し
て
証
拠
を
入
手

し
た
場
合
に
、
そ
の
採
用
を
禁
止
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
も
し
問
題
の
証
拠
が
適
切
な
も
の
で
あ
れ
ば
、

そ
れ
を
得
る
た
め
の
方
法
は
重
要
で
は
な
く
、
多
く
の
証
拠

は
通
常
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
下
に
適
切
で
あ
る
と
想
定
さ
れ

一
五
〇
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て
証
拠
と
し
て
採
用
す
る
こ
と
は
、
第
五
修
正
の
侵
害
と
み

な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」

こ
う
し
て
、
電
話
線
の
盗
聴
は
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
侵
害
で
あ
る

が
故
に
第
四
修
正
に
違
反
し
、
そ
れ
に
違
反
し
て
得
ら
れ
た
証
拠

の
利
用
は
、
第
五
修
正
に
違
反
す
る
と
主
張
し
た
の
で
あ
る
。

（
五
）　

そ
の
後

こ
の
オ
ル
ム
ス
テ
ッ
ド
判
決
は
、
一
九
六
九
年
に
な
っ
て

ウ
ォ
ー
レ
ン
・
コ
ー
ト
に
お
け
る
カ
ッ
ツ
（K

atz v. U
nited 

S
tates, 389 U

.S
. 347

）
事
件
判
決
に
よ
っ
て
変
更
さ
れ
た
。

一
五 　

ウ
ィ
ス
コ
ン
シ
ン
州
対
イ
リ
ノ
イ
州
事

件

英
米
法
の
基
礎
に
は
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
（com

m
on law

）
と

エ
ク
イ
テ
ィ
（equity

）
と
い
う
二
つ
の
法
準
則
が
あ
る
が
、
こ

のW
isconsin v. Illinois, 278 U

.S
. 367 

（1929

）
事
件
に
お

い
て
は
、
連
邦
最
高
裁
判
所
の
エ
ク
イ
テ
ィ
権
限
が
問
題
に
な
っ
た
。

コ
モ
ン
・
ロ
ー
は
、
本
来
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー

裁
判
所
が
下
し
た
判
決
が
集
積
し
て
で
き
た
判
例
法
体
系
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
、
エ
ク
イ
テ
ィ
は
、
大
法
官
（L

ord C
hancellor

）、

す
な
わ
ち
今
日
の
法
務
大
臣
を
頂
点
と
す
る
行
政
機
関
が
行
っ
た

（
四
）　

反
対
意
見

こ
の
事
件
で
は
、
ブ
ラ
ン
ダ
イ
ス
、
ホ
ー
ム
ズ
、
ス
ト
ー
ン
、

バ
ト
ラ
ー
の
各
判
事
が
反
対
意
見
を
書
い
た
が
、
ブ
ラ
ン
ダ
イ
ス

判
事
の
反
対
意
見
が
極
め
て
名
高
い
の
で
、
そ
れ
だ
け
を
こ
こ
で

は
紹
介
す
る
。

「
修
正
条
項
に
よ
っ
て
保
護
が
保
障
さ
れ
る
範
囲
は
は
る

か
に
広
い
。
我
が
憲
法
の
制
定
者
は
幸
福
の
追
求
に
有
利
な

条
件
を
確
保
す
る
こ
と
を
約
束
し
た
。
彼
ら
は
、
人
間
の
精

神
的
性
質
、
そ
の
感
性
、
及
び
そ
の
知
性
の
重
要
性
を
認
識

し
た
。
彼
ら
は
、
苦
痛
や
喜
び
、
そ
し
て
人
生
の
満
足
の
一

部
だ
け
が
物
質
的
な
も
の
で
見
出
さ
れ
る
こ
と
を
知
っ
て
い

た
。
彼
ら
は
、
米
国
人
を
、
そ
の
信
念
、
そ
の
思
想
、
そ
の

感
情
、
そ
し
て
そ
の
感
覚
に
関
し
て
保
護
す
る
よ
う
に
努
め

た
。
彼
ら
は
、
政
府
に
対
し
て
、
一
人
で
い
ら
れ
る
権
利

（the right to be let alone

）
と
い
う
、
文
明
的
な
人
間
に

と
っ
て
最
も
包
括
的
か
つ
最
も
高
く
評
価
さ
れ
る
権
利
を
付

与
し
た
。
ど
ん
な
手
段
を
用
い
て
で
あ
れ
、
個
人
の
プ
ラ
イ

バ
シ
ー
に
対
す
る
政
府
に
よ
る
不
当
な
侵
入
は
、
第
四
修
正

の
違
反
と
み
な
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
そ
の
様
な

不
当
な
侵
入
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
事
実
を
刑
事
手
続
に
お
い

一
五
一
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運
営
が
さ
れ
て
き
た
。

こ
の
よ
う
な
歴
史
的
差
異
の
あ
る
両
制
度
で
あ
る
が
、
今
日
で

は
、
通
常
英
米
両
国
と
も
、
両
制
度
を
同
一
の
裁
判
所
が
取
り
扱

う
よ
う
に
な
っ
て
き
て
お
り
、
そ
の
訴
訟
手
続
き
に
も
余
り
違
い

は
な
く
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
で
も
、
英
米
法
の
中
で
コ
モ
ン
・

ロ
ー
と
エ
ク
イ
テ
ィ
の
違
い
は
広
く
認
識
さ
れ
て
い
る
。

憲
法
訴
訟
と
い
う
観
点
か
ら
見
た
場
合
、
最
大
の
差
異
は
、
エ

ク
イ
テ
ィ
事
件
に
お
い
て
は
、
上
記
2
の
差
止
命
令
や
特
定
履
行

の
命
令
を
下
す
こ
と
が
可
能
な
点
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
憲
法
訴

訟
の
最
終
段
階
に
お
い
て
、
争
点
に
な
っ
て
い
る
の
が
自
由
権
の

侵
害
の
場
合
で
あ
れ
ば
、
裁
判
所
と
し
て
そ
の
侵
害
の
違
憲
・
無

効
を
宣
言
し
、
残
る
被
害
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
に
対
し
て
金
銭
賠
償

を
命
じ
れ
ば
、
問
題
は
解
決
す
る
。
そ
れ
に
対
し
、
そ
れ
以
外
の

権
利
の
侵
害
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
場
合
に
は
、
問
題
を
除
去
す

る
た
め
に
は
、
何
ら
か
の
救
済
法
が
必
要
と
な
る
。
ブ
ラ
ウ
ン
事

件
に
お
け
る
バ
ス
通
学
命
令
な
ど
は
そ
の
典
型
で
あ
る
。

本
事
件
に
お
い
て
は
、
エ
ク
イ
テ
ィ
裁
判
所
と
し
て
の
連
邦
最

高
裁
判
所
が
、
ど
の
範
囲
で
判
決
を
下
し
う
る
か
を
明
確
に
し
た

点
に
、
歴
史
的
意
義
が
あ
る
。

個
別
的
な
救
済
が
、
雑
多
な
法
準
則
の
集
合
体
と
し
て
集
積
し
た

も
の
で
あ
る
。

コ
モ
ン
・
ロ
ー
と
エ
ク
イ
テ
ィ
と
の
間
に
は
、
主
に
次
の
よ
う

な
違
い
が
あ
る
。

1　

コ
モ
ン
・
ロ
ー
は
契
約
法
、
不
法
行
為
法
、
不
動
産
法

（
物
権
法
）、
刑
事
法
の
分
野
を
中
心
に
発
展
し
て
き
た
の

に
対
し
、
エ
ク
イ
テ
ィ
は
古
来
の
ゲ
ル
マ
ン
法
が
対
応
し

て
い
な
か
っ
た
そ
の
他
の
法
分
野
を
規
律
す
る
法
体
系
で

あ
る
。

2　

コ
モ
ン
・
ロ
ー
は
民
事
事
件
の
救
済
と
し
て
は
金
銭
賠

償
を
主
と
す
る
の
に
対
し
、
エ
ク
イ
テ
ィ
で
は
差
止
命
令

（injunction

）、
特
定
履
行
（specifi c perform

ance

）

な
ど
、
機
動
的
、
実
際
的
な
救
済
手
段
を
認
め
る
。

3　

コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
訴
訟
で
は
陪
審
審
理
が
用
い
ら
れ
る

の
に
対
し
、
エ
ク
イ
テ
ィ
の
訴
訟
で
は
伝
統
的
に
陪
審
審

理
が
用
い
ら
れ
な
い
。

4　

伝
統
的
に
は
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
訴
訟
と
エ
ク
イ
テ
ィ

の
訴
訟
は
別
々
の
裁
判
所
で
取
り
扱
わ
れ
て
き
た
。
そ
し

て
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
は
厳
格
な
手
続
を
採
用
し
て
き
た
の

に
対
し
、
エ
ク
イ
テ
ィ
の
訴
訟
で
は
比
較
的
柔
軟
な
手
続

一
五
二
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及
び
そ
の
接
続
水
域
に
面
す
る
ウ
ィ
ス
コ
ン
シ
ン
、
ミ
ネ
ソ
タ
、

ミ
シ
ガ
ン
、
オ
ハ
イ
オ
、
ペ
ン
シ
ル
ヴ
ァ
ニ
ア
及
び
ニ
ュ
ー
ヨ
ー

ク
の
諸
州
が
、
イ
リ
ノ
イ
州
及
び
シ
カ
ゴ
衛
生
区
を
相
手
取
っ
て
、

そ
の
取
水
の
差
し
止
め
を
求
め
て
提
起
し
た
の
が
こ
の
訴
訟
で
あ
る
。

他
方
、
そ
の
下
水
路
兼
運
河
は
、
北
米
大
陸
の
大
分
水
嶺
を
超

え
て
最
終
的
に
は
ミ
シ
シ
ッ
ピ
川
に
繋
が
っ
て
お
り
、
こ
れ
は
ミ

シ
シ
ッ
ピ
川
流
域
の
諸
州
か
ら
シ
カ
ゴ
へ
の
重
要
な
通
商
路
と
し

て
発
展
し
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
取
水
制
限
が
行
わ
れ
る
こ
と

に
な
る
と
、
そ
の
運
河
の
水
位
が
下
が
っ
て
船
舶
の
運
航
に
支
障

が
生
じ
、
そ
れ
ら
諸
州
は
大
き
な
経
済
的
打
撃
を
受
け
る
恐
れ
が

あ
る
。
そ
こ
で
、
ミ
ズ
ー
リ
、
ケ
ン
タ
ッ
キ
ー
、
テ
ネ
シ
ー
、
ル

イ
ジ
ア
ナ
、
ミ
シ
シ
ッ
ピ
及
び
ア
ー
カ
ン
ソ
ー
の
諸
州
は
、
裁
判

所
の
許
可
に
よ
り
、
イ
リ
ノ
イ
州
側
の
共
同
被
告
と
な
り
、
訴
え

の
却
下
を
申
し
立
て
た
。

つ
ま
り
、
こ
の
事
件
で
は
、
事
件
名
と
し
て
は
、
二
つ
の
州
名

の
み
が
上
が
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
紛
争
の
当
事
者
と
な
っ
て
い

る
州
の
筆
頭
に
な
っ
て
い
る
州
名
が
上
が
っ
て
い
る
だ
け
で
、
実

際
に
は
合
計
一
三
の
州
が
原
告
な
い
し
被
告
と
し
て
訴
訟
に
参
加

し
て
い
る
と
い
う
巨
大
訴
訟
で
あ
っ
た
。

こ
の
事
件
は
、
州
と
州
と
の
争
い
な
の
で
、
合
衆
国
憲
法
三
条

（
一
）　

事
件
の
背
景

こ
の
事
件
で
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
は
五
大
湖
の
水
利
で
あ
る
。

イ
リ
ノ
イ
州
及
び
シ
カ
ゴ
衛
生
区

（
26
）

で
は
、
シ
カ
ゴ
市
の
汚

水
・
汚
物
を
、
下
水
路
を
兼
ね
る
運
河
に
排
出
し
て
い
た
が
、
汚

物
の
量
が
増
大
し
、
不
衛
生
に
な
っ
た
事
か
ら
、
五
大
湖
か
ら
取

水
し
て
運
河
に
注
水
し
、
強
制
的
に
押
し
流
す
と
い
う
方
法
を
使

用
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
を
許
容
す
る
法
的
根
拠
は
、
河
川

港
湾
法
（R

ivers and H
arbors A

ppropriation A
ct, 30 S

tat. 
1121 

（1899

））
に
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
同
法
一
〇
条
は
、
合

衆
国
の
航
行
可
能
な
水
域
に
関
し
、
連
邦
陸
軍
長
官
（S

ecretary 
of W

ar （
27
）

）
に
、
航
行
可
能
な
水
域
に
架
け
る
橋
の
免
許
や
埠
頭

お
よ
び
海
岸
線
の
保
守
に
関
す
る
広
い
権
限
を
定
め
て
い
た
。
こ

れ
に
基
づ
き
、
連
邦
陸
軍
長
官
が
取
水
許
可
を
与
え
て
い
た
の
で

あ
る
。
シ
カ
ゴ
市
の
発
展
と
共
に
汚
物
の
量
も
増
大
し
た
こ
と
か

ら
、
衛
生
を
保
つ
た
め
必
然
的
に
そ
の
取
水
量
を
大
幅
に
増
大
し
、

こ
の
時
期
に
は
ミ
シ
ガ
ン
湖
か
ら
、
毎
秒
八
、五
〇
〇
立
方

フ
ィ
ー
ト
の
取
水
を
行
う
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。

こ
の
大
量
の
取
水
に
伴
い
、
五
大
湖
及
び
そ
れ
に
接
続
す
る
河

川
の
水
位
が
最
大
六
イ
ン
チ
も
下
が
り
、
そ
の
水
上
航
行
に
支
障

を
来
す
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
こ
で
、
イ
リ
ノ
イ
州
以
外
の
五
大
湖

一
五
三



日
本
法
学　

第
七
十
九
巻
第
三
号
（
二
〇
一
四
年
一
月
）

（
六
七
二
）

（
三
）　

法
廷
意
見

タ
フ
ト
は
、
ま
ず
原
告
、
被
告
両
者
の
見
解
を
整
理
し
た
。

被
告
諸
州
は
、
本
件
取
水
は
、
州
際
通
商
権
限
に
基
づ
く
連
邦

議
会
の
立
法
の
結
果
で
あ
り
、
侵
害
が
あ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は

原
告
諸
州
に
損
害
賠
償
が
認
定
さ
れ
な
い
損
害
（dam

num
 

absque injuria

）
で
あ
る
と
主
張
し
た
。

こ
れ
に
対
し
、
原
告
諸
州
は
、
第
一
に
、
合
衆
国
憲
法
の
定
め

る
州
際
通
商
権
限
に
基
づ
く
規
制
は
、
そ
の
水
を
、
大
分
水
嶺
を

超
え
て
ミ
シ
シ
ッ
ピ
流
域
に
移
送
す
る
こ
と
に
よ
り
、
連
邦
議
会

が
五
大
湖
の
航
行
能
力
を
侵
害
す
る
権
限
を
定
め
た
も
の
で
は
決

し
て
無
い
こ
と
、
第
二
に
、
水
の
移
送
は
、
あ
る
州
の
港
の
優
先

順
位
を
他
の
港
よ
り
も
上
げ
る
こ
と
を
禁
じ
て
い
る
憲
法
に
違
反

し
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
、
第
三
に
、
原
告
諸
州
と
そ
の
市
民
に

対
し
、
こ
の
侵
害
は
適
正
手
続
き
保
障
な
し
に
、
そ
の
財
産
権
を

侵
害
す
る
も
の
で
あ
り
、
連
邦
構
成
員
と
し
て
の
主
権
を
侵
害
す

る
も
の
で
あ
る
、
と
反
論
し
て
い
る
。

も
し
、
こ
れ
ら
の
問
題
の
い
ず
れ
か
が
原
告
諸
州
に
有
利
に
判

定
さ
れ
る
な
ら
ば
、
判
決
は
彼
ら
の
優
位
に
下
さ
れ
、
取
水
は
制

限
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

最
高
裁
判
所
の
選
任
し
た
特
別
補
佐
官
は
次
の
様
に
述
べ
た
。

二
節
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
連
邦
最
高
裁
判
所
が
第
一
審
裁

判
所
で
あ
る
。

（
二
）　

特
別
補
佐
官
の
活
動

連
邦
最
高
裁
は
、
ウ
ィ
ス
コ
ン
シ
ン
州
等
の
訴
え
に
対
し
、
専

門
家
を
特
別
補
佐
官
（special m

aster

）
と
し
て
選
任
し
、
調

査
に
当
た
ら
せ
た
。
特
別
補
佐
官
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
シ
カ
ゴ
衛

生
区
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
毎
秒
約
八
、五
〇
〇
立
方
フ
ィ
ー
ト
の

取
水
は
、
湖
及
び
そ
れ
に
接
続
す
る
水
路
の
平
均
水
位
低
下
の
原

因
と
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
ミ
シ
ガ
ン
及
び
ヒ
ュ
ー
ロ
ン
湖
で
は

約
六
イ
ン
チ
、
エ
リ
ー
湖
と
オ
ン
タ
リ
オ
で
は
約
五
イ
ン
チ
低
下

し
、
接
続
す
る
河
川
お
よ
び
港
で
も
同
程
度
の
低
下
が
見
ら
れ
た
。

毎
秒
一
、五
〇
〇
立
方
フ
ィ
ー
ト
の
追
加
、
す
な
わ
ち
全
体
で
合

計
毎
秒
一
万
立
方
フ
ィ
ー
ト
の
取
水
は
、
ヒ
ュ
ー
ロ
ン
湖
と
ミ
シ

ガ
ン
湖
で
さ
ら
に
約
一
イ
ン
チ
の
水
位
の
低
下
を
引
き
起
こ
し
、

エ
リ
ー
湖
と
オ
ン
タ
リ
オ
湖
で
は
一
イ
ン
チ
弱
の
、
そ
し
て
接
続

水
路
内
で
も
そ
れ
に
対
応
す
る
水
位
の
低
下
の
原
因
に
な
る
。

し
か
し
、
シ
カ
ゴ
市
及
び
イ
リ
ノ
イ
州
は
特
別
補
佐
官
の
見
解

に
反
対
し
、
問
題
の
解
決
を
遅
ら
せ
た
の
で
、
最
高
裁
は

一
九
二
八
年
四
月
二
三
、
二
四
の
両
日
に
わ
た
っ
て
、
裁
判
官
全

員
出
席
の
上
、
特
別
審
理
を
行
っ
た
。

一
五
四



ロ
ッ
ク
ナ
ー
時
代
（
甲
斐
）

（
六
七
三
）

人
を
聞
い
て
、
彼
自
身
の
選
択
の
証
人
を
呼
ぶ
よ
う
に
指
示

さ
れ
る
。

以
上
、
命
令
す
る
。」

（
四
）　

そ
の
後

翌
年
に
な
っ
て
、
最
終
的
な
判
決
が
下
さ
れ
た
（W

isconsin 
v. Illinois, 281 U

.S
. 696 

（1930

））。
そ
の
概
略
を
紹
介
す
る

と
、
一
九
三
〇
年
七
月
一
日
か
ら
一
九
三
五
年
一
二
月
三
一
日
ま

で
は
、
年
間
平
均
で
毎
秒
六
、五
〇
〇
立
方
フ
ィ
ー
ト
ま
で
の
取

水
は
認
め
る
。
一
九
三
五
年
一
二
月
三
一
日
か
ら
一
九
三
八
年

一
二
月
三
一
日
ま
で
は
、
毎
秒
五
、〇
〇
〇
立
方
フ
ィ
ー
ト
ま
で

の
取
水
は
認
め
る
。
そ
れ
以
降
は
毎
秒
一
、五
〇
〇
立
方
フ
ィ
ー

ト
ま
で
の
取
水
し
か
認
め
な
い
。
こ
の
よ
う
に
一
方
に
お
い
て
取

水
制
限
を
徐
々
に
強
化
し
つ
つ
、
一
定
の
過
渡
期
を
認
め
、
そ
の

間
に
シ
カ
ゴ
衛
生
区
に
下
水
処
理
場
の
建
設
を
行
わ
せ
る
。
そ
の

場
合
、
シ
カ
ゴ
衛
生
区
は
、
裁
判
所
書
記
に
、
一
九
三
〇
年
七
月

一
日
を
第
一
回
と
し
て
、
半
年
に
一
回
ず
つ
、
す
な
わ
ち
各
七
月

一
日
と
一
月
一
日
に
、
シ
カ
ゴ
衛
生
区
に
よ
っ
て
提
案
さ
れ
た
プ

ロ
グ
ラ
ム
で
概
説
さ
れ
て
い
た
下
水
処
理
場
及
び
そ
の
設
備
の
建

設
工
事
の
進
捗
状
況
を
記
載
し
た
報
告
書
を
提
出
す
る
も
の
と
し
、

そ
れ
に
は
稼
働
を
開
始
し
た
下
水
処
理
場
の
運
転
状
況
や
効
果
を

「
転
用
は
衛
生
を
主
た
る
目
的
と
し
て
い
る
こ
と
に
疑
い

の
余
地
は
な
い
。
取
水
し
た
水
の
、
ミ
シ
シ
ッ
ピ
河
へ
の
水

路
へ
の
分
水
事
業
や
、
な
い
し
そ
の
水
路
で
の
航
行
に
貢
献

す
る
可
能
性
と
い
う
利
益
と
い
う
こ
と
が
い
わ
れ
て
い
る
が
、

本
当
は
、
イ
リ
ノ
イ
州
及
び
衛
生
区
に
よ
る
シ
カ
ゴ
の
下
水

の
処
分
し
、
向
上
さ
せ
、
維
持
し
、
発
展
さ
せ
る
こ
と
が
支

配
的
要
因
と
な
っ
て
い
る
。

衛
生
上
の
緊
急
性
に
は
劣
後
す
る
も
の
の
、
電
源
を
開
発

す
る
た
め
に
運
河
の
流
れ
を
利
用
す
る
目
的
は
、
間
違
い
な

く
存
在
し
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
、
転
用
水
は
発
電

に
使
用
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
使
用
は
単
に
偶
発
的
で
あ

る
。」

タ
フ
ト
は
、
こ
の
よ
う
な
状
況
の
下
に
お
い
て
は
、
最
終
的
に

連
邦
裁
判
所
が
介
入
す
る
ほ
か
は
な
い
と
し
、
次
の
様
に
述
べ
た
。

「
前
述
の
目
的
と
そ
の
完
了
に
必
要
な
期
間
を
達
成
す
る

た
め
に
必
要
な
実
際
的
な
措
置
を
決
定
す
る
た
め
に
は
、
そ

こ
に
専
門
家
の
審
査
が
必
要
と
な
り
、
必
要
な
法
令
の
適
切

な
規
定
は
慎
重
な
検
討
が
必
要
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
理
由

か
ら
、
さ
ら
な
る
検
査
の
た
め
の
特
別
補
佐
官
を
任
命
す
る

こ
と
と
す
る
。
彼
は
承
認
さ
れ
、
各
当
事
者
が
提
示
す
る
証

一
五
五



日
本
法
学　

第
七
十
九
巻
第
三
号
（
二
〇
一
四
年
一
月
）

（
六
七
四
）

も
い
く
つ
か
下
し
て
お
り
、
そ
の
意
味
で
全
体
と
し
て
の
方
向
性

が
不
明
確
で
あ
る
。

そ
の
原
因
は
、
直
接
に
は
連
邦
最
高
裁
判
所
が
進
歩
派
と
保
守

派
の
微
妙
な
均
衡
の
上
に
立
っ
て
お
り
、
そ
の
た
め
に
デ
ィ
判
事

や
ピ
ト
ニ
ィ
判
事
の
よ
う
な
中
間
派
が
わ
ず
か
に
意
見
を
変
え
る

こ
と
で
、
判
例
が
激
し
く
揺
れ
動
い
た
た
め
で
あ
る
。
し
か
し
、

よ
り
根
本
的
に
は

（
進
歩
的
判
決
も
）「
そ
の
手
法
は
ホ
ー
ム
ズ
の
消
極
主
義

と
異
な
り
、
む
し
ろ
司
法
が
積
極
的
に
州
法
の
内
容
を
吟
味

し
、
そ
れ
が
好
ま
し
い
と
判
断
す
れ
ば
合
憲
と
す
る
も
の
で

あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
結
果
に
お
い
て
は
進
歩
的
で
あ
っ
て

も
、
そ
の
手
法
は
ペ
カ
ム
判
事
な
ど
の
古
い
世
代
の
そ
れ
と
、

そ
れ
ほ
ど
変
わ
ら
な
い
。
で
あ
れ
ば
、
最
高
裁
が
何
を
好
ま

し
い
と
考
え
る
か
に
よ
っ
て
判
決
は
左
右
さ
れ
る
。
保
守
的

に
も
進
歩
的
に
も
結
果
が
揺
れ
る
可
能
性
が
あ
る

（
28
）

。」

つ
ま
り
、
基
本
的
に
司
法
積
極
主
義
を
採
用
し
て
い
る
た
め
に
、

個
々
の
判
事
の
主
観
の
揺
れ
が
、
本
稿
に
紹
介
し
た
判
例
の
揺
れ

を
導
い
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
わ
ず
か
の
差
異
に
よ
り
判
例
が
揺
れ
動
き
、
迷
走
す

る
現
象
は
、
こ
の
後
い
よ
い
よ
加
速
し
て
い
く
こ
と
に
な
り
、
そ

記
載
し
、
ま
た
、
こ
の
判
決
の
申
し
渡
し
か
ら
そ
の
報
告
ま
で
の

期
間
中
に
ミ
シ
ガ
ン
湖
か
ら
取
水
し
た
平
均
水
量
も
記
載
す
る
も

の
と
す
る
。
原
告
ま
た
は
被
告
は
、
上
述
し
た
報
告
の
提
出
に
か

か
わ
り
な
く
、
こ
の
判
決
に
従
い
、
そ
れ
以
上
の
行
動
ま
た
は
救

済
を
申
告
す
る
こ
と
が
で
き
、
当
裁
判
所
は
、
上
記
訴
訟
に
関
し
、

何
ら
か
の
命
令
や
指
示
、
な
い
し
本
判
決
の
変
更
ま
た
は
補
足
、

そ
の
他
本
争
訟
の
主
題
と
の
関
係
で
適
切
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る

あ
ら
ゆ
る
措
置
を
執
る
権
限
を
有
す
る
。

こ
う
し
て
、
裁
判
所
の
監
視
下
に
、
シ
カ
ゴ
市
は
近
代
的
な
下

水
処
理
場
を
建
設
す
る
こ
と
で
、
こ
の
巨
大
訴
訟
は
決
着
し
た
の

で
あ
る
。

﹇
お
わ
り
に
﹈

こ
の
憲
法
判
例
史
的
に
は
ロ
ッ
ク
ナ
ー
時
代
（R

ochner 
E
ra

）
と
呼
ば
れ
る
時
代
、
社
会
が
激
し
く
変
動
す
る
の
に
対
応

し
て
、
連
邦
議
会
は
そ
れ
ま
で
に
な
か
っ
た
様
々
な
立
法
を
行
っ

た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
連
邦
最
高
裁
判
所
は
、
多
く
の
場
合
に

ロ
ッ
ク
ナ
ー
時
代
に
ふ
さ
わ
し
く
、
社
会
の
変
化
に
抵
抗
す
る
よ

う
な
保
守
的
な
判
決
を
一
般
的
に
は
下
し
て
い
る
。
し
か
し
、
本

稿
に
紹
介
し
た
と
お
り
、
社
会
変
化
を
肯
定
す
る
進
歩
的
な
判
決

一
五
六



ロ
ッ
ク
ナ
ー
時
代
（
甲
斐
）

（
六
七
五
）

巻
二
号
一
八
二
頁
以
下
参
照
。

（
5
） 

女
性
参
政
権
の
承
認
問
題
に
つ
い
て
は
、
マ
イ
ナ
ー
対
ヘ
イ

パ
ー
セ
ッ
ト
事
件
（
拙
稿
「
第
一
四
修
正
と
裁
判
所
│
ウ
ェ
イ
ト

第
七
代
及
び
フ
ラ
ー
第
八
代
長
官
の
時
代
│
」
日
本
法
学
七
九
巻

二
号
一
六
九
頁
以
下
）
参
照
。

（
6
） 

当
時
の
鉄
道
会
社
は
、
競
争
の
な
い
地
域
で
は
運
賃
が
高
く
、

競
争
の
あ
る
地
域
で
は
非
常
に
運
賃
が
低
く
設
定
す
る
な
ど
、
そ

の
権
力
を
濫
用
し
て
い
た
。
そ
こ
で
、
議
会
は
待
遇
に
差
別
を
設

け
る
こ
と
を
禁
じ
、
適
正
な
料
金
を
決
め
る
権
限
を
Ｉ
Ｃ
Ｃ
に
与

え
た
の
で
あ
る
。
な
お
、
一
九
九
五
年
、
Ｉ
Ｃ
Ｃ
の
権
限
は
陸
上

輸
送
委
員
会
に
移
譲
さ
れ
、
Ｉ
Ｃ
Ｃ
は
廃
止
さ
れ
た
。

参
照
＝
連
邦
官
報
事
務
局
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
＝https://w

w
w
.

federalregister.gov/agencies/interstate-com
m
erce-

com
m
ission

（
7
） 

二
つ
の
合
衆
国
銀
行
問
題
に
明
ら
か
な
と
お
り
、
米
国
に
は

中
央
銀
行
制
度
に
対
し
て
、
非
常
に
根
強
い
否
定
的
感
情
が
あ
る

（
こ
の
点
に
つ
い
て
は
マ
カ
ラ
ッ
ク
対
メ
リ
ー
ラ
ン
ド
州
事
件
（
拙

稿
「
米
国
違
憲
立
法
審
査
権
の
確
立
│
マ
ー
シ
ャ
ル
第
四
代
長
官

の
時
代
│
」
日
本
法
学
七
八
巻
三
号
一
三
八
頁
以
下
）
参
照
）。
そ

の
た
め
、
第
二
合
衆
国
銀
行
が
ジ
ャ
ク
ソ
ン
大
統
領
に
よ
っ
て
潰

さ
れ
た
後
は
、
個
々
の
民
間
銀
行
が
紙
幣
を
発
行
し
て
き
た
。
し

か
し
、
一
九
〇
七
年
に
ロ
ン
ド
ン
で
の
米
銀
の
手
形
割
引
拒
否
に

端
を
発
す
る
恐
慌
が
起
き
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
内
の
決
済
シ
ス
テ

ム
が
混
乱
し
た
。
そ
の
対
策
と
し
て
、
連
邦
準
備
制
度
法

の
影
響
を
受
け
る
米
国
民
に
と
っ
て
耐
え
が
た
い
も
の
と
な
っ
て
、

次
稿
で
取
り
上
げ
る
憲
法
革
命
に
至
る
の
で
あ
る
。

（
1
） 

合
衆
国
訟
務
長
官
（U

nited S
tates S

olicitor G
eneral

）：

一
八
七
〇
年
（
グ
ラ
ン
ト
大
統
領
時
代
）
に
創
設
さ
れ
た
官
職
で
、

連
邦
最
高
裁
判
所
で
政
府
が
関
わ
る
訴
訟
を
遂
行
し
、
あ
る
い
は

監
督
す
る
。
す
な
わ
ち
、
訟
務
長
官
は
口
頭
弁
論
を
自
ら
、
あ
る

い
は
副
長
官
等
を
通
じ
て
行
う
と
共
に
、
下
級
審
に
係
属
し
た
事

件
の
ど
れ
を
連
邦
最
高
裁
判
所
に
上
告
す
る
か
を
決
定
す
る
こ
と

な
ど
を
任
務
と
す
る
。
今
日
、
連
邦
政
府
が
関
わ
る
訴
訟
は
連
邦

最
高
裁
判
所
に
係
属
す
る
事
件
の
三
分
の
二
に
達
し
て
い
る
。

参
照
＝
司
法
省
訟
務
長
官
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
＝http://w

w
w
.

justice.gov/osg

（
2
） 

ロ
ッ
ク
ナ
ー
事
件
（L

ochner v. N
ew

 Y
ork, 198 U

.S
. 45 

（1905

））
判
決
に
つ
い
て
は
拙
稿
「
第
一
四
修
正
と
裁
判
所
│

ウ
ェ
イ
ト
第
七
代
長
官
及
び
フ
ラ
ー
第
八
代
長
官
の
時
代
│
」
日

本
法
学
七
九
巻
二
号
一
九
二
頁
以
下
参
照
。

（
3
） 

南
北
戦
争
に
関
連
し
て
発
生
し
た
憲
法
問
題
に
つ
い
て
は
、

拙
稿
「
南
北
戦
争
後
の
憲
法
秩
序
│
チ
ェ
イ
ス
第
六
代
長
官
の
時

代
│
」
日
本
法
学
七
九
巻
一
号
一
一
五
頁
以
下
参
照
。

（
4
） 

こ
の
憲
法
改
正
の
原
因
に
な
っ
た
ポ
ロ
ッ
ク
対
農
民
信
託
会

社
事
件
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
第
一
四
修
正
と
裁
判
所
│
ウ
ェ
イ

ト
第
七
代
及
び
フ
ラ
ー
第
八
代
長
官
の
時
代
│
」
日
本
法
学
七
九

一
五
七



日
本
法
学　

第
七
十
九
巻
第
三
号
（
二
〇
一
四
年
一
月
）

（
六
七
六
）

の
確
立
│
マ
ー
シ
ャ
ル
第
四
代
長
官
の
時
代
│
」
日
本
法
学
七
八

巻
三
号
一
五
二
頁
以
下
の
「
ウ
ー
ス
タ
ー
対
ジ
ョ
ー
ジ
ア
州
事
件
」

参
照
。

（
11
） 

合
衆
国
刑
法
の
条
項
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

5508, R
evised S

tatutes, 19 of the P
enal C

ode 

﹇35 S
tat. 

at L
. 1092, chap. 321, C

om
p. S

tat. 1913, 10183

﹈.

（
12
） 

ワ
シ
ン
ト
ン
州
職
業
紹
介
所
法
の
正
式
名
称
は
次
の
と
お
り

で
あ
る
。

“A
n A

ct to P
rohibit the C

ollection of F
ees for the 

S
ecuring of E

m
ploym

ent, or F
urnishing Inform

ation 
L
eading T

hereto, and F
ixing a P

enalty for V
iolation 

T
hereof.”

（
13
） 

ブ
ラ
ン
ダ
イ
ス
（L

ouis D
em

bitz B
randeis

）
は
、
ブ
ラ

ン
ダ
イ
ス
・
ル
ー
ル
な
ど
、
米
国
憲
法
訴
訟
理
論
を
代
表
す
る
重

要
な
判
事
な
の
で
、
簡
単
に
彼
の
略
歴
を
紹
介
す
る
。

彼
は
、
一
八
五
六
年
に
ユ
ダ
ヤ
系
移
民
の
子
と
し
て
ケ
ン
タ
ッ

キ
ー
州
ル
イ
ス
ビ
ル
で
生
ま
れ
、
ハ
ー
バ
ー
ド
・
ロ
ー
ス
ク
ー
ル

に
入
学
し
た
。
一
八
九
〇
年
に
「
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
権
利
（T

he 
R
ight to P

rivacy

）」
と
い
う
論
文
を
ハ
ー
バ
ー
ド
・
ロ
ー
レ

ビ
ュ
ー
（H

arvard L
aw

 R
eview

）
に
発
表
し
、
今
日
に
お
け
る

プ
ラ
イ
バ
シ
ー
論
の
基
礎
を
作
り
出
し
た
こ
と
は
、
あ
ま
り
に
も

有
名
で
あ
る
。

大
学
卒
業
後
、
ボ
ス
ト
ン
で
彼
が
弁
護
士
と
し
て
活
動
し
た
時

代
、
ブ
ラ
ン
ダ
イ
ス
は
弁
護
士
と
し
て
、
Ｆ
Ｃ
Ｃ
に
協
力
し
て
鉄

（F
ederal R

eserve A
ct

＝
提
案
者
の
名
に
よ
り
オ
ー
ウ
ェ
ン
・

グ
ラ
ス
法
の
名
で
知
ら
れ
る
）
が
提
案
さ
れ
た
が
、
依
然
と
し
て

反
対
が
強
か
っ
た
。
し
か
し
両
院
の
間
で
妥
協
が
成
立
し
、
ま
ず

下
院
が
一
九
一
三
年
一
二
月
二
二
日
に
賛
成
二
九
八
、
反
対
六
〇
、

棄
権
七
六
で
可
決
し
、
翌
二
三
日
に
上
院
が
賛
成
四
三
、
反
対

二
五
、
棄
権
二
七
で
可
決
し
た
の
で
、
そ
の
日
の
う
ち
に
ウ
ィ
ル

ソ
ン
大
統
領
が
署
名
し
て
、
同
法
が
成
立
し
た
。
連
邦
準
備
制
度

は
、
様
々
な
妥
協
の
産
物
で
、
単
一
の
中
央
銀
行
を
設
立
す
る
の

で
は
な
く
、
ワ
シ
ン
ト
ン
Ｄ
．Ｃ
．に
駐
在
す
る
連
邦
準
備
制
度
理

事
会
と
一
二
地
区
に
分
割
さ
れ
た
連
邦
準
備
銀
行
に
よ
り
構
成
さ

れ
る
非
中
央
集
権
化
さ
れ
た
中
央
銀
行
と
で
も
呼
ぶ
べ
き
も
の
で

あ
る
。

参
照
＝
Ｆ
Ｒ
Ｂ
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
＝http://w

w
w
.federal

reserveeducation.org/about-the-fed/history/

ワ
シ
ン
ト
ン
Ｄ
．Ｃ
．法
律
図
書
館
協
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
＝

http://w
w
w
.llsdc.org/F

R
A
-L

H

（
8
） 

ア
デ
ア
事
件
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
第
一
四
修
正
と
裁
判
所

│
ウ
ェ
イ
ト
第
七
代
及
び
フ
ラ
ー
第
八
代
長
官
の
時
代
│
」
日
本

法
学
七
九
巻
二
号
一
九
七
頁
参
照
。

（
9
） 

こ
の
法
律
の
原
名
を
次
に
示
す
。

“A
n A

ct to P
rovide a P

enalty for C
oercing or Infl uencing 

or M
aking D

em
ands upon or R

equirem
ents of E

m
ployees, 

S
ervants, L

aborers, and P
ersons S

eeking E
m
ploym

ent”

（
10
） 

涙
の
道
事
件
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
米
国
違
憲
立
法
審
査
権

一
五
八



ロ
ッ
ク
ナ
ー
時
代
（
甲
斐
）

（
六
七
七
）

（
17
） 

一
〇
号
条
約
は
、
一
四
歳
未
満
の
児
童
の
農
業
に
お
け
る
使

用
を
禁
止
す
る
。
軽
易
作
業
の
場
合
、
通
常
よ
り
低
い
最
低
年
齢

を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
の
考
え
を
初
め
て
導
入
し
た
条
約
で

あ
る
。

（
18
） 

一
四
号
条
約
は
、
農
業
的
企
業
に
お
け
る
年
少
者
の
夜
間
使

用
に
つ
い
て
、
そ
の
生
理
的
必
要
に
応
じ
、
一
四
歳
未
満
の
場
合

は
継
続
す
る
一
〇
時
間
以
上
、
一
四
歳
以
上
一
八
歳
未
満
に
つ
い

て
は
九
時
間
以
上
の
休
息
時
間
を
確
保
す
る
よ
う
取
り
締
ま
る
措

置
を
講
じ
る
こ
と
を
求
め
て
い
た
。
こ
の
程
度
の
内
容
で
さ
え
、

勧
告
と
い
う
形
で
し
か
出
せ
な
か
っ
た
点
に
、
当
時
の
世
界
的
状

況
が
偲
ば
れ
る
。

（
19
） 

一
五
号
条
約
は
、
船
舶
に
お
い
て
石
炭
夫
ま
た
は
火
夫
と
し

て
就
業
で
き
る
最
低
年
齢
は
一
八
歳
と
す
る
こ
と
な
ど
を
定
め
る

条
約
で
あ
る
。

（
20
） 

一
連
の
判
決
は
、
選
抜
徴
兵
法
事
件
（S

elective D
raft 

L
aw

 C
ases

）
の
名
で
知
ら
れ
て
い
る
。
一
括
し
て
審
理
し
た
が
、

判
決
は
、
そ
の
原
告
が
ど
の
憲
法
条
項
に
依
存
し
て
違
憲
を
主
張

し
た
か
に
応
じ
て
分
け
て
下
さ
れ
た
。
ホ
ワ
イ
ト
が
い
ず
れ
に
つ

い
て
も
判
決
文
を
執
筆
し
た
。

（
21
） 

民
兵
条
項
と
は
、
連
邦
議
会
に
次
の
権
限
が
あ
る
と
定
め
た

規
定
で
あ
る
。

「
連
邦
の
法
律
を
執
行
し
、
反
乱
を
鎮
圧
し
、
侵
略
を
撃
退
す
る

た
め
に
、
民
兵
団
を
召
集
す
る
規
定
を
設
け
る
権
限
」

（
22
） M

uller v. O
regon, 208 U

.S
. 412 

（1908

）
と
は
、
オ
レ
ゴ

道
の
独
占
や
労
働
者
の
権
利
侵
害
と
戦
い
、
Ｆ
Ｒ
Ｂ
の
創
設
を
助

け
、
ま
た
Ｆ
Ｔ
Ｃ
に
様
々
な
助
言
を
与
え
た
。

そ
う
し
た
活
動
が
評
価
さ
れ
、
彼
は
一
九
一
六
年
に
、
ウ
ィ
ル

ソ
ン
大
統
領
に
よ
っ
て
、
ユ
ダ
ヤ
人
と
し
て
最
初
の
合
衆
国
最
高

裁
判
所
陪
席
判
事
に
任
命
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
本
文
で
と
り
あ

げ
た
事
件
は
、
彼
の
就
任
後
間
も
な
い
時
期
の
判
決
で
あ
る
。

（
14
） 

こ
の
法
律
は
形
式
上
議
員
提
案
と
な
っ
て
い
る
が
、
実
際
の

内
容
は
マ
ッ
ケ
ル
ウ
ェ
イ
（A

lexander M
cK

elw
ay

）
率
い
る
全

国
児
童
労
働
委
員
会
（the N

ational C
hild L

abor C
om

m
ittee 

（N
C
L
C

））
の
検
討
の
成
果
物
で
あ
り
、
ま
た
、
そ
の
成
立
に
当

た
っ
て
は
、
ウ
ィ
ル
ス
ン
（W

oodrow
 W

ilson

）
大
統
領
の
強
力

な
ロ
ビ
ー
活
動
が
寄
与
し
て
い
た
。

参
照
＝
米
国
国
立
公
文
書
記
録
管
理
局
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
＝

http://w
w
w
.ourdocum

ents.gov/doc.php?fl ash=true&
doc=59

（
15
） 

五
号
条
約
は
、
工
業
的
企
業
に
お
け
る
一
四
歳
未
満
の
児
童

の
使
用
を
禁
止
す
る
。
日
本
と
イ
ン
ド
に
つ
い
て
は
特
殊
国
条
項

が
あ
り
、
日
本
に
つ
い
て
は
尋
常
小
学
校
を
修
了
し
た
一
二
歳
以

上
の
児
童
の
雇
用
を
認
め
て
い
た
。

（
16
） 

六
号
条
約
は
、
一
八
歳
未
満
の
年
少
者
の
工
業
的
企
業
に
お

け
る
夜
一
〇
時
か
ら
朝
五
時
ま
で
の
少
な
く
と
も
一
一
時
間
の
継

続
の
労
働
を
禁
止
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
ガ
ラ
ス
工
場
等
に
お
け

る
工
程
の
性
質
上
必
要
な
作
業
に
お
い
て
は
、
一
六
歳
以
上
の
年

少
者
の
夜
間
使
用
を
認
め
る
ほ
か
、
夜
間
の
定
義
に
お
い
て
若
干

の
柔
軟
規
定
が
含
ま
れ
て
い
る
。

一
五
九



日
本
法
学　

第
七
十
九
巻
第
三
号
（
二
〇
一
四
年
一
月
）

（
六
七
八
）

二
週
間
で
廃
止
さ
れ
た
。

（
25
） 

一
ブ
ッ
シ
ェ
ル
は
八
ガ
ロ
ン
で
、
メ
ー
ト
ル
法
で
は
約

三
五
・
二
四
リ
ッ
ト
ル
と
な
る
。

（
26
） 

シ
カ
ゴ
衛
生
区
（S

anitary D
istrict

）
は
、
一
八
八
九
年
イ

リ
ノ
イ
州
法
＝
衛
生
区
権
限
付
与
法
（S

anitary D
istrict 

E
nabling A

ct

）
に
基
づ
き
、
一
八
九
〇
年
に
設
立
さ
れ
た
特
別

地
方
公
共
団
体
で
あ
る
。
米
国
に
お
け
る
特
別
区
は
、
区
内
全
域

の
資
産
価
値
を
従
価
方
式
で
課
税
評
価
し
た
も
の
を
財
源
と
し
、

受
益
者
負
担
原
則
に
基
づ
き
運
営
さ
れ
る
広
域
行
政
機
関
で
あ
る
。

通
常
、
米
国
の
特
別
区
は
、
利
用
料
収
入
を
財
源
と
す
る
が
、
シ

カ
ゴ
衛
生
区
の
場
合
に
は
、
こ
の
特
別
法
に
よ
り
課
税
権
が
認
め

ら
れ
て
い
た
点
に
特
徴
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
当
初
一
八
五
平
方
マ

イ
ル
の
面
積
を
管
轄
し
た
。
そ
の
後
の
法
律
で
、
そ
れ
は
シ
カ
ゴ

周
辺
の
都
市
圏
全
体
に
拡
大
し
、
さ
ら
に
イ
リ
ノ
イ
州
の
南
東
の

州
境
か
ら
北
の
ク
ッ
ク
郡
の
北
の
境
界
に
ま
で
伸
び
る
、
お
よ
そ

四
三
八
平
方
マ
イ
ル
の
地
域
に
増
加
し
、
こ
の
訴
訟
の
時
点
で
は

計
五
四
市
町
村
で
構
成
さ
れ
る
組
織
と
な
っ
て
い
た
。
今
日
で
は

M
etropolitan W

ater R
eclam

ation D
istrict of G

reater 
C
hicago 

（M
W

R
D

）
と
改
称
さ
れ
、
一
二
九
地
方
自
治
体

（M
unicipality

）、
三
〇
地
域
（T

ow
nship

）
を
含
む
組
織
と

な
っ
て
い
る
。 

（
27
） S

ecretary of W
ar

：
直
訳
す
れ
ば
戦
争
長
官
で
あ
る
。
米

国
に
は
当
初
、
陸
軍
し
か
存
在
し
な
か
っ
た
た
め
、
軍
全
体
を
統

括
す
る
役
職
で
、
閣
僚
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
一
七
九
八
年
に
海

ン
州
の
女
性
の
労
働
時
間
制
限
法
の
合
憲
性
が
争
わ
れ
た
事
件
で

あ
る
。
最
高
裁
判
所
は
全
会
一
致
で
オ
レ
ゴ
ン
州
法
を
支
持
し
た
。

こ
の
事
件
で
は
、
弁
護
士
時
代
の
ブ
ラ
ン
ダ
イ
ス
が
作
成
し
た
上

告
書
類
が
、
そ
の
後
の
模
範
と
な
る
よ
う
な
優
れ
た
も
の
で
、
ブ

ラ
ン
ダ
イ
ス
・
ブ
リ
ー
フ
と
呼
ば
れ
る
こ
と
で
も
有
名
で
あ
る
。

（
23
） 

先
物
契
約
と
は
、
将
来
に
お
け
る
特
定
の
商
品
を
特
定
の
価

格
で
売
買
す
る
事
を
取
り
決
め
た
契
約
の
こ
と
で
あ
る
。
企
業
は
、

穀
物
を
長
期
に
わ
た
り
安
定
し
て
供
給
を
受
け
る
必
要
が
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
穀
物
価
格
は
季
節
等
に
よ
り
乱
高
下
す
る
。
そ
こ
で
、

決
済
期
日
前
に
反
対
売
買
す
る
こ
と
で
そ
う
し
た
変
動
を
相
殺
し
、

同
一
価
格
で
の
供
給
を
受
け
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
（
ヘ
ッ
ジ
と

い
う
）。
し
か
し
、
そ
の
た
め
に
は
、
先
物
取
引
の
担
保
金
は
少
額

に
抑
え
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
結
果
、
比
較
的
少
な
い
資
金
で
多

額
の
投
機
を
行
う
こ
と
が
可
能
と
な
る
た
め
、
投
機
家
に
と
っ
て

は
現
物
市
場
な
ど
よ
り
も
利
益
を
得
や
す
い
。
な
お
、
世
界
最
初

の
き
ち
ん
と
整
備
さ
れ
た
穀
物
先
物
市
場
は
大
阪
の
堂
島
の
米
会

所
で
、
享
保
一
五
年
八
月
一
三
日
（
一
七
三
〇
年
九
月
二
四
日
）

に
開
設
さ
れ
た
。

（
24
） 

こ
れ
は
、
先
物
取
引
を
規
制
す
る
合
衆
国
で
二
番
目
の
法
律

で
あ
る
。
最
初
の
も
の
は
一
八
六
四
年
対
金
先
物
取
引
法
（T

he 
A
nti-G

old F
utures A

ct of 1864 

（13 S
tat. 132

））
で
、
こ
れ

は
グ
リ
ー
ン
バ
ッ
グ
と
呼
ば
れ
た
紙
幣
の
、
市
場
価
格
の
下
落
を

防
ぐ
た
め
に
制
定
さ
れ
た
。
し
か
し
、
そ
の
制
定
自
体
が
グ
リ
ー

ン
バ
ッ
グ
の
市
場
価
格
の
暴
落
を
引
き
起
こ
し
た
の
で
、
わ
ず
か

一
六
〇



ロ
ッ
ク
ナ
ー
時
代
（
甲
斐
）

（
六
七
九
）

軍
長
官
（S

ecretary of the N
avy

）
が
閣
僚
に
加
え
ら
れ
た
こ

と
で
、
陸
軍
に
関
す
る
責
任
の
み
を
負
う
こ
と
と
な
っ
た
。
わ
が

国
の
よ
う
な
社
会
国
家
と
異
な
り
、
米
国
は
自
由
国
家
（
消
極
国

家
）
で
あ
る
た
め
、
わ
が
国
の
国
土
交
通
省
に
相
当
す
る
国
家
機

関
は
存
在
し
て
い
な
い
。
そ
れ
に
代
わ
っ
て
公
共
事
業
を
掌
る
の

は
陸
軍
工
兵
隊
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
国
土
交
通
省
が
有
す
る
よ

う
な
許
認
可
権
は
、
陸
軍
長
官
に
帰
属
す
る
の
で
あ
る
。

な
お
、
一
九
四
七
年
に
国
家
安
全
保
障
法
（N

ational S
ecurity 

A
ct of 1947

）
が
施
行
さ
れ
、
国
防
長
官
（S
ecretary of 

D
efense

）
が
設
置
さ
れ
て
閣
僚
と
な
っ
た
結
果
、
今
日
で
は
陸
軍

長
官
は
名
称
をS

ecretary of the A
rm

y

に
変
更
さ
れ
、
国
防
長

官
の
下
に
置
か
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

（
28
） 

阿
川
尚
之
『
憲
法
で
読
む
ア
メ
リ
カ
史　

下
』
Ｐ
Ｈ
Ｐ
研
究

所
二
〇
〇
四
年
刊
一
三
四
頁
よ
り
引
用
。

一
六
一




